
令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

1 01　本編 1 4 2 5 13 修正

機関の名称
ＮＴＴ西日本　株式会社(熊本支店)、ＮＴＴドコモ株式会社　　　　　　　、株式会
社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社

機関の名称
西日本電信電話株式会社(熊本支店)、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社、株式会
社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社

2 01　本編 1 6 1 1 20 修正

【略】
■平成28年熊本地震における熊本市の被害状況
令和８年（2026年）３月31日現在

【略】

【略】
■平成28年熊本地震における熊本市の被害状況
令和７年（2025年）３月31日現在

【略】

3 01　本編 1 6 1 2 22 修正

 本市は九州中部にあって、梅雨期には多量の降雨があり、台風来襲期には豪雨の多
い地域である。熊本平野は白川や緑川などの河川の運ぶ土砂によって形成されたこと
から、豪雨時の洪水災害が繰り返された地域である。また山地や台地辺部の急傾斜部
では土砂崩れにも注意が必要である。
■平成24年（2012年）九州北部豪雨
 ＿＿＿平成24年（2012年）7月12日に発生した平成24年九州北部豪雨では、市内の降
雨量は多くなかったが、上流の阿蘇地方に１時間に100mm前後の降雨が4時間続いたこ
とにより、市内を流れる白川の水位が大きく上昇し、流域の一部で甚大な被害が発生
した。

 本市は九州中部にあって、梅雨期には多量の降雨があり、台風来襲期には豪雨の多い
地域である。熊本平野は白川や緑川などの河川の運ぶ土砂によって形成されたことか
ら、豪雨時の洪水災害が繰り返された地域である。また山地や台地辺部の急傾斜部で
は土砂崩れにも注意が必要である。
【追加】
 また、平成24年（2012年）7月12日に発生した平成24年九州北部豪雨では、市内の降
雨量は多くなかったが、上流の阿蘇地方に１時間に100mm前後の降雨が4時間続いたこ
とにより、市内を流れる白川の水位が大きく上昇し、流域の一部で甚大な被害が発生
した。

4 01　本編 1 6 1 2 24 新規

（図：白川の断面と昭和28年の水害の水位）
【略】
■令和７年（2025年）８月10日からの大雨
　令和７年（2025年）８月10日から11日にかけて、対馬海峡から九州付近に停滞した
前線に向かって九州西海上から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不
安定となった。これにより、熊本地方では線状降水帯が繰り返し発生し、記録的な大
雨となった。
　熊本市では10日21時過ぎから１時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降り始め、22時57分
までの最大１時間降水量は87.0ミリと８月の観測史上１位（2026年３月31日時点）
を記録した。さらに、11日１時までの最大３時間降水量は223.0ミリに達し、統計開
始以来（1976年）で観測史上１位（2026年３月31日時点）となった。これにより、わ
ずか３時間で８月の月降水量平年値（195.4ミリ）を超える事態となった。
　この大雨を受け、熊本地方気象台等は以下の警報等を発表した。
　・21時25分：大雨警報（土砂災害、浸水害）
　・22時09分：大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報
　・22時10分：記録的短時間大雨情報（熊本市北区付近約110ミリ）
　・22時05分：土砂災害警戒情報
　市内の一部地域では人的被害をはじめ、床上・床下浸水、道路冠水、土砂災害等が
発生し、市民生活に深刻な影響を及ぼした。

※下に続く

（図：白川の断面と昭和28年の水害の水位）
【略】
【新規】

【別冊1】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

5 01　本編 1 6 1 2 24 新規

【アメダス降水量の時系列図（８月６日17時～８月11日24時）】

　　　　出典：熊本地方気象台ホームページから抜粋

※下に続く

6 01　本編 1 6 1 2 24 新規

【気象レーダー画像（８月10日18:00及び21:00時点）】

　　　　出典：熊本地方気象台ホームページから抜粋

※下に続く

7 01　本編 1 6 1 2 24 新規

【気象レーダー画像（８月11日0:00及び3:00時点）】

　　　　出典：熊本地方気象台ホームページから抜粋
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

8 01　本編 1 6 1 2 24 新規

【略】
■熊本市に被害を及ぼした主な風水害
【略】
・西暦（和暦）
　2025.8.10(令和7)
・災害要因
　集中豪雨
・名称
　8月10日からの大雨
・主な被害
　死者：1、行方不明者：1、負傷者：7、
　家屋半壊：1,006、一部損壊：1,168、
　床上浸水：1,256、床下浸水：777
　※令和8年3月31日時点

【略】
■熊本市に被害を及ぼした主な風水害
【略】
【追加】

9 01　本編 1 7 1 30 修正

２　津波災害警戒区域の指定
　熊本県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第１項の規定に基づき、津波
浸水想定を踏まえ、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる
区域について、令和7年（2025年）8月8日に津波災害警戒区域を指定している。
　本市は、この津波災害警戒区域を基にハザードマップを作成し、地域の災害リスク
の周知に努めている。

※以降、目番号繰り下げ

【新規】

10 01　本編 1 7 2 1 41 新規

　国土交通省及び熊本県では、水防法第14条の規定により、洪水時の円滑かつ迅速な
避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、
管理河川が想定最大規模の降雨により氾濫した場合の洪水浸水想定区域を指定してい
る。本市は、水防法第15条の規定により、この洪水浸水想定区域を基にハザードマッ
プを作成し、地域の災害リスクの周知に努めている。
　あわせて、本市では、水路や雨水管から雨水があふれて内水氾濫が発生した際に想
定される浸水範囲や浸水深等の情報をまとめた内水浸水想定区域図を作成している。
これは、九州北西部地区で想定される最大規模の降雨があった際に想定される内水氾
濫区域をシミュレーションで確認し、図化したものである。
　また、水防法第14条の２に基づく雨水出水浸水想定区域を指定しており、内水ハ
ザードマップの作成により、市民への周知を図ることとしている。

　国土交通省及び熊本県では、水防法第14条の規定により、洪水時の円滑かつ迅速な
避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、
管理河川が想定最大規模の降雨により氾濫した場合の洪水浸水想定区域を指定してい
る。本市は、水防法第15条の規定により、この洪水浸水想定区域を基にハザードマッ
プを作成し、地域の災害リスクの周知に努めている。
【追加】

11 01　本編 1 7 3 41 修正

　熊本県では、水防法第14条の3の規程に基づき、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確
保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得
る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合の高潮浸水想定区域を指定している。
　本市は、この高潮浸水想定区域を基にハザードマップを作成し、地域の災害リスク
の周知に努めている。

　熊本県では、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高潮時の円滑かつ迅速な避難を確
保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得
る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合の高潮浸水想定＿＿＿＿＿を公表してい
る。
　本市は、この高潮浸水想定を基にハザードマップを作成し、地域の災害リスクの周
知に努めている。

12 01　本編 1 8 1 2 46 修正

(1) 市民の役割
　市民は自ら及びその家族の安全を確保するよう努めるものとし、平時からの備えや
いざという時のための判断力・行動力を強化するとともに、地域での相互交流を深
め、災害対応力の強化に努める。そのためには、命を守る「マイタイムライン」の作
成、災害情報メールや防災ラジオ等の災害情報を入手できる環境の整備、自宅の家具
の転倒防止や最低３日分（推奨1週間分）の備蓄に努めるとともに、災害に関する正
しい知識の習得、ハザードマップや避難行動・避難経路・避難場所の確認、自家用車
も含めた事前避難先の確保などに取り組む。

(1) 市民の役割
　市民は自ら及びその家族の安全を確保するよう努めるものとし、平時からの備えや
いざという時のための判断力・行動力を強化するとともに、地域での相互交流を深
め、災害対応力の強化に努める。そのためには、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿災害情報メールや防災ラジオ等の災害情報を入手できる環境の整備、自宅の家具
の転倒防止や最低３日分（推奨1週間分）の備蓄に努めるとともに、災害に関する正し
い知識の習得、ハザードマップや避難行動・避難経路・避難場所の確認＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿などに取り組む。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

13 01　本編 1 8 1 2 46 修正

(4) 市の役割
　市は、市民の安全と安心を確保するため、【略】　、平時からの交流を深められる
環境整備を推進する。
　また、国や県と連携して、避難生活に必要な物資の備蓄、避難所環境の整備、地域
のボランティア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域防
災力の向上に努めるものとする。

(4) 市の役割
　市は、市民の安全と安心を確保するため、【略】　、平時からの交流を深められる
環境整備を推進する。
　【追加】

14 01　本編 1 8 2 1 49 修正

(3) 家庭内防災の取組

　熊本市では、市民宅に登録診断士を派遣し、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿戸
建木造住宅の耐震診断を行う「熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業」＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿並びに耐震改修工事及び建替えに要する費用の一部を補
助する「熊本市戸建木造住宅耐震改修事業」を実施し、耐震化の促進を図っている。

(3) 家庭内防災の取組
　
　熊本市では、市民宅に登録診断士を派遣し、2000 年 5 月 31 日以前の基準で建築
された戸建木造住宅の耐震診断を行う「熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業」を
実施しており、診断に要する費用のうち市民の負担は 5,500 円としている。（令和 6
年 4 月現在）
　さらに、耐震診断を実施した戸建木造住宅で、上部構造が1.0点未満のものを1.0以
上とする耐震改修工事や建替えに要する費用の一部を補助する「熊本市戸建木造住宅
耐震改修事業」を実施している。

15 01　本編 1 8 2 6 51 修正

【略】
　＿本市では、「熊本市災害時要援護者避難支援制度」を設けて、平成19 年（2007
年）10 月から災害時に避難支援を必要とする方の登録と個別避難支援プランづくり
を開始した。
【略】

【略】
　熊本市では、「熊本市災害時要援護者避難支援制度」を設けて、平成19 年（2007
年）10 月から災害時に避難支援を必要とする方の登録と個別避難支援プランづくりを
開始した。
【略】

16 01　本編 1 8 2 6 51 修正

【略】
　令和7 年度（2025 年度）から、災害時要援護者避難支援制度の対象者を避難行動
要支援者名簿に統合するかたちで一本化した。今後は、令和3 年（2021 年）の災害
対策基本法の改正により市町村の努力義務とされた、避難行動要支援者について避難
支援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）の作成について、よ
り推進していく＿＿＿＿＿＿＿。

【略】
　令和7 年度（2025 年度）から、災害時要援護者避難支援制度の対象者を避難行動要
支援者名簿に統合するかたちで一本化するとともに、令和3 年（2021 年）の災害対策
基本法の改正により市町村の努力義務とされた、避難行動要支援者について避難支援
等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）の作成について、より推
進していく体制を構築する。

17 01　本編 1 8 2 2 52 修正

(2) 継続的な情報収集と安全確保
熊本県防災情報メールサービス
　気象警報・注意報、　　　　　　　竜巻情報、地震、津波、火山噴火、河川水位な
どの情報を携帯電話などにメールで受信できます。

(2) 継続的な情報収集と安全確保
熊本県防災情報メールサービス
　気象警報・注意報、土砂災害警戒、竜巻情報、地震、津波、火山噴火、河川水位な
どの情報を携帯電話などにメールで受信できます。

18 01　本編 1 8 3 1 53 修正

(1) 熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い都市基盤の形成
　【略】
　「第３次熊本市都市マスタープラン（令和８年３月策定）」では、同計画の防災指
針の中で、都市の将来像を“市民・地域・行政が災害リスクを自覚し、そのリスクや
取組方針等を共有することで、具体的な行動や取組につなげていく、災害リスクに備
えた多核連携都市”とし、ハード、ソフト両面からリスクの回避、低減に必要な具体
的な取組などを設定している。
　【略】

(1) 熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い都市基盤の
　　形成
　【略】
　「熊本市立地適正化計画　　　　　（令和３年３月改定）」では、同計画の防災指
針の中で、都市の将来像を“市民・地域・行政が災害リスクを自覚し、そのリスクや
取組方針等を共有することで、具体的な行動や取組につなげていく、災害リスクに備
えた多核連携都市”とし、ハード、ソフト両面からリスクの回避、低減に必要な具体
的な取組などを設定している。
　【略】

19 01　本編 1 8 3 1 54 修正

(1) 熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い都市基盤の形成

　イ 緊急輸送道路や幹線道路は、災害発生時において、人や物資の輸送又は緊急車
両の通行のために重要な役割を果たすことから、橋梁の耐震化や無電柱化、更には沿
道の建築物の　 /　　  /　耐震化の促進を図る。

(1) 熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い
　　都市基盤の形成

　イ 緊急輸送道路や幹線道路は、災害発生時において、人や物資の輸送又は緊急車両
の通行のために重要な役割を果たすことから、橋梁の耐震化や無電柱化、更には沿道
の建築物も含めた耐震化を進めていく。

20 01　本編 1 8 3 1 54 修正

(2) 防災情報の発信及び地域・防災DXの推進
ア 災害情報の収集・発信及び伝達体制の強化

(ｱ) 熊本地震では、災害情報の収集・発信及び伝達に課題を残したことから、くま
もとアプリ・防災行政無線・ホームページ・ＳＮＳ※２や電話・ファクシミリ・ラジ
オ・印刷物、広報車による巡回アナウンス等のあらゆる手段を活用し、平時から住民
への情報提供・周知を強化することで、災害時における迅速かつ確実な情報伝達体制
の構築に取り組んでいく。

(2) 防災情報の発信及び地域・防災DXの推進
ア 災害情報の収集・発信及び伝達体制の強化

(ｱ) 熊本地震では、災害情報の収集・発信及び伝達に課題を残したことから、くま
もとアプリ・防災行政無線・ホームページ・ＳＮＳ※２や電話・ファクシミリ・ラジ
オ・印刷物、広報車による巡回アナウンス等のあらゆる手段を活用し、正確かつ適切
な情報の収集・発信及び伝達＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿に取り組んでいく。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

21 01　本編 1 8 3 1 54 修正

(1)熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い都市基盤の形成
【略】
インフラ・市有建築物の耐震化、防災・減災機能の強化 等
【略】
オ　内水氾濫の浸水被害軽減に向けて、排水路や排水ポンプ場の整備を進めていく。
カ　【略】
キ　【略】

(1)熊本市国土強靭化地域計画に基づく災害に強い都市基盤の形成
【略】
インフラ・市有建築物の耐震化＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等
【略】
【追加】

オ　【略】
カ　【略】

22 01　本編 1 8 3 2 57 修正

【略】
(1) 市民の災害対応力の強化
ア 地域の防災組織等と連携して、市民への防災啓発や防災訓練への参加を促すとと
もに、マイタイムライン（防災行動計画）やハザードマップの作成・活用による避難
経路・避難所等の確認を推進する。また、避難情報の複数の手段で発信し、当該情報
を受け取った際に適切な避難行動が実施できるよう、住民参加型の訓練等（サイレン
吹鳴訓練など）に取り組む。
【略】
【削除】
※９以降の付番を要調整

【略】

【略】
(1) 市民の災害対応力の強化
ア 防災等に関する市民への啓発活動や防災訓練への参加呼びかけを行うとともに、ハ
ザードマップ※８の作成・活用による避難経路・避難所等の確認を、地
域の防災組織を通して積極的に促す。

【略】
※８ 自然災害で想定される被害範囲・程度等を地図に表したもので、それに加えて避
難場所などの情報を
図示し、迅速・的確な避難を手助けする地図のこと。
【略】

23 01　本編 1 8 3 3 58 修正

(1) 避難所の指定・運営方法等の見直し
ウ 指定避難所だけでなく、地域の避難場所の情報をあらかじめ把握するとともに、
在宅避難者等の支援のための拠点設置等の在宅避難者等 や、やむを得ず車
中泊避難を行う場合における専用スペースの設置等、指定避難所以外への避難者の支
援方策を検討する。

(1) 避難所の指定・運営方法等の見直し
ウ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在
宅避難者等の支援のため
の拠点設置等の在宅避難者等の支援方策や、やむを得ず
車中泊避難を行う場合における専用スペースの設置等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の
支援方策を検討する。

24 01　本編 1 8 3 3 59 修正

(6) 応急給水態勢の強化
  ア 【略】
  イ 応急給水にあたっては、【略】給水車による補完的な給水拠点を設置するな
ど、応急給態勢を強化する。

(6) 応急給水体制の強化
  ア 【略】
  イ 応急給水にあたっては、【略】給水車による補完的な給水拠点を設置するなど、
応急給体制を強化する。

25 01　本編 2 1 1 1 3 66 修正

(1)　方法
　カ　大規模災害対処訓練及び地域における防災訓練（洪水、内水氾濫、高潮、土砂
又は津波などあらゆる災害を想定した避難訓練、避難所開設・運営訓練等）等の実施

(1)　方法
　カ　総合防災＿＿＿訓練及び地域における防災訓練＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の実施

26 01　本編 2 1 1 1 3 66 修正

 (1) 方法
【略】
ケ 在留外国人に対する防災研修の開催
コ 「防災士養成講座」及び「防災士フォローアップ研修会」の開催

 (1) 方法
【略】
ケ 在留外国人に対する防災研修の開催
【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

27 01　本編 2 1 1 3 3 66 修正

(2) 内容
  ア 災害に関する一般的知識
  イ 過去の主な被害事例
  ウ 災害対策の現状
  エ 災害による被害想定調査結果
  オ 平常時の心得（日頃の準備）
   (ｱ) 住宅の点検（住宅の耐震化・不燃化、ブロック
     塀補強等）
   (ｲ) 屋内の整理点検（家具転倒防止等）
   (ｳ) 火災の防止(感震ブレーカーの普及促進等)
   (ｴ) 応急救護

(2) 内容
  ア 災害に関する一般的知識
  イ 過去の主な被害事例
  ウ 災害対策の現状
  エ 災害による被害想定調査結果
  オ 平常時の心得（日頃の準備）
   (ｱ) 住宅の点検（住宅の耐震化・不燃化、ブロック
     塀補強等）
   (ｲ) 屋内の整理点検（家具転倒防止等）
   (ｳ) 火災の防止　　　　　　　　　　　　　　/
   (ｴ) 応急救護

28 01　本編 2 1 1 1 3 67 修正

(2) 内容
オ 平常時の心得（日頃の準備）
(ｽ) 非常持出品（非常食品、救急箱、懐中電灯、ラジオ(周波数帯76MHz～99MHz対応
機種)、乾電池、マイナンバーカード、おくすり手帳（コピーでも可）等）の準備

(2) 内容
オ 平常時の心得（日頃の準備）
(ｽ) 非常持出品（　　　　　救急箱、懐中電灯、ラジオ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿、乾電池、健康保険
証・＿＿＿＿おくすり手帳（コピーでも可）等）の準備

29 01　本編 2 1 1 1 11 70 修正

　市は、大規模災害により生じた遺構を保存・管理し、過去に起こった大災害の教訓
や石碑・モニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を防災教育等を通じて後世に伝
えていくよう努めるものとする。また、市民は、語り部活動や家庭・地域内での語り
継ぎ、防災教育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法により、自ら災害教訓
の伝承に努めるものとし、市は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うととも
に、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等
により、市民による災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。

　市は、大規模災害により生じた遺構を保存・管理し、過去に起こった大災害の教訓
や石碑・モニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を防災教育等を通じて後世に伝
えていくよう努めるものとする。また、　　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　　　　災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うと
ともに、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公
開等により、市民による災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。

30 01　本編 2 1 1 2 1 71 修正

　(2) 自主防災クラブ
　　　【略】
　本市の自主防災クラブは、令和８年４月１日現在、739団体で結成されている。

　(2) 自主防災クラブ
　　　【略】
本市の自主防災クラブは、令和７年４月１日現在、738団体で結成されている。

31 01　本編 2 1 1 2 1 72 削除

(3) 育成指導及び活動促進
【略】また、平成 30 年度より、2 日間の会場研修を主体とした防災士養成講座を毎
年 10 月～11 月頃に開催している。【削除】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿防災士資格取得後は地域の防災リーダーとし
て活躍の場を広げることができるよう、引き続き実施していく。【略】

(3) 育成指導及び活動促進
【略】また、平成 30 年度より、2 日間の会場研修を主体とした防災士養成講座を毎
年 10 月～11 月頃に開催している。参加者は、校区防災連絡会や自治協議会などの地
域団体から推薦された方を対象とし、防災士資格取得後は地域の防災リーダーとして
活躍の場を広げることができるよう、引き続き実施していく。【略】

32 01　本編 2 1 1 2 1 72 修正

(3) 育成指導及び活動促進
　具体的には、災害に対する地域の　【略】　引き続き実施していく。

また、自主防災組織や防災士等の多様な主体と消防団や事業者等との連携体制の構
築に努めるとともに、災害時に自主防災組織等と連携して地域住民の安否確認や避難
行動要支援者等の避難支援、避難所の自主運営等が円滑に行われるよう、平時からそ
の活動状況を把握し、地区防災計画の作成推進や訓練等を通して連携体制を確保する
ものとする。

(3) 育成指導及び活動促進
　市は、地域防災計画に地域の　【略】　助言及び指導等を行うものとする。
　【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

33 01　本編 2 1 1 2 3 75 修正

(5) 地域防災計画への規定
【略】
　なお、本市地域防災計画に定められた地区防災計画は以下のとおり。
１．秋津校区地区防災計画（2019 年度）
２．西原校区地区防災計画（2024 年度）
３．画図校区地区防災計画（2025 年度）
４．大江校区地区防災計画（2026 年度）
５．託麻南校区地区防災計画（2026 年度）
６．中島校区地区防災計画（2026 年度）
７．川上校区地区防災計画（2026 年度）
８．西里校区地区防災計画（2026 年度）
９．北部東校区地区防災計画（2026 年度）

(5) 地域防災計画への規定
【略】
　なお、本市地域防災計画に定められた地区防災計画は以下のとおり。
１．秋津校区地区防災計画（2019 年度）
２．西原校区地区防災計画（2024 年度）
３．画図校区地区防災計画（2025 年度）
【追加】

34 01　本編 2 1 1 3 5 79 修正

 地域の防災組織や事業所の自衛消防組織による救出・救護、初期消火、避難誘導等
の活動に期待することが大きく、これらの防災組織が災害発生時に適切な活動が行え
るようにするためには、日頃から訓練の積み重ねが必要である。
　このため、市・消防機関及び関係機関は、これらの防災組織の訓練について必要な
助言及び指導を行うものとする。また、市は、住民が避難情報を受け取った際に適切
な避難行動を取れるよう、住民参加型の訓練等（サイレン吹鳴訓練など）に取り組
む。
【略】

 地域の防災組織や事業所の自衛消防組織による救出・救護、初期消火、避難誘導等の
活動に期待することが大きく、これらの防災組織が災害発生時に適切な活動が行える
ようにするためには、日頃から訓練の積み重ねが必要である。
　このため、市・消防機関及び関係機関は、これらの防災組織の訓練について必要な
助言及び指導を行うものとする。【追加】

【略】

35 01　本編 2 1 1 3 5 79 修正

　なお、市民等が行う防災訓練（避難訓練、避難所開設・運営訓練等）については、
地域の防災組織のリーダーや地区ごとのリーダーの参加を求め、洪水、内水氾濫、高
潮、土砂又は津波など地域の特性を踏まえた災害を想定したうえで、効率的、実践的
な訓練実施に努めるとともに、住民は地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加す
るよう努めるものとする。
　特に、沿岸部については、津波に対して迅速な退避行動がとれるように津波災害を
想定した防災訓練を実施するよう努めるものとする。

　なお、市民等が行う＿＿訓練＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿については、
地域の防災組織のリ
ーダーや地区ごとのリーダーの参加を求め、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿効率的、実践的な訓練実施に努めるとと
もに、住民は地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努めるものとす
る。
　【追加】

36 01　本編 2 1 1 4 1 80 修正

(1) 地域福祉の推進
　市　　　　は、災害発生時における避難行動要支援者の避難誘導、地域住民の安全
確認、避難所運営、被災者のニーズ把握、また、円滑かつ効果的な災害ボランティア
活動を展開するため、平時から市社協、地域住民、町内自治会　　　、自主防災組
織、NPO、社会福祉法人、ボランティア等と連携して、誰もが安心して暮らせるよう
住民見守り活動や小地域ネットワーク活動などのまちづくり活動を進めるものとす
る。
　また、市や市社協は、町内自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会等に
対し、地域活動において、防災や災害時対応等について考えてもらう機会を積極的に
取り入れるよう呼び掛ける。

(1) 地域福祉の推進
　 市や市社協は、災害発生時に　　　避難行動要支援者の避難誘導、地域住民の安全
確認、避難所運営、被災者のニーズ把握、また、円滑かつ効果的な災害ボランティア
活動を展開するため、平時からその地域における住民やボランティア、自主防災組
織、NPO、社会福祉法人等と協力＿＿＿＿＿＿＿して、誰もが安心して暮らせるよう住
民見守り活動や小地域ネットワーク活動などのまちづくり活動を進めるものとする。
　 また、　　　　　　　町内自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会等に
対し、地域活動において、防災や災害時対応等について考えてもらう機会を積極的に
取り入れるよう呼び掛ける。

37 01　本編 2 1 1 4 1 80 修正

(1) 地域福祉の推進
また、市や市社協は、町内自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会等に

対し、地域活動において、防災や災害時対応等について考えてもらう機会を積極的に
取り入れるよう呼び掛ける。

さらに、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事
業者及び住民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティ
アによる防災活動への住民の参加を促進する。

(1) 地域福祉の推進
また、＿＿＿＿＿＿＿町内自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会等に

対し、地域活動において、防災や災害時対応等について考えてもらう機会を積極的に
取り入れるよう呼び掛ける。
　【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

38 01　本編 2 1 1 4 1 81 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
【略】
ア　県社協及び市社協
　災害時に必要な自発性・社会性を持ったボランティアのあり方などについての理解
を深めるため、研修会、啓発事業などにより普及啓発などにより普及啓発を行うほ
か、災害発生時における連絡体制、活動内容などに関するルールづくり等に努める。
また、災害時に被災住民が、ボランティアの支援を円滑に受け入れることができるよ
う、平時からボランティアの役割や活動内容について理解促進を図るものとする。

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
【略】
ア　県社協及び市社協
　災害時に必要な自己責任、自己完結型のボランティアのあり方などについての理解
を深めるため、研修会、啓発事業などにより普及啓発などにより普及啓発を行うほ
か、災害発生時における連絡体制、活動内容などに関するルールづくり等に努める。
また、災害時に被災住民が、ボランティアの支援を円滑に受け入れることができるよ
う、平時からボランティアの役割や活動内容について理解促進を図るものとする。

39 01　本編 2 1 1 4 1 81 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
   【略】
  ■ボランティア団体
　赤十字防災ボランティア　日本赤十字熊本県支部
　096－384-2119

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
   【略】
  ■ボランティア団体
　赤十字防災ボランティア　日本赤十字熊本県支部
　096－384-2111

40 01　本編 2 1 1 4 1 81 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
イ 市
(ｱ) 災害ボランティア
災害ボランティアセンターを設置した際、 【略】 災害ボランティアとして救援活
動できる人員体制を整える。

また、避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組
む地域のボランティア人材の育成・確保に努めるものとする。

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
イ 市
(ｱ) 災害ボランティア
災害ボランティアセンターを設置した際、 【略】 災害ボランティアとして救援活
動できる人員体制を整える。
【追加】

41 01　本編 2 1 1 4 1 82 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
   【略】
  エ　県
　    県において、養成又は登録を行っている専門ボランティ
    アは、次のとおり。
     （令和7年12月31日現在）

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
   【略】
  エ　県
　    県において、養成又は登録を行っている専門ボランティ
    アは次のとおり。
     【追加】

42 01　本編 2 1 1 4 1 82 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
エ　県
　砂防ボランティア登録制度
　　登録者数　192名

出典：熊本県地域防災計画（共通対策編）2026年度修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
エ　県
　砂防ボランティア登録制度
　　登録者数　181名

出典：熊本県地域防災計画（共通対策編）2025年度修正

43 01　本編 2 1 1 4 1 82 修正

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
エ 県
　（表）【略】
出典：熊本県地域防災計画（共通対策編）2026年度修正

また、市は、国が被災者援護協力団体として登録した団体との平時からの連携強化
に努め、活動環境の整備を図るものとする。

さらに県及び市は、災害ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラン
ティア等の三者で連携し、平時におけるボランティアの事前登録、ボランティア活動
や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における災害ボランティア活動の
受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、
被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見
交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。

(3) ボランティアの育成、登録、体制整備
エ 県
　（表）【略】
出典：熊本県地域防災計画（共通対策編）2025年度修正

【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

44 01　本編 2 1 1 4 1 82 修正

(5) ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの養成及び資質向上
災害発生時にボランティアの需給調整や関係機関との連絡調整を行うボランティア

コーディネーターやボランティアリーダーは被災地センターを円滑に運営するにあ
たって重要な役目を担っている。そこで、県社協や市社協は、平時から県や市と連携
を図り、初動期に可能な限り多くのボランティアに参加してもらえるよう、平時にお
けるボランティアの事前登録制度の更なる充実を図り、研修会などを通して災害ボラ
ンティアセンターの運営に必要となるボランティアコーディネーター、ボランティア
リーダー等を計画的に養成するとともに、その資質の向上に努める。本市では、災害
時に市社協職員がボランティアコーディネーターとして、災害対策本部との連絡調整
を行うものとする。

(5) ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの養成及び資質向上
災害発生時にボランティアの需給調整や関係機関との連絡調整を行うボランティア

コーディネーターやボランティアリーダーは被災地センターを円滑に運営するにあ
たって重要な役目を担っている。そこで、県社協や市社協は、平時から県や市と連携
を図り、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿研修会などを通して災害ボラ
ンティアセンターの運営に必要となるボランティアコーディネーター、ボランティア
リーダー等を計画的に養成するとともに、その資質の向上に努める。本市では、災害
時に市社協職員がボランティアコーディネーターとして、災害対策本部との連絡調整
を行うものとする。

45 01　本編 2 1 1 6 1 85 修正

第６項　過去の風水害に関する検証と対策
１　平成24年（2012年）九州北部豪雨
（１）課題と対策

平成24年九州北部豪雨では、市内中心部を流れる白川の水位が大きく上昇し、市内
流域で甚大な被害が発生した。【略】
【略】
【転記】 ※第３目へ

第６項　風水害の予防
１　風水害に対する事前対策
【追加】

平成24年九州北部豪雨では、市内中心部を流れる白川の水位が大きく上昇し、市内
流域で甚大な被害が発生した。【略】
【略】

今後も甚大化が予想される自然災害に対して、地域と市が一体となり、命を守るこ
とを最優先に的確な避難行動の選択と速やかな行動を促すため、自助・共助意識を涵
養するための出前講座等の防災啓発活動や、地域主導による防災訓練を継続し、市
民・事業者・地域の防災組織・市の災害対応力をさらに強化することが必要である。

これらの対策は、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化等を踏まえ、被害を
防止・軽減させるためのハード・ソフト対策等を推進するために、国・県・事業者・
地域等の流域に関わるあらゆる関係者が協働して対策を行う「流域治水」の取り組み
にも位置付けている。

46 01　本編 2 1 1 6 2 86 修正

（２）激甚化する自然災害への対応（予防的避難の取組）
台風の接近や梅雨前線の停滞などによる風水害は、地震災害と違い、気象情報や過

去の気象事例などにより、ある程度予想ができるため、気象庁や防災関係機関と連携
し、事前の警戒体制をとることが可能である。
【略】

２ 激甚化する自然災害への対応＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
台風の接近や梅雨前線の停滞などによる風水害は、地震災害と違い、気象情報や過

去の気象事例などにより、ある程度予想ができるため、気象庁や防災関係機関と連携
し、事前の警戒体制をとることが可能である。
【略】

47 01　本編 2 1 1 6 2 86 新規

２ 令和７年（2025年）８月10日からの大雨
(1)課題と対策

令和７年（2025年）８月10日から11日にかけて、本市は記録的な大雨に見舞われ、
複数の河川が氾濫危険水位に達した。

市では、水防本部・災害警戒本部を設置し、避難所の開設や避難指示の発令など、
人命を最優先に対応にあたっていたが、坪井川と井芹川では、流域の住民に避難を促
すためのサイレンの吹鳴が最大で３時間20分遅れる事態が生じるなど、水防本部の体
制やマニュアルの整備等の課題が浮き彫りとなった。

このため、今回の大雨における水防本部及び災害警戒本部の対応について、外部有
識者による客観的な検証の答申等を踏まえ、状況に応じ適切な災害対応ができるよう
本部室における責任者の増員や河川情報を監視する担当者の設置等の職員の増員や、
マニュアル検証チームによる対応マニュアルの改訂等に取り組んだ。

また、マニュアルなしの事態にも対応できるよう本市の災害対応における基本原則
を整理するとともに、災害対応にかかるスペシャリストの育成を進めることとしてい
る。
■災害対応における基本原則
　・人命を最優先に判断
　・常に最悪の事態を想定
　・空振りを恐れずに実行

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

48 01　本編 2 1 1 6 3 86 修正

３ 今後の対策
今後も甚大化が予想される自然災害に対して、地域と市が一体となり、命を守るこ

とを最優先に的確な避難行動の選択と速やかな行動を促すため、自助・共助意識を涵
養するための出前講座等の防災啓発活動や、地域主導による防災訓練を継続し、市
民・事業者・地域の防災組織・市の災害対応力をさらに強化することが必要である。

これらの対策は、気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化等を踏まえ、被害を
防止・軽減させるためのハード・ソフト対策等を推進するために、国・県・事業者・
地域等の流域に関わるあらゆる関係者が協働して対策を行う「流域治水」の取り組み
にも位置付けている。

【新規】
※第６項第１目から移動

49 01　本編 2 1 2 87 修正

第１項　市職員の災害対応力の向上
　市町村は、災害時に災害応急対策活動の主体として重要な役割を担うため、災害時
における対応力の強化を図る必要がある。そのため、災害対策本部を構成する各部署
は、事務分掌に基づき担当する災害応急業務に係るマニュアル等を事前に整備し、研
修や訓練等を実施するとともに、市職員は日頃よりマニュアルを確認するなど、本市
の災害対応力の向上に努めるものとする。
　また、本市の災害対応の中核を担う危機管理防災部においては、防災に関する知識
やスキルの習得に努めるなど、災害対応の専門性の高い職員の育成に努める。

以降、項番号繰り下げ

【新規】

50 01　本編 2 1 2 1 2 89 修正

（１）災害時の拠点病院の確保
【略】
地域災害拠点病院
○済生会熊本病院
○独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
〇熊本大学病院
〇熊本市民病院
〇熊本中央病院

【削除】

（１）災害時の拠点病院の確保
【略】
地域災害拠点病院
○済生会熊本病院
○独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
　　　　　　　/
              /
              /

本市には応急救護機能を担う場所として、熊本市民病院と植木病院がある。

51 01　本編 2 1 2 1 8 94 削除

【削除】

８　飲料水及び生活用水の確保
【略】
９　消防水利の整備
【略】

８　物資供給計画
【略】
９　飲料水及び生活用水の確保
【略】
10　消防水利の整備
【略】

52 01　本編 2 1 2 1 9 96 修正

(3) 井戸水の提供
協定を締結した事業者の井戸や市が管理する地下水位観測用の井戸の活用など、防

災拠点施設・指定避難所等における代替水源の確保に努めるものとする。
【資料編】8 - 4 災害時における井戸水の提供
(4) 水のため置きの促進
　【略】

【追加】

(3) 水のため置きの促進
　【略】

53 01　本編 2 1 2 4 99 新規

第４項　備蓄・物資供給対策
　本項は、大規模災害発生時において、必要となる物資の備蓄に係る「備蓄計画」及
び、被災した市民等への物資の供給に係る「物資供給計画」について定めるものであ
る。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

54 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

１　備蓄計画
　本計画は、平時から大規模災害発生時に必要となる物資を計画的に備蓄するための
基本的な考え方及び管理等に関する事項を定めるものである。
(1)　配布対象者
ア　指定避難所及び指定避難場所の避難者
イ　指定避難所以外の避難者（地域の避難所、在宅避難者、車中泊避難者等）
ウ　その他被災者
(2)　備蓄物資
ア　熊本地震において、指定避難所や指定以外の場所に11万人を超える避難者が発生
したことから、災害協定による流通備蓄、家庭・事業所内での備蓄促進等を踏まえ、
行政で備蓄すべき数量を想定避難者数の11万人の１日分とする。
イ　災害初動時に必要となる非常食、飲料水、生活必需品、資機材等とし、女性、こ
ども、高齢者、障がい者等の要配慮者の視点を踏まえた品目とする。

【新規】

55 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

(3)　備蓄の基本方針
ア　発災初期において、被災地外からの物資支援が速やかに行き届かない可能性があ
ることを踏まえ、発災直後から市民等の生命・生活の維持に必要な物資を適切に確保
できる体制を構築し、計画的な備蓄対策を推進する。
イ　指定避難所であるまちづくりセンター等14箇所に備蓄倉庫を、公園10箇所には防
災倉庫を、指定避難所である小中学校等には分散備蓄倉庫を設置し、発災初動時の避
難者への支援を行う。
【資料編】６-４　防災倉庫・備蓄倉庫・分散備蓄倉庫に関する維持管理規程
ウ　各家庭、事業者に対しては、災害発生から最低３日分（推奨１週間分）の備蓄が
確保されるよう、あらゆる機会を通じて啓発・周知に努め、備蓄促進の強化を図ると
ともに、物資供給に係る事業者等との災害協定の締結を進める。
【資料編】8-3　災害協定一覧

【新規】

56 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

(4)　備蓄目標 【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

57 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

※割合は、熊本市人口統計に基づく人口比率による。
※要介護の高齢者数は、内閣府「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関
する計画（令和７年６月30日）」を参考に算定。
※備蓄目標は５年を目途に見直し、新たな課題が生じた場合は随時検討・修正する。
※飲料水については、本計画に定める備蓄以外に、防災倉庫の設置されている10箇所
の公園のうち９箇所に設置された「耐震性貯水槽」で合計860トンの水が確保できる
ようになっている。また、災害対策用貯水施設24箇所（66,950㎥貯水）及び小中学校
51箇所に貯水機能付給水管（各６㎥） を設置している。
【資料編】６-４　防災倉庫・備蓄倉庫・分散備蓄倉庫に関する維持管理規程

【新規】

58 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

(5)　整備（購入）計画
　整備（購入）計画を次のとおり定める。なお、備蓄目標数量の確保に向けては、別
途年次計画を策定し、計画的に整備を進める。
ア　食料・生活必需品
賞味期限等に応じ、計画的に購入する。
(ｱ)　アルファ米・おかゆ・アレルギー対応食・長期保存パン等
５年以上の賞味期限を有するものを購入する。
(ｲ)　粉ミルク・液体ミルク
１年以上の賞味期限を有するものを購入する。
(ｳ)　毛布・レスキューシート
長期保存ができるよう、真空パックした毛布を購入する。また、保温対策としてレス
キューシートを活用する。
(ｴ)　紙おむつ・生理用品・トイレットペーパー
大人用の紙おむつについて、仕様は汎用性が高いものを購入する。
紙おむつ（大人用・乳幼児用）、生理用品、トイレットペーパーなど、生活必需品に
ついては、衛生面を考慮して、定期的に購入する。

【新規】

59 01　本編 2 1 2 4 1 99 新規

イ　飲料水
熊本地震の教訓を踏まえ、避難所にできるだけ身近な場所にペットボトルで備蓄す
る。
５年以上の賞味期限を有するものを購入する。
ウ　資機材
資機材のうち、充足していないものを優先して整備していく。その他、備蓄に適さな
い資機材については、災害時物資等供給に関する協定に基づき、応援を要請する。
エ　備蓄物資の管理
備蓄物資の管理については、校区防災連絡会及び避難所運営委員会が避難所開設訓練
時等に確認を行うとともに、それぞれの物資を所管する部署において数量チェック等
を実施し、防災倉庫・備蓄倉庫等維持管理規程等に基づき適正な管理を行う。

【新規】

60 01　本編 2 1 2 4 2 99 新規

２　物資供給計画
　本計画は、災害発生時に開設する避難所等に対し、必要な物資を円滑に提供するた
め、物資の調達及び供給に関する体制及び運用等に関する事項を定めるものである。
(1)　物資供給の対象者
ア　指定避難所及び指定避難場所の避難者
イ　指定避難所以外の避難者（地域の避難所、在宅避難者、車中泊避難者等）
ウ　その他被災者
(2)　物資供給の対象物
ア　分散備蓄倉庫、備蓄倉庫、防災倉庫の備蓄物資
イ　国等、指定都市市長会、九州市長会からの支援物資
ウ　流通や飲食関係業者等との協定による支援物資

【新規】

12



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

61 01　本編 2 1 2 4 2 99 新規

(3)　物資供給の基本方針
ア　大規模災害発生時には、すぐに区における物資集積所を設置し、被災状況に応じ
て、物資集積センターの設置を検討するとともに、物流事業者等の協定事業者に対
し、物資輸送に必要な体制の確保及び輸送活動への支援を要請する。
イ　発災直後は、市が保有する備蓄物資を主軸として、避難所等の初期需要に対応す
る。
ウ　区対策本部及び避難所と連携し、避難所ごとの必要物資及び数量の把握を行う。
エ　市備蓄で不足する物資や避難生活の長期化により必要となる物資については、協
定事業者等の民間在庫を最大限活用し必要量の調達に努めるとともに、国、県及び他
自治体に対し支援物資の要請を行う。
オ　物資の供給にあたっては、生命維持に関わる物資（飲料水・食料・医療関連物
資）を最優先とし、次いで避難所運営物資、生活再建支援物資の順で配分する。
カ　物資の供給場所は、原則として指定避難所において行う。

【新規】

62 01　本編 2 1 2 4 2 99 新規

(4)　協定事業者との連携による物資供給体制の確保
ア　平時より、流通や小売事業者等と、食料・生活必需品等の物資の提供、資機材や
人的支援等に関する協定をあらかじめ締結し、災害時に必要な物資を調達できる体制
を構築に取り組む。
イ　今後、大規模災害時における物資供給について、直接、各避難所へ物資を配給で
きるか等の具体的な方法についての協議や訓練等への参加を行い、物資供給体制を強
化していく。
【資料編】8-3　災害協定一覧

【新規】

63 01　本編 2 1 2 4 2 99 新規

(5)　指定都市市長会、九州市長会、各自治体等による支援
ア　「広域・大規模災害における指定都市市長会行動計画」は、緊急の支援が必要と
される応急・復旧期を中心に、基礎自治体としての災害対応力と大都市としての総合
力を有する指定都市が緊密に連携を図り、指定都市市長会として一体となって被災地
支援に取り組むため必要な事項を定めている。当該計画では、被災地の近隣市がプッ
シュ型物資支援を行うこと、全市の備蓄物資の台帳を整備・共有すること等について
協議を行っている。
イ　九州市長会における災害時相互応援プランは、災害時における相互支援の体制を
さらに効果的なものとし、九州圏内の各市が連携を図り、九州市長会として一体と
なって被災地支援に取り組むための必要な事項について定めている。当該プランで
は、九州市長会防災部会において即応支援班を派遣し、集積拠点から避難所までのピ
ストン輸送や荷捌き等の支援活動を実施することとしている。
ウ　平時より、指定都市間、姉妹都市間などで相互応援協定を結び、災害時に必要な
物資を調達できる体制の構築に取り組む。

【新規】

64 01　本編 2 1 3 4 3 100 修正

(1) 公設消火栓
    公設消火栓は各配水系統の上水道に設けられたもので次の
  とおりである。
  ア 設置数：18,700 基（令和8年4月1日現在）
  イ 水圧(平時)：5～2kg/cm
  ウ 消火栓を設置している配水管の径：300～75mm

(1) 公設消火栓
　　公設消火栓は各配水系統の上水道に設けられたもので次の
　とおりである。
　ア 設置数：18,577 基 ______　　______　　/
　イ 水圧(平時)：5～2kg/cm
　ウ 消火栓を設置している配水管の径：300～75mm
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

65 01　本編 2 1 4 1 1 102 修正

(1) 都市計画の地域等の指定状況
本市における都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく地域等の指定状況は次の
とおりである。(令和8年5月22日現在)

■都市計画法に基づく地域等の指定状況
熊本都市計画区域　　　　　面積(約ha）　　割合(％)
市域面積　　　　　　　　　　39,032
都市計画区域
　市街化区域　　　　　　　　10,885
　市街化調整区域　　　　　　24,548
用途地域
　第1種低層住居専用地域　　 1,104          10.1
　第2種低層住居専用地域     107            1.0
　第1種中高層住居専用地域   2,578          23.7
　第2種中高層住居専用地域   2,484          22.8
　第1種住居地域             1,249          11.5
　第2種住居地域             641            5.9
　準住居地域                247            2.3
　近隣商業地域　　　　　　　539　　　　　　5.0
　商業地域　　　　　　　　　385　　　　　　3.5
　準工業地域　　　　　　　　1,259　　　　　11.6
　工業地域　　　　　　　　　292　　　　　　2.7
【略】
都市計画公園　　　　　　計　677.4
　公園　　　　　　　　　　　427.3
　【略】

(1) 都市計画の地域等の指定状況
本市における都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく地域等の指定状況は次のと
おりである。(令和5年4月1日現在)

■都市計画法に基づく地域等の指定状況
熊本都市計画区域　　面積(約ha）　　割合(％)
市域面積　　　　　　　39,032
都市計画区域
　市街化区域　　　　　10,795.4
　市街化調整区域　　　24,637.6
用途地域
　【略】
　近隣商業地域　　　　542　　　　　　5.0
　商業地域　　　　　　392　　　　　　3.6
　準工業地域　　　　　1,175　　　　　10.9
　工業地域　　　　　　357　　　　　　3.3
【略】
都市計画公園　　　計　673.9
　公園　　　　　　　　423.8
　【略】

66 01　本編 2 1 4 1 102 修正

　災害に強い都市構造の形成を図るため、【略】
水面・緑地帯の確保、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等を計画的に行うものとす
る。

また、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都市的土
地利用の誘導を検討するに当たっては、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリス
クの評価のほか、その地域の状況や地域でとり得る防災・減災対策を幅広く考慮して
総合的に判断することとし、必要に応じて、移転等も促進するなど、風水害に強い土
地利用の推進に努めるものとする。
　さらに、施設管理者は、商業施設及び駅等不特定多数の者が　【略】

　災害に強い都市構造の形成を図るため、【略】
水面・緑地帯の確保、防災に配慮した土地利用への誘導等を計画的に行うものとす
る。
　【追加】

また＿、施設管理者は、商業施設及び駅等不特定多数の者が　【略】

67 01　本編 2 1 4 1 1 106 新規

【略】
（７）道路橋梁、河川対策
【略】
（８）内水氾濫対策

近年の気候変動による集中豪雨の多発や都市化の進展による雨水流出量の増大等に
より、内水氾濫の被害リスクが大きくなっていることから、浸水被害軽減に向けて、
水路狭隘区間の解消や老朽化した水路構造物等の更新、内水氾濫常襲箇所等における
内水排除用ポンプ設置検討と設備の計画的更新、下水道施設の耐水化対策、さらには
農業用排水機場・排水路・農業用ため池の整備等を進め、総合的に内水氾濫対策を推
進する。

また、「令和7年8月10日からの大雨時における排水機場等の稼働状況等に関する検
証委員会」の検証結果等を踏まえ、浸水被害のおそれのある建物等を対象に止水板の
購入又は設置に対する補助の実施や、想定最大規模降雨により雨水を排除できなく
なった場合又は河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなった場
合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定しており、内水ハザー
ドマップの作成により、市民への周知を図ることとしている。

【略】
（７）道路橋梁、河川対策
【略】
【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

68 01　本編 2 1 4 2 1 113 修正

(1) 道路環境の整備
  ア【略】
　イ【略】
　 (ｶ)その他良好な道路機能の維持を図るため、道路改良等の整備に努める。

熊本市で整備中の主要幹線道路（令和８年３月３１日現在）
【削除】
(都)池田町花園線
【削除】
【削除】
（一）砂原四方寄線（砂原工区）
国道 501 号（飽田バイパス）
（一）天明川尻線（海路口工区）　　　など

(1) 道路環境の整備
  ア【略】
　イ【略】
　 (ｶ)その他良好な道路機能の維持を図るため、道路改良等の整備に努める。

熊本市で整備中の主要幹線道路（令和７年３月３１日現在）
(都)坪井龍田陣内線
(都)池田町花園線
（一）砂原四方寄線（池上工区）
（一）池上インター線（池上工区）
（一）砂原四方寄線（砂原工区）
国道 501 号（飽田バイパス）
（一）天明川尻線（海路口工区）　　　など

69 01　本編 2 1 4 2 4 115 修正

 災害時の被害を最小限にとどめるため、施設の耐震性、安全性の強化を図り、整備
を推進するとともに、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設
等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対
応に努めるものとする。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらか
じめ体制の構築に努めるものとする。

 災害時の被害を最小限にとどめるため、施設の耐震性、安全性の強化を図り、整備を
推進する【追加】。

70 01　本編 2 1 4 2 5 116 修正

 下水道は、 　【略】　　　特に浸水のおそれのある地域については、重点的に実施
するものとする。
　なお、発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で
復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めるも
のとする。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構
築に努めるものとする。

 下水道は、 　【略】　　　特に浸水のおそれのある地域については、重点的に実施
するものとする。
　【追加】

71 01　本編 2 1 5 4 2 134 修正

市、県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよ
う、他の地方公共団体との＿＿＿＿＿＿＿＿＿応援協定の締結、熊本連携中枢都市圏
の近隣市町村との広域的な避難体制の構築や、広域避難における居住者等及び広域一
時滞在における被災者の搬送が円滑に実施されるよう搬送事業者等との協定の締結な
ど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

市、県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難＿＿＿＿＿＿＿＿が可能となるよ
う、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定の締結、熊本連携中枢都市圏
の近隣市町村との広域的な避難体制の構築や、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿被災者の搬送が円滑に実施されるよう搬送事業者等との協定の締結な
ど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする
とともに、県と連携して広域避難計画の作成を検討する。

72 01　本編 2 1 5 6 2 136 修正

　住民は１(1)～(6)の内容　、家族との連絡方法や自家
用車も含めた事前避難先の確保等を平時から確認しておき、大規模災害の発生、津波
が発生した場合の備えに万全を期するよう努めるものとする。

住民は１(1)～(6)の内容や、家族との連絡方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿等を平時から確認しておき、大規模災害の発生、津波が発生した場合の備えに万全
を期するよう努めるものとする。

73 01　本編 2 1 5 7 1 136 修正

市民、地域の防災組織、避難所を設置する施設の管理者及び市は、互いに協力して
避難所の開設や運営を行うことを基本とする。

また、避難所の運営における女性や子育て家庭の参画を推進するとともに、男女の
ニーズの違い等男女双方及び性的少数者の視点への配慮やこども・若者の居場所の確
保に努める。

市民、地域の防災組織、避難所を設置する施設の管理者及び市は、互いに協力して
避難所の開設や運営を行うことを基本とする。
　【追加】

74 01　本編 2 1 5 11 140 新規

第11項　災害時の車中泊避難への対策
　市は、熊本地震などの車中泊避難の発生状況を踏まえ、災害発生時には、様々な理
由によりやむを得ず車中泊避難を選択する避難者が一定程度発生することを想定し、
車中泊避難は健康管理や避難者等の状況把握の面で課題があり望ましいものではない
こと、長期の生活を送る場所として適切ではないことを前提に、地域の実情に応じ、
車中泊避難者の支援方策について検討する。

【新規】

75 01　本編 2 1 5 11 1 140 新規

１市民への啓発
　市は、住民に対して、車中泊避難者支援に関するマニュアル等を用いて、車中泊避
難時の注意点など、必要な啓発を図るものとする。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

76 01　本編 2 1 5 11 2 140 新規

２車中泊避難場所の提供
　車中泊避難者を支援するために、車中泊避難場所を指定し、避難場所の整備に努め
る。

77 01　本編 2 1 5 11 3 140 新規

３避難者に対する支援
市は、車中泊避難場所等に避難者が集まっている状況を踏まえ、必要な措置を検討

する。

78 01　本編 2 1 6 1 141 修正

令和7年度（2025 年度）から、災害時要援護者避難支援制度の対象者を避難行動要
支援者名簿に統合するかたちで一本化し、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、
安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業
者、障害福祉サービス事業者等の多様な主体の協力を得ながら、平時から、避難行動
要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、情報伝達体制の
整備、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、避難誘導体制の整備、避難訓
練の実施を図るものとする。

令和7年度（2025 年度）から、災害時要援護者避難支援制度の対象者を避難行動要
支援者名簿に統合するかたちで一本化するとともに、令和3 年（2021 年）の災害対策
基本法の改正により市町村の努力義務とされた、避難行動要支援者について避難支援
等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）の作成について、より推
進していく体制を構築する。

79 01　本編 2 1 6 1 4 142 修正

(1) 個別避難計画の作成
市は、災害対策基本法第49条の14第1項に基づき、名簿情報に係る避難行動要支援

者ごとに、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。また、個別避難計画の作
成を促進するため、避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周
知・啓発等に努めるものとする。

(1) 個別避難計画の作成
市は、災害対策基本法第49条の14第1項に基づき、名簿情報に係る避難行動要支援者

ごとに、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。【追加】

80 01　本編 2 1 6 2 2 146 修正

　社会福祉施設には、自力では歩行できない高齢者や身体障がい者、精神に障がいの
ある人や児童が入所あるいは通所している。これらの人々は、災害発生時に自力で行
動することは困難であり、介助が欠かせない。
　災害発生時にこれらの人々の安全を確保するため､日頃から十分な防災対策をとっ
ておく必要がある。
　また、市は、施設の災害予防対策を推進するため、各事業者に対して、必要に応じ
て指導、助言するとともに、被災情報の収集に必要となる連絡網の整備や災害復旧を
含めた補助制度等の周知を行うものとする。さらに、耐災害性の向上を推進するた
め、非常用自家発電の整備や老朽化した設備の更新を支援する。

　社会福祉施設には、自力では歩行できない高齢者や身体障がい者、精神に障がいの
ある人や児童が入所あるいは通所している。これらの人々は、災害発生時に自力で行
動することは困難であり、介助が欠かせない。
　災害発生時にこれらの人々の安全を確保するため､日頃から十分な防災対策をとって
おく必要がある。
　【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

81 01　本編 2 1 7 2 1 150 修正

■基幹災害拠点病院（県全域で活動）
病院名：熊本赤十字病院
住所：熊本市東区長嶺南2-1-1
DMAT：５チーム
【削除】

■地域災害拠点病院（熊本市等で活動）病院名：済生会熊本病院
住所：熊本市南区近見5-3-1
DMAT：５チーム
【削除】

病院名：独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
住所：熊本市中央区二の丸1-5
DMAT：４チーム
【削除】

病院名：熊本大学病院
住所：熊本市中央区本荘1-1-1
DMAT：３チーム

病院名：熊本市民病院
住所：熊本市東区東町4-1-60
DMAT：１チーム

病院名：熊本中央病院
住所：熊本市南区田井島1-5-1
DMAT：１チーム

■基幹災害拠点病院（県全域で活動）
病院名：熊本赤十字病院
住所：熊本市東区長嶺南2-1-1
DMAT：５チーム
三次救急：救命/DH

■地域災害拠点病院（熊本市等で活動）
病院名：済生会熊本病院
住所：熊本市南区近見5-3-1
DMAT：５チーム
三次救急：救命

病院名：＿＿＿＿＿＿国立病院機構熊本医療センター
住所：熊本市中央区二の丸1-5
DMAT：３チーム
三次救急：救命

【追加】

【追加】

【追加】

82 01　本編 2 1 7 2 1 151 削除

提供：熊本県（医療政策課） 出典：第8 次熊本県保健医療計画の図

83 01　本編 2 1 7 2 1 151 修正

(5) 市、県は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動
の総合調整の実施体制（県においては災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ２４
Ｈ）等のシステムの活用体制を含む。）の整備に努めるものとする。
(6)　【略】

【追加】

(5)　【略】

84 01　本編 2 1 7 2 2 152 修正

(8) 県は、ＤＭＡＴを保有し、＿＿＿＿＿、ＤＭＡＴの派遣に協力する意思のある病
院をＤＭＡＴ指定医療機関に指定し、派遣に関する協定を締結する。

(8) 県は、ＤＭＡＴを保有する病院のうち、ＤＭＡＴの派遣に協力する意志のある病
院をＤＭＡＴ指定医療機関に指定し、派遣に関する協定を締結する。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

85 01　本編 2 1 8 1 156 修正

５　学校は、地震による火災の発生に備え、プールの利用状況を踏まえ、プール貯水
槽への常時貯水に努める。

５　学校は、地震による火災の発生に備え、プール貯水槽に常時貯水しておく。

86 01　本編 2 1 8 5 157 修正

２　学校は、常備している一般医薬品について、定期的に点検する。 ２　学校は、緊急医薬品を常備し、定期的に点検する。

87 01　本編 2 1 9 1 3 158 修正

　原則として既設のごみステーションを一次仮置場とし、別途、必要に応じて地元住
民が土地の管理者の同意を得た上で、収集車の出入りが可能で周辺の迷惑にならない
場所に設置することができる。

　原則として既設のごみステーションを一次仮置場とし、別途、必要に応じて地元住
民が土地の管理者の同意を得た上で、収集車の出入りが可能で周辺の迷惑にならない
場所に設置することとする。

88 01　本編 2 1 9 3 3 159 修正

　短期間での災害廃棄物の再資源化　、焼却処分、最終処分が困難な場合を想定し、
以下の点に留意して、災害廃棄物の仮置場（二次仮置場）の候補地をあらかじめ選定
しておくものとする。
(1) 他の応急対策活動に支障のないこと。
(2) 周辺への環境影響に支障がないこと。
(3) 効率的な搬入出ルート、道路幅員が確保できること。
(4) 浸水想定区域でないこと。

　短期間での災害廃棄物のリサイクル、焼却処分、最終処分が困難な場合を想定し、
以下の点に留意して、災害廃棄物の仮置場（二次仮置場）の候補地をあらかじめ選定
しておくものとする。
(1) 他の応急対策活動に支障のないこと。
(2) 環境衛生　　　　に支障がないこと。
(3) 搬入に便利なこと。
(4) 分別、焼却、最終処分を考慮した場合に便利なこと。

89 01　本編 2 1 9 3 4 159 修正

　市は、応援協力体制を整備するにあたり、廃棄物処理業者等の各種団体並びに他自
治体と応援協定の締結を行うなど、事前に応援体制の整備を図るものとする。
　また、災害発生時に災害廃棄物の処理の対応を、市が単独で行うことが困難な場合
は、県と連携し他自治体との応援協力体制を迅速に構築する。

　市は、応援協力体制を整備するにあたり、廃棄物処理業者等の各種団体並びに他自
治体と応援協書の締結を行うなど、事前に応援体制の整備を図るものとする。
　また、災害発生時に災害廃棄物の処理の対応を、市が単独で行うことが困難な場合
は、県と連携し他自治体との応援協力体制を迅速に構築する。

90 01　本編 2 1 11 161 削除

【削除】 第11節　南海トラフ地震臨時情報発表に伴う防災対応
【略】

91 01　本編 2 1 162 新規

第１１節　復興事前準備
市は、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行えるよう、復興事前準備に努め

るものとする。

【新規】

92 01　本編 2 2 1 165 新規

第１項　災害対応における基本原則
　市町村には、災害対策基本法第５条に基づき、本計画に定める防災対策を実施する
責務がある。
　そのため、本市の全職員は、日頃より本計画及び担当する災害対応業務の習熟に努
め、災害発生のおそれ、又は災害が発生した場合には、次の災害対応における基本原
則に基づき災害応急対策を実施するものとする。

■災害対応における基本原則
・人命を最優先に判断
・常に最悪の事態を想定
・空振りを恐れずに実行

以降、項番号繰り下げ

【新規】

93 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

２　配備基準
　　次表に該当する場合であって、危機管理監が必要と認めるとき。
（表）【略】

２　配備基準
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（表）【略】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

94 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

水防本部（風水害時）
　レベル２情報収集態勢
　　風水害
・氾濫、大雨、土砂災害、大雪＿＿、高潮注意報＿＿が発表されたとき
・熊本県に気象解説情報（線状降水帯半日前予測）が発表されたとき
【削除】
【削除】
・その他、危機管理監が必要と判断したとき

水防本部
　レベル２情報収集態勢
　　風水害
・＿＿＿大雨、＿＿＿＿_大雪、洪水、高潮注意報※1が発表されたとき
【追加】

　※1　台風接近時等、緊急に対応が必要な場合に限る
・県知事から洪水予報及び水防警報の通知があったとき
・＿＿＿＿危機管理監が必要と判断したとき

95 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

水防本部（風水害時）
　レベル２情報収集態勢
　　風水害　（人員）　　３～６

水防本部（風水害時）
　レベル２情報収集態勢
　　風水害　（人員）　　３～１３

96 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

災害警戒本部（地震・津波）
　レベル２情報収集態勢
　　地震・津波
【削除】
・南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき

災害警戒本部（地震・津波）
　レベル２情報収集態勢
　　地震・津波
・津波注意報が発表された場合
・南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき

97 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

水防本部（風水害時）
　レベル３初動準備態勢
　　風水害
・氾濫、大雨、土砂災害、大雪、＿＿＿高潮、暴風、暴風雪、波浪警報が発表された
とき
・氾濫、大雨、土砂災害注意報が発表されたときかつ熊本県に気象解説情報（線状降
水帯半日前予測）が発表されたとき
・高齢者等避難発令（警戒レベル3）

水防本部（風水害時）
　レベル３初動準備態勢
　　風水害
・＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮、暴風、暴風雪、波浪警報が発表された
とき
【追加】

・高齢者等避難発令（災害警戒レベル3）

98 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

水防本部（風水害時）
　レベル３初動準備態勢
　　風水害　（人員）　５２～５６

水防本部（風水害時）
　レベル３初動準備態勢
　　風水害　（人員）　　５２

99 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

災害警戒本部（地震・津波）
　レベル３初動準備態勢
　　地震・津波
・震度4の地震発生
・津波注意報が発表された場合
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき

災害警戒本部（地震・津波）
　レベル３初動準備態勢
　　地震・津波
・震度4の地震発生
【追加】
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたと

100 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

災害警戒本部
　レベル４応急活動準備態勢
　　風水害
・氾濫、大雨、土砂災害、高潮危険警報が発表されたとき
・今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想されるとき
【削除】
・熊本地方に気象防災速報（線状降水帯直前予測）が発表され、市域付近で線状降水
帯による大雨の可能性が予想される場合
・熊本地方に気象防災速報（線状降水帯発生）が発表されたとき
・避難指示発令（警戒レベル4）

災害警戒本部
　レベル４応急活動準備態勢
　　風水害
【追加】
・今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想されるとき
・土砂災害警戒情報が発表されたとき
【追加】

【追加】
 
・避難指示発令（災害警戒レベル4）
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

101 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

水防本部（風水害時）
　レベル４応急活動準備態勢
　　風水害　（人員）　　１０２

水防本部（風水害時）
　レベル４応急活動準備態勢
　　風水害　（人員）　　９５

102 01　本編 2 2 1 1 2 165 修正

災害警戒本部
　レベル４応急活動準備態勢
　　地震・津波
【削除】
・震度5弱の地震発生
・長周期地震動階級３が発表された場合
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

災害警戒本部
　レベル４応急活動準備態勢
　　地震・津波
・高潮注意報・警報に加え津波注意報が発表された場合
・震度5弱の地震発生
・長周期地震動階級３が発表された場合
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

103 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正

水防本部は、次の設置基準のいずれかに該当する場合であって、危機管理監が必要
と認めるときに設置する。なお、危機管理監は、被害状況や今後の気象状況等を鑑
み、支障がないと判断した場合は、総員を減じて本部を設置することができる。
【削除】

【削除】

【削除】

【削除】

【削除】

水防本部は、次の各号＿＿のいずれかに該当する場合であって、危機管理監が必要
と認めるときに設置する。【追加】

(1) 熊本地方気象台から氾濫、大雨、土砂災害、高潮等に関する注意報又は警報が発
表されたとき
(2) 水防法第10条（国の機関が行う洪水予報等）第３項の規定に基づく知事からの洪
水、津波又は高潮に関する通知（レベル２氾濫注意報及びレベル３氾濫警報）があっ
たとき
(3) 水防法第11条（都道府県知事が行う洪水予報）第1項の規定に基づく知事からの
洪水に関する通知があったとき
(4) 水防法第16条（水防警報）第３項の規定に基づく知事からの水防警報に関する通
知があったとき
(5)　 前各号に揚げるもののほか、情報収集などの対応が必要なとき

104 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正

■熊本市水防本部の設置基準表
注意態勢
（設置基準）
レベル２情報収集態勢
○氾濫、大雨、土砂災害、大雪＿＿＿＿高潮注意報＿＿が発表されたとき
【削除】
・熊本県に気象解説情報（線状降水帯半日前予測）が発表されたとき
〇その他、危機管理監が必要と判断したとき
【削除】

■熊本市水防本部の設置基準表
注意態勢
レベル２情報収集態勢
（配備基準）
○＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮注意報※１が発表されたとき
○県知事から洪水予報及び水防警報の通知があったとき
【追加】

〇その他、危機管理監が必要と判断したとき
※１ 台風接近時等で緊急に対応が必要な場合に限る

105 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正

注意態勢
　レベル２情報収集態勢
　　風水害　（総員）　　３～６名

注意態勢
　レベル２情報収集態勢
　　風水害　（総員）　　３～１３名
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

106 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正

■熊本市水防本部の設置基準表
注意態勢
レベル３初動準備態勢
（設置基準）
○氾濫、大雨、土砂災害、大雪、＿＿＿高潮、暴風、暴風雪、波浪警報が発表された
とき
・氾濫、大雨、土砂災害注意報が発表されたときかつ熊本県に気象解説情報（線状降
水帯半日前予測）が発表されたとき
○高齢者等避難発令（警戒レベル３）

■熊本市水防本部の設置基準表
注意態勢
レベル３初動準備態勢
（配備基準）
○＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮、暴風、暴風雪、波浪警報が発表された
とき
【追加】

○高齢者等避難発令（警戒レベル３）

107 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正

注意態勢
　レベル３初動準備態勢
　　風水害　（総員）　　５２～５６名

注意態勢
　レベル３初動準備態勢
　　風水害　（総員）　　５２名

108 01　本編 2 2 1 2 1 170 修正
※風水害における警戒態勢時には熊本市災害警戒本部を設置する。その設置基準は
「第２章 第１節第４項災害警戒本部　１設置基準」を参照

※風水害における警戒態勢時には熊本市災害警戒本部を設置する。その設置基準は
「第３章 第１節第３項災害警戒本部　１設置基準」を参照

109 01　本編 2 2 1 2 3 170 修正
「本編第２部第２章第１節第５項　水防本部・災害警戒本部の組織」別表１熊本市水
防本部態勢図のとおり。

「本編第２部第２章第１節第４項　水防本部・災害警戒本部の組織」別表１熊本市水
防本部態勢図のとおり。

110 01　本編 2 2 1 2 4 171 修正

（水防本部）責任者
○態勢における全ての権限を担う。
○現在の各班及び水防部の活動・災害応急対策等及び態勢等の状況を把握し、必要に
応じ初期応急対策及び新たな態勢への変更を検討する。
○今後の気象情報等を踏まえ、避難情報の発令や避難場所・避難所の開設が必要と判
断した場合は、本部長及び副本部長に進言し、市長への具申を依頼する。
○災害情報トリアージについての全ての情報を確認し、トリアージ区分の最終決定を
行う。
○出動職員の把握を行う。
○気象予報、災害状況等により、「小島河川防災センター」及び「白川地域防災セン
ター（わくわくランド）」へ職員を配置する。

（水防本部）責任者
○態勢における全ての権限を担う。
○現在の各班及び水防部の活動・災害応急対策等及び態勢等の状況を把握し、必要に
応じ初期応急対策及び新たな態勢への変更を協議する。
【追加】

○災害情報トリアージについての全ての情報を確認し、トリアージ区分の最終決定を
行う。
○出動職員の把握を行う。
○気象予報、災害状況等により、「小島河川防災センター」及び「白川地域防災セン
ター（わくわくランド）」へ職員を配置する。

111 01　本編 2 2 1 2 4 171 修正

（水防本部）報道担当
○報道機関等に公表する避難情報、被害情報等に係る報道資料の最終確認を行う。
○避難情報発令の発信内容及び発信状況の最終確認を行う。
○報道機関からの取材に対応する。

（水防本部）【追加】

112 01　本編 2 2 1 2 4 171 修正

（水防本部）管理班
○被害情報の把握
【略】
○報道機関に関する説明及び整理を行う。
○被害状況や防災気象情報等を踏まえ、配備態勢の変更、避難情報の発令及び避難場
所・避難所の開設等の検討資料を整理し、責任者に報告する。
○関係機関・関係者への説明資料を作成する。
○国・県への連絡・協議を行う。
《河川担当者》
○河川に関する情報の監視を行うとともに、避難指示等の発令に備え、必要に応じて
事前に班長と避難指示等の対象区域等の検討を行う。
○河川の水位がサイレン吹鳴基準（レベル４氾濫危険水位。※なお、坪井警報局につ
いてはレベル２氾濫注意水位）に到達した場合には、防災行政無線等を通じてサイレ
ンを自動吹鳴する仕組みとなっている。河川担当者は当該システムが意図どおり作動
したか確認するとともに、サイレン吹鳴後は、その状況を速やかに責任者に報告す
る。

（水防本部）管理班
○被害情報の把握
【略】
○報道機関に関する説明及び整理を行う。
【追加】

○関係機関・関係者への説明資料を作成する。
○国・県への連絡・協議を行う。
【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

113 01　本編 2 2 1 3 1 173 修正

災害警戒本部は、災害警戒本部の設置基準表に該当する場合であって、危機管理監
が必要と認めるときに設置する。

また、危機管理監は、被害状況や今後の気象状況等を鑑み、適切な災害対応を実
施するため、必要と判断した場合は、水防業務経験職員に本部室管理調整班の応援を
要請することができるものとする。なお、適切な災害対応の実施に支障がないと判断
した場合は、総員を減じて本部を設置することができる。

【削除】

【削除】
【削除】
【削除】

【削除】
【削除】

【削除】

【削除】

【削除】

【削除】

災害警戒本部は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、危機管理監が必要
と認めるときに設置する。【追加】
(1) 今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想されるとき
(2) 土砂災害警戒情報が発表されたとき
(3) 避難指示発令（警戒レベル４）
(4) 気象庁発表による震度４以上の地震が、市域に発生した場合
(5) 長周期地震動階級３が発表された場合
(6) 津波予報区（有明海及び八代海をいう。）に津波注意報又は津波警報が発表され
た場合
(7) 気象庁発表による南海トラフ地震臨時情報（情報種別が、「調査中」、「巨大地
震注意」又は「巨大地震警戒」に限る。）が発表された場合
(8) 県から原子力災害に関する警戒事態若しくは施設敷地緊急事態が発生した旨の連
絡を受けた場合
(9) 火災、爆発、放射線物質の大量放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没、航空機
の墜落等で災害が発生した場合
(10)　前各号に揚げるもののほか、災害が発生し又は発生するおそれがある場合

114 01　本編 2 2 1 3 1 174 修正

■災害警戒本部の設置基準表
（設置基準)
レベル２情報収集態勢
【地震・津波】
【削除】
○南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき

■災害警戒本部の設置基準表
（配備基準）
レベル２情報収集態勢
【地震・津波】
○津波注意報が発表された場合
○南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき

115 01　本編 2 2 1 3 1 174 修正

■災害警戒本部の設置基準表
（設置基準）
レベル３初動準備態
【地震・津波】
○震度4 の地震発生
○津波注意報が発表された場合
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき

■災害警戒本部の設置基準表
（配備基準）
レベル３初動準備態
【地震・津波】
○震度4 の地震発生
【追加】
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

116 01　本編 2 2 1 3 1 174 修正

■災害警戒本部の設置基準表
（設置基準）
レベル４応急活動準備態勢
【風水害】
○氾濫、大雨、土砂災害、高潮危険警報が発表されたとき
○今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想され
　るとき
【削除】
○熊本地方に気象防災速報（線状降水帯直前予測）が発表され、市域付近で線状降水
帯による大雨の可能性が予想される場合
○熊本地方に気象防災速報（線状降水帯発生）が発表されたとき
○避難指示発令（警戒レベル４）
【地震・津波】
【削除】
○震度5弱の地震発生
○長周期地震動階級３が発表された場合
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

■災害警戒本部の設置基準表
（配備基準）
レベル４応急活動準備態勢
【風水害】
【追加】
○今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想され
　るとき
○土砂災害警戒情報が発表されたとき
【追加】

【追加】

○避難指示発令（警戒レベル４）
【地震・津波】
○高潮注意報・警報に加え津波注意報が発表された場合
○震度5 弱の地震発生
○長周期地震動階級３が発表された場合
○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

117 01　本編 2 2 1 3 3 175 修正
「本編第２部第２章第１節第５項 水防本部・災害警戒本部の組織」別表２～別表４
熊本市災害警戒本部態勢図のとおり。

「本編第２部第２章第１節第４項 水防本部・災害警戒本部の組織」別表２～別表４
熊本市災害警戒本部態勢図のとおり。

118 01　本編 2 2 1 3 4 175 修正

（災害警戒本部）本部室　共通　室長
○態勢における全ての権限を担う。
○現在の各対策部の活動・災害応急対策等及び態勢等の状況を把握し、必要に応じ初
期応急対策及び新たな態勢への変更を検討する。
○今後の気象情報等を踏まえ、避難情報の発令や避難場所・避難所の開設が必要と判
断した場合は、本部長及び副本部長に進言し、市長への具申を依頼する。
○災害情報トリアージについての全ての情報を確認し、トリアージ区分の最終決定を
行う。
○出動職員の把握を行う。
○気象予報、災害状況等により、「小島河川防災センター」及び「白川地域防災セン
ター（わくわくランド）」へ職員を配置する。
【削除】

（災害警戒本部）本部室　共通　室長
○態勢における全ての権限を担う。
○現在の各対策部の活動・災害応急対策等及び態勢等の状況を把握し、必要に応じ初
期応急対策及び新たな態勢への変更を協議する。
【追加】

○災害情報トリアージについての全ての情報を確認し、トリアージ区分の最終決定を
行う。
○出動職員の把握を行う。
○気象予報、災害状況等により、「小島河川防災センター」及び「白川地域防災セン
ター（わくわくランド）」へ職員を配置する。
○副責任者がいる場合においては、責任者を補佐するとともに、責任者が不在の場合
は、責任者の権限を持つ。

119 01　本編 2 2 1 3 4 175 修正

（災害警戒本部）本部室　共通　報道担当
○報道機関等に公表する避難情報、被害情報等に係る報道資料の最終確認を行う。
○避難情報発令の発信内容及び発信状況の最終確認を行う。
○報道機関からの取材に対応する。

【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

120 01　本編 2 2 1 3 4 176 修正

（災害警戒本部）本部室　対応部　管理調整班
○被害情報の把握、共有する。
【略】
・上記の全ての事項について、逐次整理・集計等し、現況を掲示・表示（地図等への
記載を含む）するとともに、日毎の総括を紙媒体及び電子媒体で保存する。
○被害状況や防災気象情報等を踏まえ、配備態勢の変更、避難情報の発令及び避難場
所・避難所の開設等の検討資料を整理し、責任者に報告する。
○関係機関・関係者への説明資料を作成する。
○国・県への連絡・協議を行う。
○管財課は必要車両を確保するために、別室にて準備する。また、責任者との連絡を
密に行う。
《河川担当者》
○情報整理班（観察員）と情報を共有して河川に関する情報の監視を行うとともに、
避難指示等の発令に備え、必要に応じて事前に班長と避難指示等の対象区域等の検討
を行う。
○河川の水位がサイレン吹鳴基準（レベル４氾濫危険水位。※なお、坪井警報局につ
いてはレベル２氾濫注意水位）に到達した場合には、防災行政無線等を通じてサイレ
ンを自動吹鳴する仕組みとなっている。河川担当者は当該システムが意図どおり作動
したか確認するとともに、サイレン吹鳴後は、その状況を速やかに責任者に報告す
る。

（災害警戒本部）本部室　対応部　管理調整班
○被害情報の把握、共有する。
【略】
・上記の全ての事項について、逐次整理・集計等し、現況を掲示・表示（地図等への
記載を含む）するとともに、日毎の総括を紙媒体及び電子媒体で保存する。
【追加】

○関係機関・関係者への説明資料を作成する。
○国・県への連絡・協議を行う。
○管財課は必要車両を確保するために、別室にて準備する。また、責任者との連絡を
密に行う。
【追加】

121 01　本編 2 2 1 3 4 176 修正

（災害計画本部）情報整理班
○班員(観察員)は、降雨・水位状況を正確に把握し、気象等の予警報を防災情報シス
テムに入力するとともに、被害が集中している箇所がある場合は、責任者及び管理調
整班に報告する。また、河川に関する情報については、随時管理調整班河川担当者と
情報を共有する。

（災害計画本部）情報整理班
○班員(観察員)は、降雨・水位状況を正確に把握し、気象等の予警報を防災情報シス
テムに入力するとともに、被害が集中している箇所がある場合は、責任者及び管理調
整班に報告する。【追加】

122 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

123 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢　　　総員　　３名～６名

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢　　　総員　　３名～１３名

・＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮※１注意報

のいずれかの発表

・その他、危機管理監が必要と判断する場合※２

・氾濫、大雨、土砂災害、大雪＿＿＿＿＿＿＿＿注意

報のいずれかの発表

・その他、危機管理監が必要と判断する場合※１

・＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮※１注意報

のいずれかの発表

【追加】

・氾濫、大雨、土砂災害、大雪＿＿＿＿高潮＿＿注意

報のいずれかの発表

・熊本県に気象解説情報（線状降水帯半日前予測）が

発表されたとき
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

124 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢
本部室

　避難情報発令の検討が必要な場合は、管理職２名が参集し、検討を行う

　責任者：危機管理防災部　　　　 １名
　（増員）　危機管理防災部　　　　１～３名
　　　　　　　うち、河川担当者１名
※注意報（大雪を除く）発表で1名、気象状況※２を踏まえ2名をそれぞれ増員。

　政策局又は総務局　　　　１名
　都市建設局　　　　　　　 　１名
　・注意報発表時のみ参集

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢
本部室

　【追加】

　責任者：危機管理防災部　　　　　 １名
　【追加】
　
　【追加】

　政策局又は総務局　　　　　 １名
　都市建設局　　　　　　　 　　 １名
　・注意報発表時のみ参集

125 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢
【削除】

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢
区水防部

強い降雨等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想され、警戒レベル３を
発令する場合

《情報対応班》
中央区　２
東区　　 ２
西区　　 ２
南区　　 ２
北区　　 ２
小計　１０名

126 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

【削除】

【削除】

※１気象警報等が発表されない状態で、各局独自に職員を配備する場合など、危機管
理監の判断により設置し、各局と情報を共有し対応する。

※２危機管理防災部の気象状況による増員は、危機管理防災部管理職が、防災気象情
報等を踏まえて判断する。

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

　被害状況次第で、気象警報等解除後も、避難指示等を継続する場合もある。その場
合には、避難指示等が発表されている区のみ態勢を取ることとする

※１高潮注意報は、台風接近時等で緊急に対応が必要な場合に限る。

※２気象警報等が発表されない状態で、各局独自に職員を配備する場合など、危機管
理監の判断により設置し、各局と情報を共有し対応する。

【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

127 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

【略】

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

【略】

128 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢　　　５２～５６名

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢　　　５２名

129 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢
本部室　　　　１５名

責任者 　：危機管理防災部管理職　　　　　　　　　１名
報道担当：危機管理防災部管理職　　　　　　　　　１名

※避難情報発令時又は検討が必要な場合等に管理職2名を配置

《管理班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　　　　　　　　　　 １
　　　※管理職不在の場合は責任者を兼任
　　　危機管理防災部（河川担当者）　　　　　　　　 　　１
　　　危機管理防災部　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２
　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　 ４名

《情報班》
　【略】

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢
本部室　　　　１１名

責任者 　：危機管理防災部＿＿＿　　　１名
【追加】

　　　　　【追加】

《管理班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　　　　１
　　　【追加】
　　　【追加】
　　　【追加】
　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　　１名

《情報班》
　【略】

130 01　本編 2 2 1 4 179 修正

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

※本部長の判断で、以下の場合は、各対策部の一部を除き、人員を減員することがで
きる。
・高潮又は波浪警報のみ発令
・警報の発表がなく高齢者等避難発令のみ

・夜間に避難情報を発令する見込みがある場合や、気象警報 等解除後も被害状況に
より避難情報発令を継続する場合は、本部室管理班及び避難指示等が発令されている
区水防部（情報対応班）のみ態勢を検討。

〇各区水防部・上下水道水防部・農水水防部
電話対応、情報入力、情報集計、本部連絡、状況調査・現場監視の各担当者及び実動
班※の担当者を配置する（兼任可）
※実動班は、各区水防部と上下水道水防部、農水水防部に配置

別表１【熊本市水防本部態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

※＿＿＿＿＿＿＿＿_以下の場合は、各対策部の一部を除く＿＿＿＿＿＿＿＿ことがで
きる。
・高潮又は波浪警報のみ発令
・警報の発表がなく高齢者等避難発令のみ

【追加］

〇各区水防部・上下水道水防部・農水水防部
電話対応、情報入力、情報集計、本部連絡、状況調査・現場監視の各担当者及び実動
班※の担当者を配置する（兼任可）
※実動班は、各区水防部と上下水道水防部、農水水防部に配置

・＿＿＿大雨、＿＿＿＿＿大雪、洪水、高潮、暴風、暴

風雪、波浪警報いずれかの発表

【追加】

・高齢者等避難発令

・氾濫、大雨、土砂災害、大雪、＿＿＿高潮、暴風、暴

風雪、波浪警報いずれかの発表

・氾濫、大雨、土砂災害注意報が発表されたときかつ熊

本県に気象解説情報（線状降水帯半日前予測）が発表

されたとき

・高齢者等避難発令
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

131 01　本編 2 2 1 4 180 修正

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢

【略】

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢

【略】

132 01　本編 2 2 1 4 180 修正

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢　　　１０２名

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢　　　９５名

133 01　本編 2 2 1 4 180 修正

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢
本部室　　　　　　　　　　　　　　　 ３０名

責任者 　：危機管理防災部管理職　　　１名
報道担当：危機管理防災部管理職　　　 １名
副責任者：危機管理防災部　　　　　　 ２名

《管理調整班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　　 １
　　　危機管理防災部（河川担当者）　　 １
　　　危機管理防災部（河川」副担当者） １
　　　危機管理防災部　　　　　　　　　 ３
　　　政策局又は総務局（調整担当）　　 １
　　　広報課（報道・記録担当）　　　　 １
　　　消防局（消防担当）※夜間のみ　　 １
　　　都市建設局（情報担当）　　　　　 １
　　　教育委員会（学校避難所担当）　　 １
　　　　　　　　　　　　　　　　小計 １１名

《電話対応班》
　【略】

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢
本部室　　　　　　　　　　　　　　   ２３名

責任者 　：危機管理防災部＿＿＿　　　１名
【追加】
副責任者：危機管理防災部　　　　　　 １名

《管理調整班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　 １
　　　【追加】
　　　【追加】
　　　【追加】
　　　政策局又は総務局（調整担当）　 １
　　　広報課（報道＿＿＿担当）　　　 １
　　　消防局（消防担当）※夜間のみ　 １
　　　都市建設局（情報担当）　　　　 １
　　　教育委員会（学校避難所担当）　 １
　　　　　　　　　　　　　　　　小計 ６名

《電話対応班》
　【略】

【追加】

・今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想さ

れるとき

・土砂災害警報情報が発表されたとき

【追加】

【追加】

・氾濫、大雨、土砂災害、高潮危険警報いずれかの発

表

・今後の降雨状況の激化及び被害状況の拡大が予想さ

れるとき

【削除】

・熊本地方に気象防災速報（線状降水帯直前予測）が

発表され、市域付近で線状降水帯による大雨の可能性

が予想される場合

・熊本地方に気象防災速報（線状降水帯発生）が発表さ

れたとき
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

134 01　本編 2 2 1 4 180 修正

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４強化】災害警戒態勢

《管理調整班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　　 １
　　　危機管理防災部（河川担当者）　　 １
　　　危機管理防災部（河川」副担当者） １
　　　危機管理防災部　　　　　　　　　 ３
　　　政策局又は総務局（調整担当）　　 ２
　　　消防局（消防担当）※夜間のみ　　 １
　　　都市建設局（情報担当）　　　　　 ２
　　　教育委員会（学校避難所担当）　　 ４
　　　管財課（車両担当）　　　　　　　 １
　　　　　　　　　　　　　　　小計　 １６名

別表２【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４強化】災害警戒態勢

《管理調整班》
　　　危機管理防災部（班長）　　　　　 １
　　　【追加】
　　　【追加】
　　　危機管理防災部　　　　　　　　　 ５
　　　政策局又は総務局（調整担当）　　 ２
　　　消防局（消防担当）※夜間のみ　　 １
　　　都市建設局（情報担当）　　　　　 ２
　　　教育委員会（学校避難所担当）　　 ４
　　　管財課（車両担当）　　　　　　　 １
　　　　　　　　　　　　　　　小計　 １６名

135 01　本編 2 2 1 4 181 修正

別表３【熊本市災害警戒本部（地震・津波等）態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

【略】

別表３【熊本市災害警戒本部（地震・津波等）態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル２】情報収集態勢

【略】

136 01　本編 2 2 1 4 181 修正

別表３【熊本市災害警戒本部（地震・津波等）態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

【略】

別表３【熊本市災害警戒本部（地震・津波等）態勢図】
注意態勢（災害警戒レベル２・３）
【レベル３】初動準備態勢

【略】

137 01　本編 2 2 1 4 182 修正

別表４【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢

【略】

別表４【熊本市災害警戒本部（風水害時）態勢図】
警戒態勢（災害警戒レベル４）
【レベル４】応急活動準備態勢

【略】

【削除】 ・津波注意報発表

・（市域のいずれかで）震度４の地震発生

・津波注意報発表

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表され

・（市域のいずれかで）震度４の地震発生

【追加】

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表され

・（市域のいずれかで）高潮注意報・警報に加え津波注

意報発表

・（市域のいずれかで）震度５弱の地震発生

・長周期地震動階級３が発表された場合

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表され

【削除】

・（市域のいずれかで）震度５弱の地震発生

・長周期地震動階級３が発表された場合

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表され
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

138 01　本編 2 2 1 5 3 184 修正

各局・区対策部 各局・区対策部

139 01　本編 2 2 1 5 5 191 修正

（政策局）
政策総務班長（総合政策部長）
　担当課　政策企画課、データ戦略課、国際課、
　庁舎建設課、庁舎周辺まちづく　り課、
　東京事務所、公共交通戦略課、
　ＥＢＰＭ推進センター

（政策局）
政策総務班長（総合政策部長）
　担当課　政策企画課、データ戦略課、国際課、
　　　　　庁舎建設課、庁舎周辺まちづくり課、
　　　　　東京事務所、＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　都市政策研究所

140 01　本編 2 2 1 5 5 192 修正

（総務局）
総務班長（行政管理部長）
　１　対策部共通事務及び班共通事務に関すること。
　２　職員の参集状況及び被災状況（安否確認、被
　　　害）の総括に関すること。
　【削除】

　３　他自治体への応援要請及び応援職員全般に関すること
    （他班の所管に属するものを除く。）。
　４　緊急輸送車両の調達及び運用管理に関すること。

　担当課　総務課、法制課、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿管財課

（総務局）
総務班長（行政管理部長）
　１　対策部共通事務及び班共通事務に関すること。
　２　職員の参集状況及び被災状況（安否確認、被
　　　害）の総括に関すること。
　３　職員の配置、給与、厚生（生活支援）及び健康
　　　管理等に関すること。
　４　他自治体への応援要請及び応援職員全般に関す
　　　ること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　５　緊急輸送車両の調達及び運用管理に関すること。

　担当課　総務課、法制課、改革プロジェクト推進課、
　　　　　業務支援課、人事課、労務厚生課、管財課

141 01　本編 2 2 1 5 5 192 修正

（総務局）
人事班長（人事部長）
　１　職員の配置、給与、厚生（生活支援）及び健康管理等に関すること。
　２　他自治体への応援要請及び応援職員全般に関すること。
　　 （他班の所管に属するものを除く。）。

　担当課　人事課、改革プロジェクト推進課、業務支援課、労務厚生課

（総務局）
【新規】

142 01　本編 2 2 1 5 5 193 修正

（健康福祉局）
福祉総務班長（健康福祉部長）
　担当課　健康福祉政策課、保護管理援護課、
　　　　　高齢福祉課、介護保険課、介護事業指導課、
　　　　　指導監査課、障がい福祉課、
　　　　　障がいサービス課、障がい者福祉相談所、
　　　　　国保年金課、保険料収納対策課

（健康福祉局）
福祉総務班長（健康福祉部長）
　担当課　健康福祉政策課、保護管理援護課、
　　　　　高齢福祉課、介護保険課、介護事業指導課、
　　　　　指導監査課、障がい福祉課、
　　　　　障がいサービス課、障がい者福祉相談所、
　　　　　国保年金課＿＿＿＿＿＿＿＿＿

143 01　本編 2 2 1 5 5 193 修正

（健康福祉局）
保健医療対策班長(保健衛生部長)
　担当課　健康危機管理課、感染症予防課、
　　　　　医療対策課、生活衛生課、食品保健課、
　　　　　動物愛護センター、健康づくり推進課、
　　　　　＿【削除】＿こころの健康センター

（健康福祉局）
保健医療対策班長(保健衛生部長)
　担当課　健康危機管理課、感染症予防課、
　　　　　医療対策課、生活衛生課、食品保健課、
　　　　　動物愛護センター、健康づくり推進課、
　　　　　国保年金課、こころの健康センター

情報契約班長（契約監理部長）

人事班長（人事部長）

情報システム班長（デジタル部長）

総務局対策部長
（総務局長）

総務班長（行政管理部長）

情報契約班長（契約監理部長）

【追加】

情報システム班長（デジタル部長）

総務局対策部長
（総務局長）

総務班長（行政管理部長）
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

144 01　本編 2 2 1 5 5 195 修正

（東区役所）
各区保健福祉班長(各区保健福祉部長)
　担当課　福祉課、保護課（中央区及び東区は保護第一課、保護第二課）
　保健こども課

（東区役所）
各区保健福祉班長(各区保健福祉部長)
　担当課　福祉課、保護課（中央区＿＿＿＿は保護第一
　　　　　課、保護第二課）、保健こども課

145 01　本編 2 2 1 8 197 修正

上下水道総務班長
（総務部長）

水道総務班長
（総務部長）

146 01　本編 2 2 3 208 修正

市に災害の発生のおそれがある場合、気象業務法に基づいて発表される特別警報、
危険警報、警報及び注意報、水防法に基づく水防警報、消防法に基づく火災気象通報
等を市民に迅速かつ確実な伝達に努めるものとする。

市に災害の発生のおそれがある場合、気象業務法に基づいて発表される特別警報、
＿＿＿＿＿警報及び注意報、水防法に基づく水防警報、消防法に基づく火災気象通報
等を市民に迅速かつ確実な伝達に努めるものとする。

147 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

(1)　特別警報、危険警報、警報及び注意報
大雨や強風などの気象現象によって、災害が発生するおそれがあるときなどには

「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときなどには「警報」が、重大な
災害が起こるおそれが大きく、避難が必要なときには「危険警報」が、予想される減
少が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときには「特別
警報」が、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿県内の
市町村ごとに＿＿＿＿＿＿＿＿＿発表される。

また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突
風、落雷等により実際に危険度が高まっている場所は「キキクル」や「雷ナウキャス
ト」、「竜巻ナウキャスト」等で発表される。

なお、大雨＿＿＿＿＿の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等＿
では、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市町村等をまとめ
た地域の名称が用いられる場合がある。
ア 熊本地方気象台が熊本市に発表する特別警報、危険警報、警報、注意報の種類及
び発表基準
（令和8年5月29日予定）
表【略】

(1)　特別警報、＿＿＿＿＿警報及び注意報
大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こる＿おそれのあるとき＿＿には

「注意報」が、重大な災害が起こる＿おそれのあるとき＿＿には「警報」が、＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿重大な災害が起こる＿おそれが著しく大きい場合には「特別警報」が、
現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、県内の市町村
ごとに熊本地方気象台から発表される。
　【追加】

また、大雨や洪水などの警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送など
では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をま
とめた地域の名称を用いる＿＿場合がある。
ア　熊本地方気象台が熊本市に発表する特別警報、＿＿＿
　　＿＿警報・注意報の種類及び発表基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年6月8日現在）
表【略】

148 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　レベル５氾濫特別警報
（発表基準）
〇１級河川などの大河川（洪水予報河川）の氾濫による重大な災害が切迫または既に
発生しているおそれが大きく、身の安全の確保が必要な場合に発表。

【新規】

149 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　レベル５大雨特別警報
（発表基準）
〇大雨による内水氾濫及び洪水予報河川以外の外水氾濫により重大な浸水害が切迫ま
たは既に発生しているおそれが大きく、身の安全の確保が必要な場合に発表。

（種類）
特別警報　＿＿＿＿大雨特別警報
（発表基準）
○大雨が特に異常であるため＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿重大な災害が発生する
おそれが著しく大きい＿＿＿＿＿場合。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災
害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に
警戒すべき事項が明記される。

150 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　レベル５土砂災害特別警報
（発表基準）
〇大雨による重大な土砂災害が切迫または既に発生しているおそれが大きく、身の安
全の確保が必要な場合に発表。

【新規】

151 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　大雪特別警報
（発表基準）
〇大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想され
たときに発表。

（種類）
特別警報　大雪特別警報
（発表基準）
○大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい＿＿＿＿＿
＿場合。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

152 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　暴風特別警報
（発表基準）
〇暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想され
たときに発表。

（種類）
特別警報　暴風特別警報
（発表基準）
○暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい＿＿＿＿＿
＿場合。

153 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　暴風雪特別警報
（発表基準）
〇雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと
予想されたときに発表。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視
程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

（種類）
特別警報　暴風雪特別警報
（発表基準）
○雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい＿
＿＿＿＿場合。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害な
どによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

154 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　波浪特別警報
（発表基準）
〇高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ
れたときに発表。

（種類）
特別警報　波浪特別警報
（発表基準）
○高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい＿＿＿＿
＿＿場合。

155 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
特別警報　レベル５高潮特別警報
〇高潮による重大な浸水害等が切迫または既に発生しているおそれが大きく、身の安
全の確保が必要な場合に発表。

（種類）
特別警報　＿＿＿＿高潮特別警報
（発表基準）
○台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため重大な災害が発生す
るおそれが著しく大きい＿＿＿＿＿場合。【追加】

【追加】

156 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
危険警報　レベル４氾濫危険警報
（発表基準）
〇１級河川などの大河川（洪水予報河川）の氾濫による重大な災害が起こるおそれが
大きく、避難が必要な状況の場合に発表。

【新規】

157 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
危険警報　レベル４大雨危険警報
（発表基準）
〇大雨による内水氾濫及び洪水予報河川以外の外水氾濫により重大な浸水害が起こる
おそれが大きく、避難が必要な状況の場合に発表。

【新規】

158 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
危険警報　レベル４土砂災害危険警報
（発表基準）
〇大雨による重大な土砂災害が起こるおそれが大きく、避難が必要な状況の場合に発
表。

【新規】

159 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
危険警報　レベル４高潮危険警報
（発表基準）
〇高潮による重大な災害が起こるおそれが大きく、避難が必要な状況の場合に発表。

【新規】

160 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
警報　レベル３氾濫警報
（発表基準）
〇１級河川などの大河川（洪水予報河川）の氾濫による重大な災害が起こるおそれが
あり、一定時間以内に避難が必要な状況となる場合に発表。

【新規】

31



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

161 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
警報　レベル３大雨警報
（発表基準）
〇大雨による内水氾濫及び洪水予報河川以外の外水氾濫により重大な浸水害が起こる
おそれがあり、一定時間以内に避難が必要な状況となる場合に発表。

（種類）
警報　＿＿＿＿大雨警報
（発表基準）
○大雨によって＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿重大な災害が起こる＿
おそれがあると予想される場合。
大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）として、特
に警戒すべき事項が明記される。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・表面雨量指数注１が28以上、又は土壌雨量指数注２が159以上になると予想される場
合。ただし、この土壌雨量指数は熊本市に設定された基準の最小値を示す。

162 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
警報　レベル３土砂災害警報
（発表基準）

〇大雨による重大な土砂災害が起こるおそれがあり、一定時間以内に避難が必要な状
況となる場合に発表。

【新規】

163 01　本編 2 2 3 2 1 209 修正

（種類）
【削除】
（発表基準）
【削除】

【削除】

（種類）
警報　洪水警報
（発表基準）
○河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が起こるおそれが
あると予想される場合。
具体的には、つぎの基準に達すると予想される場合。

表【略】

164 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
警報　暴風警報
（発表基準）
〇暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表 。

（種類）
警報　暴風警報
（発表基準）
○暴風によって重大な災害が起こる＿おそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・平均風速が20m/s以上になると予想される場合。

165 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
警報　暴風雪警報
（発表基準）
〇雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。
「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災
害」のおそれについても警戒を呼びかける。

（種類）
警報　暴風雪警報
（発表基準）
○雪を伴う暴風により重大な災害が起こる＿おそれがあると予想される場合。「暴風
による重大な災害」に加えて「雪に伴う
ことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについ
ても警戒を呼びかける。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・雪を伴い、陸上、海上ともに平均風速が20m/s以上になると予想される場合。

166 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
警報　大雪警報
（発表基準）
〇大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表 。

（種類）
警報　大雪警報
（発表基準）
○大雪によって重大な災害が起こる＿おそれがあると予想される場合。具体的には、
つぎの条件が該当する場合である。
・12時間＿降雪の深さが山地で20cm以上、平地で10㎝以上になると予想される場合。

167 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
警報　波浪警報
（発表基準）
〇高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。

（種類）
警報　波浪警報
（発表基準）
○高い波によって重大な災害が起こる＿おそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・有義波高が2.5m以上になると予想される場合。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

168 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
警報　高潮警報
（発表基準）
〇高潮による重大な災害が起こるおそれがあり、一定時間以内に避難が必要な状況と
なる場合に発表。

（種類）
警報　高潮警報
（発表基準）
○台風や低気圧等による海面の異常な上昇によって重大な災害が起こる＿おそれがあ
ると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・海岸線の潮位が東京平均海面（TP）で3.5m以上になると予想される場合＿。

169 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　レベル２氾濫注意報
（発表基準）
〇１級河川などの大河川（洪水予報河川）の氾濫による災害が起こるおそれのある場
合に発表。

【新規】

170 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　レベル２大雨注意報
（発表基準）
○大雨による内水氾濫及び洪水予報河川以外の外水氾濫により、災害が起こるおそれ
のある場合に発表。

（種類）
注意報　＿＿＿＿大雨注意報
（発表基準）
○大雨によって＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿災害が起こる＿おそれ
があると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・表面雨量指数注１が15以上、又は土壌雨量指数注２が96以上になると予想される場
合。ただし、この土壌雨量指数値は熊本市に設定された基準の最小値を示す。

171 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　レベル２土砂災害注意報
（発表基準）
〇大雨による土砂災害が起こるおそれのある場合に発表。

【新規】

172 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
【削除】
（発表基準）
【削除】

【削除】

（種類）
注意報　洪水警報
（発表基準）
○河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が起こるおそれがあると
予想される場合。
具体的には、つぎの基準に達すると予想される場合。

表【略】

173 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　強風注意報
（発表基準）
〇強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。

（種類）
注意報　強風注意報
（発表基準）
○強風によって災害が起こる＿_おそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・陸上、海上ともに平均風速が10m/s以上になると予想される場合。

174 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　風雪注意報
（発表基準）
〇雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。「強風
による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のおそれについ
ても注意を呼びかける。

（種類）
注意報　風雪注意報
（発表基準）
○雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想される場合。「強風による
災害」に加えて「雪を伴うことによる視
程障害などによる災害」のおそれについても注意を呼びかけ
る。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・雪を伴い、陸上、海上ともに平均風速10m/s以上になると予想される場合。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

175 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　大雪注意報
（発表基準）
〇大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表 。

（種類）
注意報　大雪注意報
（発表基準）
○大雪によって災害が起こる＿_おそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・12時間降雪の深さが山地で5cm以上、平地で3㎝以上になると予想される場合。

176 01　本編 2 2 3 2 1 210 修正

（種類）
注意報　波浪注意報
（発表基準）
〇高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。

（種類）
注意報　波浪注意報
（発表基準）
○高い波によって災害が起こる＿_おそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・有義波高が1.5m以上になると予想される場合。

177 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　レベル２高潮注意報
（発表基準）
〇高潮による重大な災害が起こるおそれがある場合に発表。

（種類）
注意報　＿＿＿高潮注意報
（発表基準）
○台風や低気圧等による海面の異常な上昇によって災害が起こるおそれがあると予想
される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
・海岸線の潮位が東京湾平均海面(TP)上2.8m以上になると予想される場合。

178 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　融雪注意報
（発表基準）
〇融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。具体的には、浸
水害、土砂災害等が発生するおそれがあるときに発表。

（種類）
注意報　融雪注意報
（発表基準）
○融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。
具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表される。

179 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　濃霧注意報
（発表基準）
〇濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。

（種類）
注意報　濃霧注意報
（発表基準）
○濃＿霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想される場合。
具体的には、つぎの条件が該当する場合である。
【略】

180 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　乾燥注意報
（発表基準）
〇空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。具体的に
は、火災の危険が大きい気象条件が予想されたときに発表。

（種類）
注意報　乾燥注意報
（発表基準）
○空気が乾燥し、火災の危険が大きい＿＿＿＿＿と予想される場合。具体的には、つ
ぎの条件が該当する場合である。
・実効湿度が65%以下で、最小湿度が40%以下になると予想される場合。

181 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　なだれ注意報
（発表基準）
〇「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。

（種類）
注意報　なだれ注意報
（発表基準）
○＿なだれが発生して災害が起こる＿おそれがあると予想される場合。具体的には、
つぎの条件が該当する場合である。
【略】

182 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

（種類）
注意報　低温注意報
（発表基準）
〇低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。具体的には、低
温による農作物等への著しい被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発
生するおそれがあるときに発表。

（種類）
注意報　低温注意報
（発表基準）
○低温によって農作物、水道管(破裂)、道路(凍結)等に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿著しい被害
の起こるおそれがあると予想される場合。具体的には、つぎの条件が該当する場合で
ある。
【略】34



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

183 01　本編 2 2 3 2 1 211 修正

【削除】 注１）表面雨量指数とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指
標である。
注２）土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているか
を指数化したもので、土砂災害発生の危険度を示す指標である。土壌雨量指数は１km
格子毎に設定している。
注３）流域雨量指数とは、細分区域・市町村をまたがって流下する河川について、河
川に集まってくる水の量から洪水の危険度を示す指標である。このため、上流域で
降った雨も含めて、洪水危険度を監視することが可能である。
注４）複合基準は（表面雨量指数,流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表して
いる。

184 01　本編 2 2 3 2 1 212 修正

(ｲ) 特別警報、危険警報、警報、注意報はその種類に係わらず、これらの新たな特別
警報、危険警報、警報又は注意報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解
除されるときまで継続されるものとする。

(ｲ) 特別警報、＿＿＿＿＿警報、注意報はその種類に係わらず、これらの新たな特別
警報、＿＿＿＿＿警報又は注意報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解
除されるときまで継続されるものとする。

185 01　本編 2 2 3 2 1 212 修正

(ｳ) 特別警報・危険警報・警報・注意報には防災上特に必要とする事項を「注意警戒
文」として、以下を本文冒頭にできる限り簡明にして記載する。
（い つ） 警戒又は注意＿＿すべき期間…「○○日昼過ぎから夕方にかけて」等具体
的に示す
（どこで） 警戒又は注意＿＿すべき地域…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
概ね一次細分区域ごと＿＿
（何 が） 警戒又は注意すべき対象災害…土砂災害、浸水害、高波など具体的に示
す。

(ｳ) 特別警報・＿＿＿＿＿警報・注意報には防災上特に必要とする事項を「注意警戒
文」として、以下を本文冒頭にできる限り簡明にして記載する。
（い つ） ＿＿＿＿注意警戒すべき期間…「○○日昼過ぎから夕方にかけて」等具体
的に示す
（どこで） ＿＿＿＿注意警戒すべき地域…現象の中心になると予想される地域を概ね
一次細分区域毎に示す。
（何 が） 警戒＿＿＿＿すべき対象災害…土砂災害、浸水害、高波等＿具体的に示
す。

186 01　本編 2 2 3 2 1 212 修正

イ 特別警報・危険警報・警報・注意報の発表地域
警戒又は注意を要する区域を指定して気象等の特別警報、危険警報、警報、注意報

を発表する場合の細分区域は、次の「熊本県予報区域細分図」のとおりである。＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿熊本市は市町村等をまとめた地域、二次細分区域と
もに「熊本市」である。

イ 特別警報・＿＿＿＿＿警報・注意報の発表地域
原則として市町村（二次細分区域）ごとに発表する。気象台から発表される気象情

報やテレビ・ラジオで特別警報・警報・注意報を放送される際は、市町村等をまとめ
た地域が利用される場合がある。熊本市は市町村等をまとめた地域、二次細分区域と
もに「熊本市」である。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

187 01　本編 2 2 3 2 1 213 修正

■警報・注意報の地域細分図
市町村等をまとめた区域
　宇城八代
二次細分区域
　八代市西部、八代市東部、宇土市、宇城市、美里町、氷川町

■警報・注意報の地域細分図
市町村等をまとめた区域
　宇城八代
二次細分区域
　宇土市、宇城市、八代市＿＿＿＿＿＿＿＿、美里町、氷川町

188 01　本編 2 2 3 2 1 213 修正

(2)　キキクル

土砂キキクル
大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごとに
５段階に色分けして示す情報。
最大６時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の組み合わせの予測を用いて常時10分
ごとに更新しており、土砂災害の警報等が発表されたときに、危険度が高まっている
場所を面的に確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされ
る警戒レベル５に相当。
・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相
当。
・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの
避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

浸水キキクル
短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ご
とに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時
10分ごとに更新しており、大雨の警報等が発表されたときに、危険度が高まっている
場所を面的に確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされ
る警戒レベル５に相当。
・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相
当。
・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの
避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

(2)　気象情報
ア 災害に結びつくような顕著な現象の発現が予想されるが特別警報、＿＿＿＿＿警
報、注意報等を未だ行うに至らない場合などに予告的に発表する予告的情報。
イ 顕著な現象が切迫しているかあるいは発現して、特別警報、＿＿＿＿＿警報や注
意報などを行っている場合などに、特別警報・＿＿＿＿＿警報・注意報を補完するた
めの補完的情報。
ウ 大雨警報を発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現し、かつ
数年に一度しか起こらないような短時間の猛烈な雨、熊本県では1時間110mm以上を観
測若しくは解析した場合に、さらに強く警戒を呼びかける「熊本県＿＿＿＿＿＿＿記
録的短時間大雨＿情報」がある。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

189 01　本編 2 2 3 2 1 213

洪水キキクル
指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪
水災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmごとに５段階に
色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更
新しており、大雨の警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に
確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされ
る警戒レベル５に相当。
・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相
当。
・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの
避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

流域雨量指数の予測値	
各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川において
は、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測
を、警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。流域
内における雨量分布の実況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）
を用いて常時10分ごとに更新している。

（参考）大雨キキクル
浸水キキクルと洪水キキクルのメッシュを重ね合わせ、危険度の高い色を優先的に表
示したもの。

【新規】

190 01　本編 2 2 3 2 1 213

(4)早期注意情報（警報級の可能性）
５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から明後日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（天
草・芦北地方など）で、３日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象
地域と同じ発表単位（熊本県など）で発表される。大雨、土砂災害、高潮に関して、
[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示
す警戒レベル１である。

【新規】

191 01　本編 2 2 3 2 1 213

(5)時系列情報（明日までの警報等の見通し）
特別警報・危険警報・警報・注意報に先立って、市町村単位で、警報級の現象の発

生が想定される時間帯（土砂災害の警報・危険警報、高潮の注意報・警報・危険警報
については情報の発表が想定される時間帯）の見通しを「災害切迫」（黒）、「危
険」（紫）、「警戒」（赤）、「注意」（黄）の色で表示する。翌日までの3時間ご
との気象状況の見通しが１日４回発表される。

なお、警報等の見通しが大きく変わった場合には、必要に応じて定時の発表を待た
ず臨時で発表される。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

192 01　本編 2 2 3 2 1 213

(6)熊本県気象防災速報
気象情報のうち、警戒レベル相当情報やそれ以外の警報等を補足する情報として、

線状降水帯など顕著現象が発生または発生しつつある場合に「気象防災速報」を発表
する。熊本県気象防災速報で伝える情報は以下である。
ア．気象防災速報（記録的短時間大雨）
レベル３大雨警報等を発表中かつ大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている
中で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測(地上
の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせて分析)さ
れた場合に、気象庁から「熊本県気象防災速報（記録的短時間大雨）」という表題の
情報が発表される。熊本県の雨量による発表基準は、１時間１１０ミリ以上の降水が
観測又は解析されたときである。」
イ．気象防災速報（線状降水帯発生）

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常に
激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを
使って解説する「熊本県気象防災速報（線状降水帯発生）」
という表題の情報が発表される。
※ 上記ア、イに該当する情報が発表されたときは、土砂災害及び低い土地の浸水や
中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような大雨が降っている状況であ
り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。

【新規】

193 01　本編 2 2 3 2 1 213

ウ．気象防災速報（線状降水帯直前予測）
　　線状降水帯発生の可能性が高まった場合には、線状降
水帯発生の２～３時間前を目安に、予測情報として「熊本
県気象防災速報（線状降水帯直前予測）」という表題の情
報が発表される。
エ．気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意が呼び
かけられる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているとき
に、天気予報の対象地域と同じ発表単位（熊本県熊本地方など）で気象防災速報（竜
巻注意）として気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜
巻ナウキャストで確認することができる。
また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺
で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情
報が天気予報の対象地域と同じ発表単位で気象防災速報（竜巻目撃）として発表され
る。
これらの情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。

【新規】

194 01　本編 2 2 3 2 1 214

(7)全般気象解説情報、九州北部地方気象解説情報、熊本県気象解説情報
気象の予報等について、警報等に先立って注意・警戒を呼びかけられる場合や、警

報等が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場合等に発表され
る。表題は、「気象解説情報（大雨・落雷・突風）」のように、（ ）内に注目され
る現象のキーワードが付記される。
気象解説情報のうち、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想され
た場合に、大雨に対する心構えを一段高めていただくことを目的として、半日程度前
から「気象解説情報（線状降水帯半日前予測）」という表題で発表される。台風に関
する情報については「気象解説情報（台風第○号）」という表題で発表される。
また、大雨や土砂災害の警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫っている場合に
一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述
せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象解説情報が発表される場合がある。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

195 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

(8)菊池川水系、白川、緑川水系、球磨川洪水予報（氾濫特別警報・危険警報・警
報・注意報）の発表基準

〇河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるよう
に、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表する
警報及び注意報である。菊池川水系については、菊池川河川事務所と熊本地方気象
台、白川、緑川水系については熊本河川国道事務所と熊本地方気象台、球磨川につい
ては八代河川国道事務所と熊本地方気象台が共同で発表する。警戒レベル２及び３～
５に相当する。
また、令和２年３月にとりまとめられた河川・気象情報の改善に関する検証報告書に
基づき、国土交通省と共同で指定河川洪水予報を実施する河川、及び、都道府県と共
同で指定河川洪水予報を実施する一部河川においては、大雨特別警報の警報等への切
替時に、それ以降に河川氾濫の危険性が高くなると予測した場合には、臨時の指定河
川洪水予報を発表する。

(4) 指定河川（白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系）洪水予報の発表基準
白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系の洪水に関して、国土交通省熊本河川国道事務
所・八代河川国道事務所・菊池川河川事務所と熊本地方気象台が共同して行う
白川、緑川水系、球磨川、菊池川水系における洪水予報の種類は次のとおりである

196 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

（種類）
レベル２氾濫注意報＿＿＿＿＿＿＿＿
（警戒レベル２［河川氾濫］）
（発表基準）
〇氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以上で
かつ避難判断水位未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に到達したが水位の
上昇が見込まれないときに発表する。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、
避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

（種類）
＿＿＿＿氾濫注意情報（洪水注意報）
【追加】
（発表基準）
基準地点の水位が氾濫注意水位＿＿＿＿＿＿に＿達し、＿＿水位が更に上昇すること
が予想されるときに発表する

197 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

（種類）
レベル３氾濫警報＿＿＿＿＿＿＿＿
（警戒レベル３相当情報［河川氾濫］）
（発表基準）
〇氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位に到達し、さらに水位の
上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難
判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状況が継続しているとき
（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発表する。高齢者等避難の発令の
判断の参考とする。高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル３に相当。

（種類）
＿＿＿＿氾濫警戒情報（洪水警報）
【追加】
（発表基準）
基準地点の水位が避難判断水位に到達し、水位が更に上昇するとき又は氾濫危険水位
に到達することが予想されるときに発表する。

198 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

（種類）
レベル４氾濫危険警報＿＿＿＿＿＿
（警戒レベル４相当情報［河川氾濫］）
（発表基準）
〇氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状況が継続しているとき、ま
たは急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込ま
れるときに発表する。いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生へ
の対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な場所から避
難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。

（種類）
＿＿＿＿氾濫危険情報（洪水警報）
【追加】
（発表基準）
基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は急激な水位上昇により、まもな
く危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれ、氾濫のおそれがあるとき発表す
る。

199 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

（種類）
レベル５氾濫特別警報＿＿＿＿＿＿＿＿
（警戒レベル５相当情報［河川氾濫］）
（発表基準）
〇氾濫が発生又は切迫したとき、氾濫が継続しているときに発表する。新たに氾濫が
及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生している状
況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒レベル５に
相当。

（種類）
＿＿＿＿氾濫発生情報（洪水警報）
【追加】
（発表基準）
洪水予報の実施区間内で氾濫が発生したときに発表する。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

200 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

(7)　レベル４土砂災害危険警報
〇市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象とな
る市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報で、熊本県と熊本地方気象台が共同で
発表する。令和８年５月から、気象業務法第13条第１項に基づく土砂災害に関する警
報と一体として、「レベル４土砂災害危険警報」の名称を用いて通知する。

(7) ＿＿＿＿土砂災害警戒情報
＿＿＿＿土砂災害警戒情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から、気象業

務法、災害対策基本法及び土砂災害防止法に基づき、大雨警報発表中で更に大雨によ
る土砂災害発生の危険度が高まった市町村に対して、市町村長が防災活動や住民等へ
の避難指示等の災害応急対応を適時適切に行えるよう支援すること、また、住民の自
主避難の判断等に利用できることを目的として、熊本県と熊本地方気象台が共同して
発表するものである。

201 01　本編 2 2 3 2 1 214 修正

【削除】 (8) 土砂災害危険度情報
土砂災害危険度情報とは、土砂災害警戒情報を補足する情報として、１km メッシュ

に細分化した地域単位で土砂災害発生の危険度情報を熊本県統合型防災情報システム
を通じ提供するものである。

202 01　本編 2 2 3 2 2 215 修正

(1)　特別警報、危険警報、警報及び注意報の伝達系統
特別警報、危険警報、警報及び注意報の伝達系統は次のとおりである。ただし、注

意報については、関係機関が注意報の種類若しくは時期により伝達を必要としないと
認めるものについてはこの限りでない。

(1)　特別警報、危険警報、警報及び注意報の伝達系統
特別警報、＿＿＿＿＿警報及び注意報の伝達系統は次のとおりである。ただし、注

意報については、関係機関が注意報の種類若しくは時期により伝達を必要としないと
認めるものについてはこの限りでない。

203 01　本編 2 2 3 2 2 216 修正

(3) レベル４土砂災害危険警報の伝達系統
レベル４土砂災害危険警報は、迅速かつ的確に伝達し、住民に周知するものとす

る。なお、レベル４土砂災害危険警報は、次の伝達系統により実施する。

(3) ＿＿＿＿土砂災害警戒情報の伝達系統
＿＿＿＿土砂災害警戒情報は、土砂災害による人的被害防止の観点から、大雨警報

発表中で更に大雨による土砂災害発生の危険度が高まった市町村に対して、市町村長
が防災活動や住民等への避難指示等の災害応急対応を適時適切に行えるよう支援する
こと、また、住民の自主避難の判断等に利用できることを目的として、熊本県と熊本
地方気象台が共同して発表するものである。気象庁ホームページ「土砂キキクル（大
雨警報（土砂災害の危険度分布））」及び熊本県ホームページ「防災情報くまもと」
でも提供される。

204 01　本編 2 2 3 2 2 217 修正

レベル４土砂災害危険警報の伝達系統図 ＿＿＿＿土砂災害警戒情報の伝達系統図
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

205 01　本編 2 2 3 3 1 218 修正

（１）伝達方法など
ア　伝達方法
①熊本市災害情報メール

(1) 伝達方法など
ア 伝達方法
① 熊本市（水防本部、災害警戒本部又は災害対策本部）からメール又はＦＡＸ（国管
理河川）

206 01　本編 2 2 3 3 2 218 修正

　水防法第15 条の規定により浸水想定区域内の施設の名称及び所在地を次に示す。
ア 地下街等
　水防法第 15 条の規定により、次の施設については洪水予報等を伝達する。

また、これらの施設には、洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保するための「避難
確保計画」及び洪水時等の浸水の防止を図るための「浸水防止計画」の策定が義務付
けられた。
　なお、施設の選定基準は次のとおり。
①延べ面積が千平方メートル以上の地下街
②地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防災対象物
【略】

　水防法第15 条に規定により浸水想定区域内の施設の名称及び所在地を次に示す。
ア 地下街等
　水防法第 15 条の規定により、次の施設については洪水予報等を伝達する。

また、これらの施設には、洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保するための「避難
確保計画」及び洪水時等の浸水の防止を図るための「浸水防止計画」の策定が義務付
けられた。
【追加】

【略】

207 01　本編 2 2 3 4 220 修正

熊本市内における、洪水浸水想定区域、雨水出水想定区域又は高潮浸水想定区域内の
施設に関し、次に掲げる伝達方法等に基づき、洪水予報等の伝達を行う。当該区域内
の施設管理者は、情報を得たら早めの避難を行うもの。

熊本市内における、洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域内の施設に関し、次に掲
げる伝達方法等に基づき、洪水予報等の伝達を行う。当該区域内の施設管理者は、情
報を得たら早めの避難を行うもの。

208 01　本編 2 2 3 4 220 修正

（１）伝達方法など
ア　伝達方法
①熊本市災害情報メール

(1) 伝達方法など
ア 伝達方法
① 熊本市（水防本部、災害警戒本部又は災害対策本部）からメール又はＦＡＸ（国管
理河川）

209 01　本編 2 2 3 5 220 新規

５津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対する津波災害に関する情報の伝達

熊本市内における津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対して、津波災害警戒
情報等の津波災害に関する情報の伝達方法等を次に示す。
(1) 伝達方法など
ア 伝達方法
熊本市災害情報メール
イ 伝達時期
津波災害警戒情報を熊本市（水防本部、災害警戒本部又は災害対策本部）が受信した
とき
(2) 避難計画の策定
ア 要配慮者利用施設の施設管理者は、本計画に定める津波災害に関する情報、予報
及び警報、避難指示等の情報の伝達方法を活用し、施設利用者が安全な避難
行動をとるために必要な訓練や避難計画を策定しなければならない。
イ 市は津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設等の管理者、施設の防災責任者等に
対して、計画策定を周知する。

【新規】

210 01　本編 2 2 5 1 2 228 修正

(1)　避難指示等発令時の状況と住民に求める行動
■避難指示等の発令時の状況と住民に求める行動
発令される状況及び居住者等がとるべき行動

(1)　避難指示等発令時の状況と住民に求める行動
■避難指示等の発令時の状況と住民に求める行動
発令される状況及び居住者＿がとるべき行動

211 01　本編 2 2 5 1 2 228 修正

(1)　避難指示等発令時の状況と住民に求める行動
■避難指示等の発令時の状況と住民に求める行動
【警戒レベル５】
　緊急安全確保
（熊本市長が発令）

(1)　避難指示等発令時の状況と住民に求める行動
■避難指示等の発令時の状況と住民に求める行動
【警戒レベル５】
　緊急安全確保
（熊本市＿が発令）
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

212 01　本編 2 2 5 1 2 228 修正

●発令される状況：災害発生又は切迫
（必ず発令される情報ではない）
●居住者等がとるべき行動：命の危険　直ちに安全確保！
【略】

●発令される状況：災害発生又は切迫
（必ず発令される情報ではない）
●居住者＿がとるべき行動：命の危険　直ちに安全確保！
【略】

213 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

【警戒レベル４】
　　避難指示
（熊本市長が発令）

【警戒レベル４】
　　避難指示
（熊本市＿が発令）

214 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

【警戒レベル３】
　高齢者等避難
（熊本市長が発令）

【警戒レベル３】
　高齢者等避難
（熊本市＿が発令）

215 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

●発令される状況：災害のおそれあり
●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等※は危険な場所から＿＿避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。
【略】

●発令される状況：災害のおそれあり
●居住者＿がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難・高齢者等※は危険な場
所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。
【略】

216 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

【警戒レベル２】
レベル２大雨・土砂災害・氾濫・高潮注意報
（気象庁、気象庁と国土交通省が共同発表）

【警戒レベル２】
＿＿＿＿大雨・洪水＿＿＿＿＿・高潮注意報
（気象庁＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が＿＿発表）

217 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

●発表される状況：気象状況悪化
●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認
・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経
路、避難のタイミング等を再確認するとともに、【略】

●発表される状況：気象状況悪化
●居住者＿がとるべき行動：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、＿＿＿＿避難場所や避難経
路、避難のタイミング等を再確認するとともに、【略】

218 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ
●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ
●居住者＿がとるべき行動：災害への心構えを高める

219 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

(2) 水害に関する発令基準
(ｱ) 洪水予報の対象となる基準水位観測所及び設定水位
 観測所名＿＿＿＿　　　地先名＿＿＿＿＿＿

(2) 水害に関する発令基準
(ｱ) 洪水予報基準水位
 洪水予報基準地点　　　量水標設置場所

220 01　本編 2 2 5 1 2 229 修正

(2) 水害に関する発令基準
(ｲ) 水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所及び設定水位

(2) 水害に関する発令基準
(ｲ) 水防警報基準水位

221 01　本編 2 2 5 1 2 230 修正

(2)ウ　洪水予報・水防警報基準水位
【追加】

氾濫発生水位

(2)ウ　洪水予報・水防警報基準水位
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

222 01　本編 2 2 5 1 2 231 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル５】緊急安全確保
＜確認情報＞
１堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりに
よる氾濫が切迫・発生している場合
※発令基準１に該当する情報は、河川管理者による氾濫等の通報対象であり、レベル
５氾濫発生情報やレベル５氾濫特別警報（警戒レベル５相当情報[洪水]）の発表基準
となっている。躊躇なく警戒レベル５緊急安全確保を発令すること。
＜計測情報＞
２水位観測所の水位が、氾濫発生水位（レベル５水位）に到達した場合（計算上、個
別に定める危険箇所における水位が堤防天端高（又は背後地盤高）に到達している蓋
然性が高い場合）
３水位観測所の水位が、氾濫発生水位（レベル５水位）よりも低い水位であるもの
の、次に示す状況により氾濫が切迫・発生していると思われる場合
①樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
②排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
③ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始の通知があった等、ダム操作に伴い下
流の河川区域において急激な水位上昇のおそれがある状況
＜推定・予測情報＞
４国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫している可能性
（黒）」になった場合

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル５】緊急安全確保
（災害が切迫）
●国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）
　で「氾濫している可能性（黒）」になった場合
●堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高
まった場合
●樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を停止せざるを
えない場合（災害発生を確認）
●堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（指定河川洪水予報の氾濫発生情報、水防
活動に従事する者からの報告等により把握できた場合）

01　本編 2 2 5 1 2 231 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水位周知河川
【警戒レベル５】緊急安全確保
＜確認情報＞
１堤防の決壊や越水・溢水、堤防における異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりに
よる氾濫が切迫・発生している場合

＜計測情報＞
２川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）を超え、次に示す状況に
より氾濫が切迫・発生していると思われる場合
①樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
②排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
③ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始の通知があった等、ダム操作に伴い下
流の河川区域において急激な水位上昇のおそれがある状況
＜推定・予測情報＞
３川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）を
超えた状態で、 上流の水位観測所の水位の状況から、氾濫のおそれがある場合
４川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）を
超えた状態で、川の洪水キキクルで「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報[洪
水]）が出現した場合
５レベル５大雨特別警報が発表され、洪水キキクルで「災害切迫（黒）」が出現した
場合（※レベル５大雨特別警報は市町村単位を基本として発表されるため、警戒レベ
ル５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込むこと）

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水防警報河川
【警戒レベル５】緊急安全確保
（災害が切迫）
●堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高
まった場合
●樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を停止せざるを
えない場合
●川の洪水警報の危険度分布（キキクル）で「災害切迫（黒）」が出現した場合
（災害発生を確認）
●堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（指定河川洪水予報の氾濫発生情報、水防
活動に従事する者からの報告等により把握できた場合）

223

43



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

224 01　本編 2 2 5 1 2 231 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル４】避難指示
＜確認情報・計測情報＞
１指定河川洪水予報により、川の水位観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４水位）
に到達した、あるいは、水位予測に基づき急激な水位上昇により、まもなく氾濫危険
水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれると発表された場合
２川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）よりも低い水位であるも
のの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに時間的猶予
がない場合はレベル５として発表）
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
③排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
④ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始の通知があった等、ダム操作に伴い下
流の河川区域において急激な水位上昇のおそれがある状況
＜推定・予測情報＞
３国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫危険水位の超　過に
相当（紫）」になった場合
４警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような 強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
５警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避難中に
暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
※夜間から明け方であっても、発令基準１～４に該当する場合は、躊躇なく警戒レベ
ル４避難指示を発令する。

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル４】避難指示
●指定河川洪水予報により、川の水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したと発表
された場合又は急激な水位上昇により、まもなく危険水位を超え、さらに水位の上昇
が見込まれると発表された場合
●国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫危険水位の超過に相
当（紫）」になった場合
●堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
●ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった場合
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような 強い降雨を伴う前線や台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

225 01　本編 2 2 5 1 2 231 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水位周知河川
【警戒レベル４】避難指示
＜確認情報・計測情報＞
１川の水位観測所の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）に到
達した場合
２川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）よ
りも低い水位であるものの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合
（氾濫までに時間的猶予がない場合はレベル５として発表）
①堤防に漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
③排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
④ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった等、ダム操作に伴
い下流の河川区域において急激な水位上昇のおそれがある状況
＜推定・予測情報＞
３川の水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）を越えた状態で、上流の
水位観測所の水位の状況から、急激な水位上昇のおそれがある場合
４川の水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）を越えた状態で、次の
①、②のいずれか又は両方の理由により、急激な水位上昇のおそれがある場合
①レベル４大雨危険警報が発表され、洪水キキクルで「危険（紫）」（警戒レベル４
相当情報[洪水]）が出現した場合（※レベル４大雨危険警報は市町村単位を基本とし
て発表されるため、警戒レベル４避難指示の発令対象区域は適切に絞り込むこと）
②上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
５警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気象庁ホームページの時系
列情報において、夜間から明け方に大雨の「危険」（警戒レベル４相当以上の基準の
超過）が予想されている場合など）（夕刻時点で発令）
６警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（気象庁ホーム
ページの時系列情報において、暴風の「警戒」（警報の基準の超過）が予測されてお
り、かつ、大雨の「危険」（警戒レベル４相当以上の基準の超過）が予想されている
場合）（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに
発令）
※夜間から明け方であっても、発令基準１～４に該当する場合は、躊躇なく警戒レベ
ル４避難指示を発令すること。

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水防警報河川
【警戒レベル４】避難指示
●川の水位観測所の水位が氾濫危険水位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に到
達した場合
●川の水位が一定の水位を超えた状態で、急激な水位上昇のおそれがある場合
●川の洪水警報の危険度分布（キキクル）で「危険（紫）」が出現した場合（流域雨
量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
●堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
●ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった場合
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

226 01　本編 2 2 5 1 2 232 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル３】高齢者等避難
＜確認情報・計測情報＞
１指定河川洪水予報により、川の水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３水位）
に到達し、かつ、水位予測において引き続きの水位が上昇する予測が発表されている
場合
２川の水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）よりも低い水位であるも
のの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに時間的猶予
がない場合はレベル４、５として発表）
①堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
③排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
＜推定・予測情報＞
３指定河川洪水予報により、川の水位観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４水位）
に到達する予測が発表されている場合
４国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「避難判断水位の超過に相
当（赤）」になった場合
５警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気象庁ホームページの
時系列情報において、夜間から明け方に大雨の「警戒」以上（警戒レベル３相当以上
の基準の超過）が予想されている場合など）（夕刻時点で発令）

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
洪水予報河川
【警戒レベル３】高齢者等避難
●指定河川洪水予報により、川の水位観測所の水位が避難判断水位＿＿＿＿＿＿＿＿
に到達し、かつ、水位予測において引続きの水位が上昇する予測が発表されて
　いる場合
●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿川の水位観測所の水位が氾濫危険水位＿＿＿＿＿＿＿＿
に到達する予測が発表されている場合
●国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「避難判断水位の超過に相
当（赤）」になった場合
●堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
●警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

227 1 2 231 修正

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水位周知河川
【警戒レベル３】高齢者等避難
確認情報・計測情報＞
１川の水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３水位）に到達した場合
２川の水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）よりも低い水位であるも
のの、次に示す状況により氾濫のおそれが高まっている場合（氾濫までに時間的猶予
がない場合はレベル４、５として発表）
①堤防に軽微な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりが発生
②樋門・水門等の施設の機能支障がある状況
③排水機場の運転が停止した又は停止が予定されている状況（発令対象区域は運転停
止の影響を受ける支川のものとなることに留意する）
＜推定・予測情報＞
３川の水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態で、上流の
水位観測所の水位の状況から、急激な水位上昇のおそれがある場合
４川の水位観測所の水位が、氾濫注意水位（レベル２水位）を超えた状態で、次の
①、②のいずれか又は両方の理由により、急激な水位上昇のおそれがある場合
①レベル３大雨警報が発表され、川の洪水キキクルで「警戒（赤）」（警戒レベル３
相当情報［洪水］）が出現した場合（※レベル３大雨警報は市町村単位を基本として
発表されるため、警戒レベル３高齢者等避難の発令対象区域は適切に絞り込むこと）
②上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
５警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気象庁ホームページの
時系列情報において、夜間から明け方に大雨の「警戒」以上（警戒レベル３相当以上
の基準の超過）が予想されている場合など）（夕刻時点で発令）

(2) 水害に関する発令基準
エ　発令基準
水防警報河川
【警戒レベル３】高齢者等避難
●川の水位観測所の水位が避難判断水位到達した場合
●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿川の洪水警報の危険度分布（キキクル）で「警戒
（赤）」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が出現した場合（流域雨量指数の予
　測値が洪水警報基準に到達する場合）
●上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合
●堤防に 軽微な漏水・侵食等が発見された場合
●警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

01　本編 2 2 5

46



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

228 01　本編 2 2 5 1 2 233 修正

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル５】緊急安全確保
（災害が切迫＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
１レベル５土砂災害特別警報（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が本市に発表され
た場合（※レベル５土砂災害特別警報は市町村単位を基本として発表さ
れるが、警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込むこと）
２土砂災害の危険度分布（キキクル）で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報
［土砂災害］）となった場合（災害発生を確認）
３土砂災害の発生が確認された場合

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル５】緊急安全確保
（災害が発生直前又は既に発生しているおそれ）
●大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報
　[土砂災害]）が本市に発表された場合＿＿＿＿＿＿
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●土砂災害の危険度分布（キキクル）で「災害切迫　（黒）」（警戒レベル５相当情
報［土砂災害］）となった場合」
　（災害発生を確認）
●土砂災害の発生が確認された場合

229 01　本編 2 2 5 1 2 233 修正

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル４】避難指示
１レベル４土砂災害危険警報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が本市に発表され
た場合（※レベル４土砂災害危険警報は市町村単位を基本として発表さ
れるが、警戒レベル４避難指示の発令対象区域は適
切に絞り込むこと）
２土砂災害の危険度分布＿＿＿＿＿＿で＿＿＿＿＿＿＿警戒レベル４相当＿＿＿＿＿
＿＿＿となった場合
３警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気象庁ホームページの時系
列情報において、夜間から明け方に土砂災害の「危険」以上（警戒レベル４相当以上
の発表）が予想されている場合など）（夕刻時点で発令）
４警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（気象庁
ホームページの時系列情報において、暴風の「警戒」（警報の基準の超過）が予想さ
れており、かつ、土砂災害の「危険」以上（警戒レベル４相当以上の発表）
が予想されている場合）（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報
の発表後速やかに発令）
５土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発
見された場合
※夜間から明け方であっても、発令基準１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警
戒レベル４避難指示を発令する。

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル４】避難指示
●土砂災害警戒情報＿＿＿＿（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が本市に発表され
た場合＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●土砂災害の危険度分布（キキクル）で「危険（紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂
災害]）となった場合
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（夕刻
時点で発令）
●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き
避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（夕刻時点
　で発令）

●土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発
見された場合【追加】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

230 01　本編 2 2 5 1 2 234 修正

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル３】高齢者等避難
１レベル３土砂災害警報（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）が発表された場合（※
レベル３土砂災害警報は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル
３高齢者等避難の発令対象区域は適切に絞り込むこと）
※レベル４避難指示の１時間程度前に、レベル３高齢者等避難を発令することを目標
とした発令基準の設定であるが、高齢者等の避難行動の完了までにより多くの猶予時
間が必要な場合には、気象庁ホームページの時系列情報の中で土砂災害の 「警戒」
以上（警戒レベル３相当以上の発表）が予想されていれば警戒レベル
３高齢者等避難の発令を検討する。
２土砂災害の危険度分布が警戒レベル３相当となった場合
３警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（気象庁ホーム
ページの「時系列情報」において、夜間から明け方に土砂災害の「警戒」以上（警戒
レベル３相当以上の発表）が予想＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿されている場合など）（夕
刻時点で発令）

(3) 土砂災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル３】高齢者等避難
●大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂
　災害]）が発表され、かつ、土砂災害の危険度分布が
　「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）
　となった場合

【追加】

【追加】

●警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発
表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３
相当情報[土砂災害]）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など）（夕
刻時点で発令）

231 01　本編 2 2 5 1 2 234 修正

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル５】緊急安全確保
【削除】
【削除】
＜確認情報＞
１堤防の決壊、越水・溢水、背後地の浸水、水門・陸閘
　等の施設の機能支障に起因する氾濫が切迫・発生して
　いる場合
＜計測情報＞
２潮位が基準高に到達した場合
＜推定・予測情報＞
３直近の高潮予測により、潮位が基準高に既に到達して
　いると思われる場合

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル５】緊急安全確保
（災害発生を確認）
●海岸堤防等が倒壊した場合
【追加】

232 01　本編 2 2 5 1 2 234 修正

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル４】避難指示
＜推定・予想情報＞
１高潮予測により、潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況となる高
さに到着するのが約６時間後と予測されている場合
２高潮予測により、潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況となる高
さに到達するのが６時間以上先と予測されているものの、水門・陸閘等の施設の機能
支障があるため、氾濫のおそれが高まっていると思われる場合（氾濫までに猶予がな
い場合はレベル５として発表）
３警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間か
ら明け方に接近・通過することが予想される場合（時系列情報でレベル４高潮危険警
報が夜間から明け方での発表が予想されている　場合など）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿（夕刻時点で発令）

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル４】避難指示

●高潮警報（警戒レベル４相当情報）又は高潮特別警報
　（警戒レベル４相当情報）が発表された場合
【追加】

●警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う　台風が、夜間か
ら明け方に接近・通過することが予想される場合（高潮注意報が発表され、当
該注意報において、夜間～翌日早朝までに警報に切り替える可能性が高い旨に言及さ
れる場合など）（夕刻時点で発令）
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

233 01　本編 2 2 5 1 2 234 修正

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル３】高齢者等避難
＜推定・予想情報＞
１高潮予測により、潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況となる高
さに到達するのが約12時間後と予測されている場合
２高潮予測により、潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況となる高
さに到達するのが12時間以上先と予測されているものの、堤防・水門・陸閘等の施設
の機能支障があるため、氾濫のおそれが高まっていると思われる場合（氾濫までに猶
予がない場合はレベル５として発表）
３レベル２高潮注意報が発表されている状況において、台風情報で、台風の暴風域が
市町村にかかると予想されている、又は台風が市町村に接近することが見込まれる場
合
４警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜
間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
【削除】

(4) 高潮災害における発令基準
ウ　発令基準
【警戒レベル３】高齢者等避難

●高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言及された場合（数
時間先に高潮警報が発表される状況の時に発表）
【追加】

●＿＿＿＿高潮注意報が発表されている状況において、台風情報で、台風の暴風域が
市町村にかかると予想されている、又は台風が市町村に接近することが見込ま
れる場合
●警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風＿が、夜
間から明け方に接近・通過することが予想される場＿（夕刻時点で発令）
●「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸 24 時間前に、特別警報発表の可能性があ
る旨、府県気象情報や気象庁の記者会見等により周知された場合

234 01　本編 2 2 5 1 4 236 修正

【避難情報の伝達文（例）】
■土砂災害の場合
【警戒レベル５】緊急安全確保
■緊急放送、緊急放送、緊急安全確保発令
■こちらは 熊本市です。
■○○市にレベル５土砂災害特別警報（土砂災害）が発表され、○○地区では土砂災
害が既に発生している可能性が極めて高い状況 であるため、○○地区の土砂
災害警戒区域に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。
【略】

【避難情報の伝達文（例）】
■土砂災害の場合
【警戒レベル５】緊急安全確保
■緊急放送、緊急放送、緊急安全確保発令
■こちらは 熊本市です。
■○○市に＿＿＿＿大雨＿＿特別警報（土砂災害）が発表され、○○地区では土砂災
害が既に発生している可能性が極めて高い状況 であるため、○○地区の土砂
災害警戒区域に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」発令しました。
【略】

235 01　本編 2 2 6 1 1 238 修正

(1)　情報収集事項
風水害に関する情報
○特別警報・危険警報・警報・注意報＿＿＿＿＿＿＿＿＿等の発表状況

(1)　情報収集事項
風水害に関する情報
○＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿警報・注意報、土砂災害警戒情報等の発表状況

236 01　本編 2 2 6 1 2 239 修正

(1)　各対策部及び住民からの情報収集
防災気象情報等
○地震・津波の情報、特別警報・危険警報・警報・注意報＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等

(1)　各対策部及び住民からの情報収集
防災気象情報等
○地震・津波の情報、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿警報・注意報、土砂災害危険度情報等

237 01　本編 2 2 6 1 3 240 修正

県、市及び防災関係機関は、災害が発生した場合には、緊密に連携協力して、被害
に関する状況及び応急対策の活動状況について情報交換を行うものとする。

総合調整室及び各対策部は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方公共団体、関係
公共機関、登録被災者援護協力団体等に対し、資料・情報の提供等の協力を求めるも
のとする。収集する主な情報は次のとおり。

総合調整室及び各対策部は、状況に応じて、防災関係機関から次の情報を収集する
ものとする。

238 01　本編 2 2 6 1 3 240 修正

総合調整室
地震・津波の情報、特別警報・危険警報・警報・注意
報＿＿＿＿＿＿＿＿＿等

総合調整室
地震・津波の情報、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿警報・注意
報、土砂災害警戒情報等
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

239 01　本編 2 2 6 1 7 242 修正

被害情報及び防災関係機関が実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を
実施する上で不可欠であることから、被害の程度に応じ、市、国、県及び防災関係機
関等は、情報の収集・連絡を迅速に行う。この場合、市、県は県防災情報共有システ
ム（県防災情報ネットワークシステムや県統合型防災情報システム、防災情報提供シ
ステムを含む）を活用して、各種防災情報の効率的な収集及び情報に基づく意思決定
の迅速化、防災関係機関相互の情報の共有化を図るとともに、各機関が横断的に共有
すべき防災情報を、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよう
努めるものとする。

市は県と連携し、災害時に災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）に基づいた関係機関と
の迅速な情報連携を行えるよう努めるものとする。

被害情報及び防災関係機関が実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を
実施する上で不可欠であることから、被害の程度に応じ、市、国、県及び防災関係機
関等は、情報の収集・連絡を迅速に行う。この場合、市、県は県防災情報共有システ
ムや県統合型防災情報システム、防災情報提供システム＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿_を活用して、各種防災情報の効率的な収集及び情報に基づく意思決
定の迅速化、防災関係機関相互の情報の共有化を図る＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿ものとする。
　【追加】

240 01　本編 2 2 6 1 7 242 修正

さらに、市は避難指示等を発令した場合には、災害情報共有システム（L アラー
ト）への情報配信を行い、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じて住民への迅速な伝達
を図るものとする。

なお、平時から市は、各種防災情報端末操作や利活用方法の習熟を図るとともに、
被害情報把握の遅れがないようデジタルツールの習熟や消防団・自主防災組織等との
連携強化を図るものとする。

さらに、市は避難指示等を発令した場合には、災害情報共有システム（L アラー
ト）への情報配信を行い、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じて住民への迅速な伝達
を図るものとする。
　【追加】

241 01　本編 2 2 6 3 2 244 修正

【略】
○防災行政無線等による広報
○広報車による広報
○消防団による広報
○広報紙、チラシ等による広報
○報道機関への広報依頼
○熊本市災害情報メール
○市ホームページへの掲載
○指定緊急避難場所等への職員の派遣
○携帯電話メールサービス
○SNS による広報
○くまもとアプリによる広報
○緊急速報メール
○緊急告知ラジオ
【略】

【略】
○防災行政無線等による広報
○広報車による広報
○消防団による広報
○広報紙、チラシ等による広報
○報道機関への広報依頼
○熊本市災害情報メール
○市ホームページへの掲載
○指定緊急避難場所等への職員の派遣
○携帯電話メールサービス
○SNS による広報
○くまもとアプリによる広報
【追加】

【略】

242 01　本編 2 2 8 4 252 新規

１　指定行政機関等に対する要請
市は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるとき

は、県に対し、指定行政機関又は関係指定地方行政機関へ応急措置の実施の要請をす
るよう求めるものとする。

市は、上段の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域における災害
の状況を指定行政機関又は指定地方行政機関に通知するものとする。この場合におい
て、当該通知を受けた指定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急
を要し、県からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たない
で、応急措置を実施することができる。
ア 派遣を要請する（斡旋を求める）理由
イ 派遣を要請する（斡旋を求める）職員の職種別人員
ウ 派遣を必要とする期間
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件
オ その他職員の派遣について必要な事項

以下、1目ずつ繰り下げる。

【新規】

243 01　本編 2 2 9 3 257 修正

災害対策に必要な労働力を市職員以外に求めるときは、通常、以下の手続きにより
熊本県県央広域本部長＿に日雇求職者の斡旋を要請する。

災害対策に必要な労働力を市職員以外に求めるときは、通常、以下の手続きにより
熊本県熊本土木事務所長に日雇求職者の斡旋を要請する。

244 01　本編 2 2 11 2 261 修正

第２項 災害救助法における障害物の除去
  災害救助法を適用した場合の障害物の除去基準は、同法及びその事務取扱要領によ
るが、その概要は次のとおりとする。

第２項 災害救助法における障害物の除去
  災害救助法を適用した場合の障害物の除去基準は、同法及びその運用方針による
が、その概要は次のとおりとする。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

245 01　本編 2 2 11 2 1 261 修正

１ 障害物除去の対象者
 (1) 当面の日常生活が営み得ない状態にあること。
 (2) 日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた障害物
   の除去に限ること。
 (3) 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの
   であること。
 (4) 住家は半壊又は床上浸水したものであること。
 【削除】

１ 障害物除去の対象者
 (1) 当面の日常生活が営み得ない状態にあること。
 (2) 日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた障害物
   の除去に限ること。
 (3) 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの
   であること。
 (4) 住家は半壊又は床上浸水したものであること。
 (5) 障害物の除去を実施することができる戸数は、半壊及び床上浸水戸数のおおむね
15％以内の戸数であること。

246 01　本編 2 2 11 2 2 261 修正

２ 除去の方法
　 市は、障害物除去の実施にあたり、関係事業者・団体等（障害物の除去業者）に
見積依頼を行う。その後、提出された見積書の内容の精査を行ったうえで発注を行
い、当該業者に委託して作業を実施する。

２ 除去の方法
　 障害物の除去は、県知事より権限を委任された場合は市にお いて労務者又は技術
職員を動員して実施する。

247 01　本編 2 2 13 2 1 266 修正

(5) 市保健医療救護調整本部（保健所）の本部長は保健所長が担い、保健医療対策班
員が活動要員となる。各区の区保健医療救護調整本部長は、各課に所属する行政医師
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿又はＤＨＥＡＴ等支援に入る他都市の医師等が担うこととし、
市保健医療救護調整本部（保健所）が各区に派遣する医療支援チームに活動内容を指
示する。市保健医療救護調整本部（保健所）は、各区の区保健医療救護調整本部を統
括し、適宜、派遣チーム数等を調整する。

(5) 市保健医療救護調整本部（保健所）の本部長は保健所長が担い、保健医療対策班
員が活動要員となる。各区の区保健医療救護調整本部長は、区役所に所属する医師
（医療政策課併任職員）又はＤＨＥＡＴ等支援に入る他都市の医師等が担うことと
し、市保健医療救護調整本部（保健所）が各区に派遣する医療支援チームに活動内容
を指示する。市保健医療救護調整本部（保健所）は、各区の区保健医療救護調整本部
を統括し、適宜、派遣チーム数等を調整する。

248 01　本編 2 2 13 2 2 266 修正

災害医療提供体制

249 01　本編 2 2 15 10 278 修正
益城西原消防署　特別救助小隊 益城西原消防署　救助小隊

250 01　本編 2 2 18 2 1 288 修正

(4) 避難所の開設・運営
【略】
(ｲ）開設の準備
【略】
　現地の避難所では、災害等による施設の損傷など安全点検を実施し、避難所として
使用できない場合は、速やかに区対策部に連絡する。また、夜間や災害の状況によ
り、開設担当職員等による避難所の安全点検自体に危険が伴う場合や、避難者の避難
所までの移動に危険が伴う場合についても、速やかに区対策部に連絡する。
【略】

(4) 避難所の開設・運営
【略】
(ｲ）開設の準備
【略】
　現地の避難所では、災害等による施設の損傷など安全点検を実施し、避難所として
使用できない場合は、速やかに区対策部に連絡する。【追加】

【略】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

251 01　本編 2 2 18 2 1 289 修正

(4)避難所の開設・運営
【略】
(ｳ)行政担当者による開設
　「避難所開設チェックリスト」及び「避難所の安全点検チェックリスト＿」により
安全確認を行う。
【略】

(4)避難所の開設・運営
【略】
(ｳ)行政担当者による開設
　「避難所開設チェックリスト」及び「避難所施設被害状況チェックリスト」により
安全確認を行う。
【略】

252 01　本編 2 2 18 2 1 290 修正

（４） 避難所の開設・運営
イ 運営・管理
（ｳ） 居住区域の割り振り

居住区域の割り振りは、要配慮者を最優先とし、可能な限り身体の安全を確保す
る。特に、高齢者・障がい者・女性や子育て家庭、こども・若者のニーズ に配慮
し、更衣室、トイレ、洗濯・物干し、授乳室、キッズスペースや学習スペース
などの専用スペースを可能な限り確保することとし、乳幼児・妊産婦のいる家族の割
り振りは、育児スペース等（大きさ、配置など）を考慮する。また、男女ニーズの違
いや女性の視点を踏まえて、プライバシーの確保などに配慮した避難場所の運営に努
める。

（４） 避難所の開設・運営
イ 運営・管理
（ｳ） 居住区域の割り振り

居住区域の割り振りは、要配慮者を最優先とし、可能な限り身体の安全を確保す
る。特に、高齢者・障がい者・女性や　　　　　　こども　　　の安心・安全に配
慮し、更衣室、トイレ、洗濯・物干し　　　　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　などの専用スペースを可
能な限り確保することとし、乳幼児・妊産婦のいる家族の割り振りは、育児スペース
等（大きさ、配置など）を考慮する。また、男女ニーズの違いや女性の視点を踏まえ
て、プライバシーの確保などに配慮した避難場所の運営に努める。

253 01　本編 2 2 18 2 1 291 修正

(4) 避難所の開設・運営
イ　運営・管理
(ｷ)　避難所の生活環境確保

避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるものとし、栄養バラン
スのとれた適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場
所、調理器具や食料を確保することに努めるとともに、快適なトイレの設置状況、し
尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずる
ものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、医師、保健師、看護師、管理栄養
士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避難者の健
康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉
的な支援の実施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(ｸ) 女性に対する暴力等の予防

避難所における女性やこども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性
用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問
わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての
注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性やこども等の安全に配慮するよう努
めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓
口情報の提供を行うよう努めるものとする。
(ｹ)　救護所の設置
　【略】
(ｺ)　避難所運営委員会による運営主体の移行
　【略】

(4) 避難所の開設・運営
イ　運営・管理
【追加】

(ｷ)　救護所の設置
　【略】
(ｸ)　避難所運営委員会による運営主体の移行
　【略】

254 01　本編 2 2 18 2 2 295 修正

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
イ 開設及び受入れ
(ｲ) 避難所の開設準備
【居住スペースの割り振りにおけるポイント】
　【略】
○空き教室や空き部屋を活用して、乳幼児・妊産婦のいる世帯向けの部屋、小さい子
供のいる世帯向けの部屋、キッズスペースや学習スペースなどのスペースを確保す
る。
○職員室、校長室、理科室など、個人情報・危険な物がある部屋は、施設管理者と事
前に協議し、使用禁止とする。
○更衣室、トイレ、洗濯・物干しなどの女性専用スペースを可能な限り確保する。

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
イ 開設及び受入れ
(ｲ) 避難所の開設準備
【居住スペースの割り振りにおけるポイント】
　【略】
○空き教室や空き部屋を活用して、乳幼児・妊産婦のいる世帯向けの部屋、小さい子
供のいる世帯向けの部屋＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿などのスペースを確保する。
○職員室、校長室、理科室など、個人情報・危険な物がある部屋は、施設管理者と事
前に協議し、使用禁止とする。
○更衣室、トイレ、洗濯・物干しなどの＿＿専用スペー
スを可能な限り確保する。
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

255 01　本編 2 2 18 2 2 295 修正

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
【略】
【全体・グラウンドのスペースの割り振り（例）】

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
【略】
【全体・グラウンドのスペースの割り振り（例）】

256 01　本編 2 2 18 2 2 296 修正

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
【略】
【体育館の居住スペースの割り振り（例）】

(4) 避難所の開設方法及び受入れ
【略】
【体育館の居住スペースの割り振り（例）】
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

257 01　本編 2 2 18 2 2 297 修正

(7) 避難所の生活環境確保
避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるものとし、栄養バラン

スのとれた適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場
所、調理器具や食料を確保することに努めるとともに、快適なトイレの設置状況、し
尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずる
ものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、医師、保健師、看護師、管理栄養
士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避難者の健
康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉
的な支援の実施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(8) 女性に対する暴力等の予防

避難所における女性やこども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性
用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問
わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての
注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性やこども等の安全に配慮するよう努
めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓
口情報の提供を行うよう努めるものとする。

以下、1目下ずつ繰り下げる。

【追加】

258 01　本編 2 2 18 299 新規

第３項　広域避難
市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定避

難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、同一県内の
他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村へ
の受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし
緊急を要すると認めるときは県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に
協議する。

【新規】

259 01　本編 2 2 18 299 新規

第４項　広域一時滞在
市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、市域外への

広域的な避難、避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合におい
て、県内他市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他県の市町村への
受入れについては県に対し当該他県との協議を求めることができる。

また、市は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被災住民に関する情報の共
有を確実に行うものとする。

【新規】

260 01　本編 2 2 23 - - 317 修正

第１項　実施機関
第２項　遺体安置所の設置
第３項　遺体の検視、身元確認
第４項　遺体の収容
第５項　遺体の引き渡し
第６項　遺体の埋葬、火葬
【削除】

第１項　実施機関
第２項　遺体の検視、身元確認
第３項　遺体の引き渡し
第４項　遺体安置所の設置
第５項　遺体の収容
第６項　遺体の埋葬　　　/
第７項　遺体の火葬

261 01　本編 2 2 23 2 317 修正

第３項
　　　　　　明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき、又は遺
体がある旨の届出を受けた場合には、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律（平成24年法律第34号）に基づき、警察等が死体取扱いを行うものとす
る。

第２項
　警察等は、明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき、又は遺
体がある旨の届出を受けた場合には、警察等が取　扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律（平成24年法律第34号）に基づき　　　　　死体取扱いを行うものとす
る。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

262 01　本編 2 2 23 4 317 修正

第２項
　大規模な災害が発生し、遺体を一時的に安置する必要が生じた場合、遺体安置所を
設置する。
　設置施設については、被害エリアや搬送経路を踏まえて、次の施設から選定する。
次の３施設への設置が困難な場合には、被害現場付近の適当場所(公共建物等)に遺体
安置所を設置する。適当な既存建物が確保できない場合は、天幕等を設置して代用す
る。

第４項
　大規模な災害が発生した場合、次の２ケ所に　　　　　遺体安置所を設置する。
　設置　　については、①熊本市総合体育館・青年会館、②熊本県立総合体育館の順
とする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿

263 01　本編 2 2 23 5 318 修正

第４項
１ 遺体が発見された場合は、直ちに警察に連絡し、警察により遺体収容所(遺体安置
所)へ搬送し、検視、身元調査等を行う。【追加】

２【削除】                                                      /
/                                                       /

    市は、死者及び行方不明者数を早期に把握し、
棺、遺体保全剤等の納棺用品を確保するものとする。

３ 収容遺体は、遺族等又は市長に対して引き渡すまでの間、 　安置する。安置　期
間は、　　　　　災害発生の日から原則として10日以内とし、速やかに引き渡しを行
う。
　なお、安置　期間を過ぎても遺族等が不明なときは仮埋葬に付す。ただし、この場
合、のちに遺族等からの申出があることを考慮し、遺体毎にその所持品、衣類等を保
存しておくものとする。

第５項
１ 遺体が発見された場合は、直ちに警察に連絡し、＿＿＿＿＿遺体収容所(遺体安置
所)において検視、検案を行い、身元が判明した場合は、直ちに家族に引き渡し、不明
者については、別に安置する。
２ 上記施設への遺体安置が困難な場合においては、対策本部は、警察と協議し、被害
現場付近の適当な場所(寺院、公共建物等)に遺体の安置所を開設し、遺体を安置する
ものとする。適当な既存建物が確保できない場合は、天幕等を設置して代用する。
なお、市は、死者及び行方不明者数を早期に把握し、棺、遺体保全剤等の納棺用品を
確保するものとする。

３ 収容遺体は引取人の出頭を待ち、又は身元判明を待つために安置する。安置の期間
は、原則として災害発生の日から　　　　　10 日以内とする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿
   なお、安置の期間を過ぎても　　　　不明のときは仮埋葬に付す。ただし、この場
合は将来遺体の取引人の出頭　　　　＿を考慮し、遺体毎にその所持品、衣類等を保
存しておくものとする。

264 01　本編 2 2 23 6 318 修正

第６項
１ 災害による死亡　　者に対して、資力の有無にかかわらず混乱期のために遺族等
が埋葬を行うことが　　　困難な場合、又は市長が引き渡しを受けた遺体について、
火葬に付し、応急的に埋葬を行うものとする。
２ 市における火葬場の名称、所在地、処理能力等は次のとおりである。

　　　/
３ 市は、次により火葬の実施体制の確保を行うものとする。
 (1) 火葬場の被災状況の把握
 (2) 死亡者数の把握
【削除】
【削除】
 (3) 作業要員の確保
 (4) 火葬用燃料の確保
 (5) 火葬場への搬送経路及び搬送手段の確保
 (6)                 骨壺の調達

４ 県は、市において火葬することが困難な死体について、熊本県広域火葬計画に基
づき、他の火葬場設置市町村等に要請を行い、火葬場を割り振ることにより、円滑に
火葬できるよう支援するものとする。また、県は　厚生労働省に対して火葬の状況を
報告し、火葬許可証発行の特例措置を要請するものとする。

第６項
１ 災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有無にかかわらず埋
葬を行うことがきわめて困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合には＿＿＿火
葬に付し、応急的に埋葬を行うものとする。
２ 市における火葬場の名称、所在地、処理能力等は次のとおりである。

第７項
１ 市は、次により火葬の実施体制の確保を行うものとする。
 (1) 火葬場の被災状況の把握
 (2) 死亡者数の把握
 (3) 火葬相談窓口の設置
 (4) 遺体安置所の確保
 (5) 作業要員の確保
 (6) 火葬場への搬送経路及び搬送手段の確保
 (7) 棺、遺体保全剤、骨壺の調達
 (8) 火葬用燃料の確保

２ 県は、市において火葬することが困難な死体について、熊本県広域火葬計画に基づ
き、他の火葬場設置市町村等に要請を行い、火葬場を割り振ることにより、円滑に火
葬できるよう支援するものとする。また、県は、厚生労働省に対して火葬の状況を報
告し、火葬許可証発行の特例措置を申請するものとする。

名称 所在地 収容体数 対象区分 電話番号

熊本市総合体育館・青年会館 中央区出水２丁目７番１号 126体 北東部 096⁻385⁻1010

熊本県立総合体育館 西区上熊本１丁目９番２８号 160体 南西部 096⁻356⁻1233

名称 所在地 収容体数 電話番号

熊本市総合体育館・青年会館 中央区出水２丁目７番１号 44体 096⁻385⁻1010

熊本県立総合体育館 西区上熊本１丁目９番２８号 95体 096⁻356⁻1233

ウェルパルくまもと 中央区大江５丁目１番１号 20体 096-364-3311

名称 所在地 焼却炉数 焼却所要時間（※） １日最大処理能力

熊本市斎場 東区戸島町796番地 15基 １時間30分 100体

名称 所在地 焼却炉数 焼却所要時間（※） １日最大処理能力

熊本市斎場 東区戸島町796番地 15基 3時間 120体

植木火葬場 北区植木町滴水626番地 2基 3時間 16体

※入替にかかる時間を含む
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

265 01　本編 2 2 24 4 2 320 修正

２ 建設の実施
　建設の基準
○１戸当たり支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、附帯設備工事費及
び建築事務費等の一切の経費として内閣府が定める額以内とする。

２ 建設の実施
　建設の基準
○１戸当たり支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、附帯設備工事費及
び建築事務費等の一切の経費として5,714,000円以内とする。

266 01　本編 2 2 24 5 3 321 修正

３ 応急仮設住宅の管理
   都市建設局は、応急仮設住宅への入居を円滑に進めるとともに、入居者の管理及
び応急仮設住宅の運営管理を行う。この際、応急仮設住宅における安心・安全の確
保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティ
の形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性やこども・若者を始め
とする生活者の意見を反映できるよう配慮する。さらに、必要に応じて、応急仮設住
宅における家庭動物の受入れに配慮する。
　県で建設した応急仮設住宅の時は、県は市の管理に協力する。

３ 応急仮設住宅の管理
　 都市建設局は、応急仮設住宅への入居を円滑に進めるとともに、入居者の管理及び
応急仮設住宅の運営管理を行う。この際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、
孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形
成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性     　　　　 を始めとす
る生活者の意見を反映できるよう配慮する。さらに、必要に応じて、応急仮設住宅に
おける家庭動物の受入れに配慮する。
　県で建設した応急仮設住宅の時は、県は市の管理に協力する。

267 01　本編 2 2 24 7 3 322 修正

３ 受付体制の構築
　 公営住宅は、被災後すぐに供給できる住宅の選定を行うと共に、住宅の一時（目
的外）提供の受付体制を構築する。
 　賃貸型応急住宅は、不動産関係団体との協定に基づき民間賃貸住宅の供給・協力
体制を整えると共に、災害救助法に基づく受付・審査体制を構築する。

３ 入居者の選定
　 公営住宅及び賃貸型応急住宅の入居者の選定は、「第５項応急仮設住宅（建設型応
急住宅）の入居者選定」を準用する。

268 01　本編 2 2 24 8 1 322 削除
【削除】 第８項 応急仮設住宅の運営管理

【略】

269 01　本編 2 2 26 1 2 324 修正

【略】
(3)収集したごみは可能な限り再生利用を進めることとし、焼却施設での焼却や埋立
＿処分を行うなど、環境保全上支障のない方法で処理を行う。
【略】

【略】
(3)収集したごみは可能な限り再生利用を進めることとし、焼却施設での焼却や埋立て
処分を行うなど、環境保全上支障のない方法で処理を行う。
【略】

270 01　本編 2 2 26 4 3 326 修正

(1) 市は、あらかじめ、災害時に発生する損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼け残り等
の災害廃棄物の仮置場用地の選定、確保に努める。

(1) 市は、あらかじめ、災害時に発生する損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼き残り等
の災害廃棄物の仮置場用地の選定、確保に努める。

271 01　本編 2 2 26 4 1 326 修正

　　災害により発生する、【略】　災害廃棄物処理実行計画を策定する。
また、平時から災害発生時を見据えた災害廃棄物の早期適正処理体制の構築や対応

力の向上を推進するとともに、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練を実施
し、必要に応じて災害廃棄物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努め
る。

　災害により発生する、【略】　災害廃棄物処理実行計画を策定する。
　【追加】

272 01　本編 2 2 26 4 2 326 修正

(2) 市は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急にとりまとめ、県へ＿＿＿報告する体
制を整備する。

(2) 市は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急にとりまとめ、関係機関に報告する体
制を整備する。

273 01　本編 2 2 26 4 5 327 修正

(2)処理方法
【略】
再資源化

(2)処理方法
【略】
リユース・リサイクル

274 01　本編 2 2 27 1 328 修正

災害発生時においては、順次災害復旧工事に着手し、再度災害防止の観点を踏まえ
た必要な箇所の改良工事を行うことが必要である。また、河川施設等の早期復旧及び
再度災害防止のための施設整備を推進する必要がある。

災害によって河川、道路その他の公共土木施設が被災した場合における応急工事
は、次により実施する。

　【追加】

災害によって河川、海岸、道路その他の公共土木施設が被災した場合における応急工
事は、次により実施する。
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【別冊1】

275 01　本編 2 2 27 6 330 修正

医療衛生施設等が被災し、応急工事を施行しなければ診療が不可能なとき、又は入
院患者に危険を及ぼすおそれがある場合は、次により応急工事を施行する。

また、被災した公共施設の医療機関は、その施設の復旧を速やかに完了するため、
必要に応じて、熊本県に当該施設が行う実地調査の早期着手に向けた支援を求めるこ
とができる。

　【追加】

　　　医療衛生施設等が被災し、応急工事を施行しなければ診療が不可能なとき、
又は入院患者に危険を及ぼすおそれがある場合は、次により応急工事を施行する。

276 01　本編 2 2 27 6 1 331 修正

（種別）
熊本市民病院、芳野診療所、熊本市立植木病院
（実施責任）
熊本市＿＿＿＿＿＿＿＿
【削除】

（種別）
保健所
（実施責任）
熊本市＿＿＿＿＿＿

（種別）
その他の公的医療施設
（医療法第31条に規定する病院又は診療所）
（実施責任）
当該施設の設置者又は管理者

（種別）
公的医療施設
（実施責任）
市又は当該施設の管理者
（医療法第31 条に規定する病院又は診療所）

（種別）
保健所
（実施責任）
市所管の保健所は市

（種別）
その他の医療施設
【追加】
（実施責任）
当該施設の設置者又は管理者

277 01　本編 2 2 27 6 2 331 修正

２ 人員＿＿＿＿の確保
応急工事を実施するために必要な人員の確保＿＿＿＿については、次により確保す

ることができる。
(1) 熊本市民病院、芳野診療所、熊本市立植木病院及び保健所
「第９節 応急公用負担と労働力の確保」に準じて確保することができる。
(2) その他の公的医療施設

応急工事を実施する場合に、当該機関のみの労務者で実施不可能なときは、当該施
設の管理者又は所有者が直接、所轄の公共職業安定所長に要請し確保することができ
る。
　労務者の要請を行うときは、次の事項を明らかにしなければならない。
【略】

２ 人員、資機材の確保
応急工事を実施するために必要な人員、資機材の調達については、次により確保す

るものとする＿。
(1) 公的医療施設＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿及び保健所
「第９節 応急公用負担と労働力の確保」に準じて確保する＿＿＿＿＿＿。
(2) その他の医療施設＿＿

応急工事を実施する場合に、当該機関のみの労務者で実施不可能なときは、当該施
設の管理者又は所有者が直接、所轄の公共職業安定所長に要請し確保するものとする
＿。
　労務者の要請を行うときは、次の事項を明らかにしなければならない。
【略】

278 01　本編 2 2 29 335 削除

第１項　水害対策
【略】
【削除】
　
第２項　風害対策
【略】
【削除】

第３項　雪害（寒害を含む）対策
【略】
第４項　のり養殖対策
【略】

第１項　水害対策
【略】
第２項　干害対策
【略】
第３項　風害対策
【略】
第４項　霜害対策
【略】
第５項　雪害（寒害を含む）対策
【略】
第６項　のり養殖対策
【略】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

279 01　本編 2 2 35 353 修正

第３５節　災害ボランティア連携
【略】
図の修正
【総務部】情報収集、関係機関・団体との連絡調整、
　　　　　県外社協による応援職員の派遣調査、
　　　　　広報、＿＿＿＿＿＿＿＿＿資金調達
【支援部】設置・運営支援、資機材・物資調整
　　　　　県内市町村社協による応援職員の派遣調整
・被害状況把握
・市町村災害ボランティアセンター設置・運営支援
・災害ボランティアに関する問い合わせ対応
【略】

第３５節　災害ボランティア活用計画
【略】
図の修正
【総務部】情報収集、関係機関・団体との連絡調整、
　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　広報、資機材・物資調達、資金調達
【支援部】設置・運営支援、資機材・物資調整
　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・被害状況把握
・＿＿＿災害ボランティアセンター設置・運営支援
・災害ボランティアに関する問い合わせ対応
【略】

280 01　本編 2 2 35 1 1 354 修正

(2) 熊本県災害ボランティアセンター
 ア　県センターの役割と機能
 （ア）【略】
 （イ）【略】
 （ウ）　　　　　　　　　　    ボランティア活動参加申請者への対応
 （エ）【略】
 （オ）【略】
 （カ）【略】
 （キ）【略】

(2) 熊本県災害ボランティアセンター
 ア　県センターの役割と機能
 （ア）【略】
 （イ）【略】
 （ウ）被災地センター設置までのボランティア活動参加申請者への対応
 （エ）【略】
 （オ）【略】
 （カ）【略】
 （キ）【略】

281 01　本編 2 2 36 4 360 修正

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与
２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
４ 医療及び助産
５ 被災者の救出
６ 福祉サービスの提供
７ 被災した住宅の応急修理
８ 生業に必要な資金の貸与
９ 学用品の給与
10 埋葬
11 死体の捜索
12 死体の処理
13 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支
障を及ぼしているものの除去
14 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与
２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
４ 医療及び助産
５ 被災者の救出
【追加】
６ 被災した住宅の応急修理
７ 生業に必要な資金の貸与
８ 学用品の給与
９ 埋葬
10 死体の捜索及び処理
【追加】
11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障
を及ぼしているものの除去
【追加】

282 01　本編 2 3 3 1 1 366 修正

　災害による住家への被害程度を判定する際は、内閣府の災害の被害認定基準につい
て（令和3 年6 月24 日付府政防第670 号）及び災害に係る住家の被害認定基準運用
指針（令和7 年7 月 内閣府（防災担当））を基準とした区分とする。

　災害による住家への被害程度を判定する際は、内閣府の災害の被害認定基準につい
て（令和3 年6 月24 日付府政防第670 号）及び災害に係る住家の被害認定基準運用指
針（令和6 年5 月 内閣府（防災担当））を基準とした区分とする。

283 01　本編 2 3 3 1 366 修正

また、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、被害状況調査
について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、り災証明書の交付に関する規程
や様式の準備、関係職員が事務処理に当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、
他の地方公共団体又は不動産鑑定士や行政書士等士業団体その他の民間団体との連携
の確保その他必要な措置を講じるよう努める。

また、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、被害状況調査
について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、り災証明書の交付に関する規程
や様式の準備、関係職員が事務処理に当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、
他の地方公共団体又は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿民間団体との連携
の確保その他必要な措置を講じるよう努める。
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

284 01　本編 2 3 3 366 新規

第１項 被災者に対する生活支援等
市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができる

よう、災害ケースマネジメントの実施等により、その見守りや生活支援、相談対応等
のきめ細やかな被災者支援を行うとともに、被災者に対し丁寧な制度周知を行い、そ
れぞれの意向に沿った生活・住まいの再建支援を図る必要がある。また、被災者が容
易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるとともに、住まいの再建支援策
の実施、地域支え合いセンターによる支援体制構築等により、１日も早く被災前の生
活を取り戻すための支援を実施するものとする。

なお、本市では当該業務の迅速化・効率化を図るため、被災者支援業務を支援する
システムを導入している。

以降、項番号繰り下げ

【新規】

285 01　本編 2 3 3 1 3 369 修正

(2) 被害認定調査の実施
　被災者からり災証明申請を受けた住家等に対し、被害の程度を判定するため被害認
定調査を実施する。調査体制は１班当たり2～3 人を基本構成とし、災害に係る住家
の被害認定基準運用指針（令和7 年7 月 内閣府（防災担当））等を基に調査を実施
する。

(2) 被害認定調査の実施
　被災者からり災証明申請を受けた住家等に対し、被害の程度を判定するため被害認
定調査を実施する。調査体制は１班当たり2～3 人を基本構成とし、災害に係る住家の
被害認定基準運用指針（令和6 年5 月 内閣府（防災担当））等を基に調査を実施す
る。

286 01　本編 2 3 3 3 371 修正

第４項 生活相談
災害時には、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮など、市民からの

様々な問い合わせや要望に的確かつ迅速に対応するため、関係機関と連携し、次に掲
げる相談窓口を開設する。

また、市は、熊本行政評価事務所が行う被災者への生活支援情報の提供、専用電話
を備えた相談窓口の開設や特別行政相談所の開設といった特別行政相談活動に協力す
るものとする。

第３項 生活相談
災害時には、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮など、市民からの

様々な問い合わせや要望に的確かつ迅速に対応するため、関係機関と連携し、次に掲
げる相談窓口を開設する。
　【追加】

287 01　本編 2 3 3 3 1 372 修正

１ 市の相談窓口

【相談窓口】
・食品に関する衛生相談
・食品関係事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談

【受付内容】
・食品の取扱い、表示、保存方法、食中毒等の健康被害等に関する　　　相談
・被害を受けた食品関係施設の衛生管理や営業再開に向けた対応等に関する相談

１ 市の相談窓口

【相談窓口】
＿食品に関する衛生相談
＿食品関係事業者の施設、使用水、器具の消毒に関する衛生相談

【受付内容】
＿食品の取扱い、表示、保存方法、食中毒などの食品に関する健康被害について相談
食品関係事業者からの被害を受けた施設や使用水の衛生管理や衛生上必要な措置など
に関する相談

288 01　本編 2 3 4 4 383 削除

【削除】 第４項　その他の法律による災害復旧事業
【略】

289 01　本編 2 4 387 新規

第４章　南海トラフ地震防災対策推進計画 【新規】

290 01　本編 2 4 1 1 387 新規

第１節　総則
第１項　計画の目的
　この計画は、本市が南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
（平成14年法律第92号。以下「南海トラフ法」という。）第３条第１項の規定に基づ
く、南海トラフ地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）に指定されたこ
とを受け、南海トラフ地震に伴う円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南
海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定
め、本市域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

【新規】

59



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

291 01　本編 2 4 1 2 387 新規

第２項　基本方針
　南海トラフ沿いの地域においては、地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評
価によると、マグニチュード8～9クラスの地震が今後 30 年以内に発生する確率は60
～90％程度以上（令和7年1月1日現在）とされている。このため、南海トラフ地震が
発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがある地域は、地震防災対策の推進を
図ることを目的として推進地域に指定されている。

出典：地震防災対策推進地域・地震津波避難対策特別強化地域　地図R7.7（内閣府）
抜粋

【新規】

292 01　本編 2 4 1 2 387 新規

　本市においても、中央防災会議による南海トラフ地震の被害想定の見直しに伴い、
一部地域の想定される最大震度が震度6弱に変更されたことから、令和7年7月1日付け
で推進地域に指定された。一方、本市が想定する地震は、中央防災会議が想定する南
海トラフ地震の震度の想定を上回っており、また、中央防災会議では、南海トラフ地
震による本市の津波の浸水は示されていないことから、南海トラフ地震が発生した場
合の防災対策も基本的に地域防災計画によるものとする。その上で、南海トラフ法第
５条第１項及び第２項並びに南海トラフ地震防災対策推進基本計画（以下「基本計
画」という。）第５章に基づき、南海トラフ地震防災対策推進計画（以下「推進計
画」という。）の基本となるべき事項について、本章に定めるものとする。
　また、南海トラフ地震では、震度6弱以上又は浸水高３ｍ以上となる市区町村が31
都府県の764市区町村と超広域に及び、従来の応急対策やこれまであった国の支援シ
ステム、地方公共団体間の応援システムが機能しなくなるということを考える必要が
ある。
　このため、災害応急対策を行うに当たっては、人的・物的資源が、国、地方及び民
間を通じて絶対的に不足するとともに、発災直後には被害情報が全く不足することを
前提に、優先順位を付けて対処することを検討する。その際に、本市への被害が比較
的少なかった場合には自力で災害対応を行い、併せて、被害の甚大な地域への支援を
行うことも検討する。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

293 01　本編 2 4 1 3 387 新規

第３項　南海トラフ地震に関連する情報
　気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模な地震と関連するかど
うか調査を開始した場合や、その調査結果を発表する場合などに「南海トラフ地震臨
時情報」を発表することとしている。
　また、調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合には「南海トラフ地震
関連解説情報」が発表される。
　なお、「南海トラフ地震臨時情報」は、「巨大地震警戒」等の防災対応等を示す
キーワードを付記して発表される。

出典：南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン（令和７年８月改訂）抜粋

【新規】

294 01　本編 2 4 1 4 387 新規

第４項　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱
　防災関係機関における南海トラフ地震に係る処理すべき事務又は業務は、
　「第１部　第４節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」
に準ずる。
　なお、関係指定行政機関及び関係指定公共機関は、本計画に定める事項のほか、基
本計画を基本として各機関が防災業務計画に定める推進計画における地震防災対策を
処理するものとする。

【新規】

295 01　本編 2 4 2 387 新規

第２節　地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項
　地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項は、
　「第１部　第８節　地域防災力の最大化に向けて」、
　「第２部　第１章　第２節　行政の災害対応力の強化」、
　「第２部　第１章　第４節　災害に強い都市づくり」、
　「第２部　第１章　第５節　避難計画」
に準ずる。

【新規】

296 01　本編 2 4 3 1 387 新規

第３節　円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
第１項　情報の伝達等
　情報の伝達等に係る関係者の連絡体制等は、
　「第２部 第２章 第２節　情報の収集・伝達【地震・津波】」、
　「第２部 第２章 第４節　避難情報の発令【地震・津波】」、
　「第２部 第２章 第６節　被害情報」
に準ずる。

【新規】

61



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

297 01　本編 2 4 3 2 1 387 新規

第２項　地域住民等の避難行動等
市は、住民等が的確な避難を行うことができるよう、次のとおり取り組むこととす
る。
１　避難方法
　避難場所、避難路その他具体的な避難実施に関する事項は、
　「第２部　第１章　第５節　避難計画」、
　「第２部　第２章　第18節　避難者対策」に準ずる。

【新規】

298 01　本編 2 4 3 2 2 387 新規

２　住民等の備え
住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から確認

しておき、備えに万全を期するよう努めるべきものとする。当該備えに関する事項
は、
　「第１部　第８節　地域防災力の最大化に向けて」、
　「第２部　第１章　第１節　災害に強い人づくり・地域づくり」に準ずる。

【新規】

299 01　本編 2 4 3 2 3 387 新規

３　要配慮者等の避難支援等
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、自ら避難をすること

が困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保に関する事項は、
　「第２部　第１章　第６節　要配慮者等支援対策」、
　「第２部　第２章　第19節　要配慮者対策」に準ずる。

【新規】

300 01　本編 2 4 3 3 387 新規

第３項　避難場所及び避難所の運営・安全確保
　市は、避難場所及び避難所の運営・安全確保について、
　「第２部　第１章　第５節　避難計画」、
　「第２部　第１章　第６節　要配慮者等支援対策」、
　「第２部　第２章　第13節　医療救護対策計画」、
　「第２部　第２章　第18節　避難者対策」に準ずる。

【新規】

301 01　本編 2 4 3 4 387 新規

第４項　意識の普及・啓発
市は、地域住民等が、「自らの命は自らが守る」という早期避難への意識を持ち、

その意識を持続的に共有し、円滑かつ迅速な避難を行うことができるよう、ハザード
マップ等を作成・変更し、周知を行う。その方策については、
　「第１部　第８節　地域防災力の最大化に向けて」、
　「第２部　第１章　第１節　災害に強い人づくり・地域づくり」、
　「第２部　第１章　第５節　避難計画」、
　「第２部　第２章　第２節　情報の収集・伝達【地震・津波】」、
　「第２部　第２章　第４節　避難情報の発令【地震・津波】」、
　「第２部　第２章　第18節　避難者対策」に準ずる。

【新規】

302 01　本編 2 4 3 5 387 新規

第５項　消防機関等の活動
　消防機関が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置については、
　「第２部　第１章　第５節　第６項　避難場所及び避難方法等の事前周知」、
　「第２部　第２章　第15節　消防計画」に準ずる。

【新規】

303 01　本編 2 4 3 6 387 新規

第６項　上下水道
地域住民等の円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次被害を軽減さ

せるための措置の内容については、
　「第２部　第１章　第４節　第２項　４　上水道施設の対策」、
　「第２部　第１章　第４節　第２項　５　下水道施設の対策」、
　「第２部　第２章　第27節　第２項　上水道施設」、
　「第２部　第２章　第27節　第３項　下水道施設」に準ずる。

【新規】

62



令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

304 01　本編 2 4 3 7 387 新規

第７項　道路
警察及び道路管理者は、避難経路として使用されることが想定される区間につい

て、交通規制の内容を事前に周知する。その内容については、
　「第２部　第２章　第16節　警備・交通規制計画」、
　「第２部　第２章　第34節　九州自動車道等災害対策計画」に準ずる。

【新規】

305 01　本編 2 4 3 8 387 新規

第８項　防災拠点施設等に関する対策
災害対策本部、消防署所及び病院等の防災拠点となる施設・設備は、災害時の応

急・復旧対策を実施するために重要な役割を施設であるため、災害発生時に迅速かつ
円滑な応急・復旧体制がとれるよう機能確保及び整備を図るものとする。その方策
は、
　「第２部　第１章　第２節　第１項　防災拠点施設等の整備」に準ずる。

【新規】

306 01　本編 2 4 3 9 387 新規

第９項　迅速な救助
市は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や消防団の所有分を含む車

両・資機材の確保等に努めるものとする。消防機関等による被災者の迅速かつ適切な
救助・救急活動の実施体制は

「第２部 自然災害対策 第２章 災害応急対策計画 第12節 救出計画」、「第
２部　自然災害対策　第２章　災害応急対策計画　第15節　消防計画」に準ずる。

また、市は大規模災害発生時には、その被害が拡大することが予想されるため、本
市単独では災害への対応が困難若しくは不可能な場合は、速やかに関係機関等への応
援要請等を行うものとし、その方策については、
　「第２部第２章第８節　応援要請（受援）計画」に準じる。

【新規】

307 01　本編 2 4 4 1 387 新規

第４節　関係者との連携協力の確保に関する事項
第１項　資機材、人員等の配備手配

大規模災害が発生した際に、国や他の地方自治体からの応援を円滑に受入れ、人的
資源及び物的資源を効果的・効率的に配分・配置し、応急対策を実施する。その方策
については、
　「第２部　第１章　第２節　第２項　広域応援体制等について」
　「第２部　第２章　第８節　応援要請（受援）計画」に準ずる。

【新規】

308 01　本編 2 4 4 2 387 新規

第２項　物資の備蓄・調達
　指定避難所への避難者やそれ以外の被災者への物資供給については、
　「第２部　第１章　第２節　第１項　８　物資供給計画」に準ずる。

【新規】

309 01　本編 2 4 4 3 387 新規

第３項　帰宅困難者への対応
公共交通機関が運行を停止し、自宅で帰ることが困難な者（帰宅困難者）に対する

対策については、「第２部 自然災害対策 第１章 災害予防計画 第５節 避難計
画 第９項 帰宅困難者対策」、「第２部 自然災害対策 第２章 災害応急対策計
画　第18節　避難者対策」に準ずる。

【新規】

310 01　本編 2 4 5 1 1 387 新規

第５節　時間差発生等における円滑な避難の確保等
第１項 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策
に係る措置
１　南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達、災害警戒本部の設置等

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合、災害警戒本部（レベル２情
報収集態勢）を設置し、情報の収集・伝達にあたるものとし、その方策や災害対策本
部の設置運営については、「第２部 第２章 第１節 市の防災組織」、「第２部
第２章　第２節　情報の収集・伝達【地震・津波】」、
「第２部　第２章　第４節　第１項　４　避難指示等の伝達方法」に準ずる。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

311 01　本編 2 4 5 2 1 387 新規

第２項 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害
応急対策に係る措置
１　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達、災害警戒本部の設置等

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、災害警戒本部（レ
ベル４応急活動準備態勢）を設置するものとし、管轄区域内の地域住民等並びに関係
機関に対し、情報が正確かつ広範に伝達するものとする。情報の収集・伝達に係る方
策や災害警戒本部の設置運営については、「第２部 第２章 第１節 市の防災組
織」、「第２部 第２章 第２節 情報の収集・伝達【地震・津波】」、「第２部
第２章　第４節　第１項　４　避難指示等の伝達方法」に準ずる。

【新規】

312 01　本編 2 4 5 2 2 387 新規

２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知
地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、日頃からの地震の備えの再確認

（避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家具等の固定、家
庭等における備蓄の確認 等）を周知するものとする。伝達方法等については、「第
２部　第２章　第４節　第１項　４　避難指示等の伝達方法」に準じる。

【新規】

313 01　本編 2 4 5 2 3 387 新規

３　災害応急対策をとるべき期間等
市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震

の発生から１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析
されたＭ６．８程度以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっ
くりすべり等を観測した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評
価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対して警戒する措置をとるものとする。ま
た、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

【新規】

314 01　本編 2 4 5 3 1 387 新規

第３項 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害
応急対策に係る措置
１　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達、災害警戒本部の設置等

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合、災害警戒本部（レ
ベル３初動準備態勢）を設置するものとし、管轄区域内の地域住民等並びに関係機関
に対し、情報が正確かつ広範に伝達するものとする。情報の収集・伝達に係る方策や
災害警戒本部の設置運営については、「第２部 第２章 第２節 情報の収集・伝達
【地震・津波】」、「第２部 第２章 第４節 第１項 ４ 避難指示等の伝達方
法」に準ずる。災害に関する会議の設置運営方法その他の事項については、「第２部
第２章　第１節　市の防災組織」
に準ずる。

【新規】

315 01　本編 2 4 5 3 2 387 新規

２　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知
地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、日頃からの地震の備えの再確認

（避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家具等の固定、家
庭等における備蓄の確認　等）を周知するものとする。伝達方法等については、
　「第２部　第２章　第４節　第１項　４　避難指示等の伝達方法」に準じる。

【新規】

316 01　本編 2 4 5 3 3 387 新規

３　災害応急対策をとるべき期間等
市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．

０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０km 程度までの範囲でＭ
７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除
く）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境
界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通
常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の
期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

【新規】
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

317 01　本編 2 4 6 387 新規

第６節　防災訓練に関する事項
市は、南海トラフ地震の発生を想定し、県、関係機関との連携や地域住民等の自主

防災体制との協調体制の強化を目的とした防災訓練を実施する。防災訓練に関する事
項については、「第２部　第１章　第１節　第３項　防災訓練計画」に準ずる。

【新規】

318 01　本編 2 4 7 1 387 新規

第７節　地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
第１項　職員等に対する教育
　市は、職員等に対し、地震防災上果たすべき役割等に相応した教育を
　「第２部　第１章　第１節　第１項　防災知識の普及啓発」
に準じて実施するものとし、その内容は少なくとも次の事項を含むものとする。
(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措
置の内容
(2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
(3) 地震及び津波に関する一般的な知識
(4) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地
震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
(5) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地
震が発生した場合に職員等が果たすべき役割
(6) 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
(7) 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

【新規】

319 01　本編 2 4 7 2 387 新規

第２項　地域住民等に対する教育・広報
市は、関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショッ

プの開催、防災訓練等の機会を通じて、東日本大震災の教訓や過去に発生した東南
海・南海地震等による被害の状況や、今後の南海トラフ地震により想定される被害、
南海トラフ地震に係る防災意識の普及・啓発を地域の実態に応じて地域単位、職場単
位等で行うことに努めるとともに、国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に
基づいた行動ができるよう、「第２部 第１章 第１節 第１項 防災知識の普及啓
発」に準じて教育・広報を実施するものとし、その内容は少なくとも次の事項を含む
ものとする。

なお、実践的な教育・広報のために、印刷物、映像、各種集会の実施など地域の実
情に合わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図るこ
とにも留意する。

【新規】

320 01　本編 2 4 7 2 387 新規

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措
置の内容
(2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
(3) 地震及び津波に関する一般的な知識
(4) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地
震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、
自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識
(5) 正確な情報の入手方法
(6) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
(7) 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区域等に関する知識
(8) 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識
(9) 避難生活に関する知識
(10) 地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間分、可能な限り１週間分程度の
生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時におけ
る応急措置の内容や実施方法
(11) 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施

【新規】
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

321 01　本編 2 4 8 1 387 新規

第８節　広域支援体制
第１項　基本的な考え方

本市は、南海トラフ地震の発生に際し、自らが大規模な被害を受けていない場合に
おいては、災害対策基本法及び災害時相互応援協定等に基づき、国、県及び関係自治
体等と連携し、被災自治体からの要請に応じて、人的支援、物的支援その他必要な応
援活動を行うものとする。

応援の実施に当たっては、本市の防災対応及び市民生活への影響を勘案するととも
に、派遣職員の安全確保に十分配慮し、円滑な活動が図られるよう努めるものとす
る。

【新規】

322 01　本編 2 4 8 2 387 新規

第２項　九州市長会における災害時相互応援プランによる広域支援体制
南海トラフ地震発災直後における九州市長会による広域支援については、各構成市

が即時に受援・支援行動を発動できるよう、初動時の体制を準備するとともに、これ
に基づく平時からの訓練及び調整等を行うことにより、即応性及び実効性の向上を図
ることとしている。

具体的には、南海トラフ地震が発生した場合に備え、あらかじめ自治体間で支援を
行う側と受援する側を事前に指定（＝マッチング）する仕組みを構築し、広域的な応
援活動を円滑に実施する体制を整備するものである。

あわせて、受援・支援行動の即応性及び実効性の向上を目的として、受援及び支援
に係る業務内容、手順、役割分担等について、自治体間で統一のルールを定め、受
援・支援体制の標準化及び継続的な見直しを行うものとする。

これらを踏まえ、マッチングされた受援・支援自治体においては、初動体制の準備
や合同防災訓練等を実施するなど、平時から相互の連携強化に努めるものとする。

本市は、九州市長会における広域支援体制の枠組みの下、支援自治体として、南海
トラフ地震発生時には、受援自治体となる宮崎市に対する支援を行うことを想定し、
初動期からの支援体制の確保に努めるものとする。

今後も、九州市長会構成市との連携の下、訓練や検証等を通じて、広域支援に係る
体制及び手順の充実・強化を図り、南海トラフ地震に備えた実効性の高い支援体制の
構築に取り組むものとする。

【新規】

323 01　本編 3 1 1 5 1 397 修正

(5) 健康相談及び原子力災害医療体制の整備に関する県への協力 (5) 健康相談及び＿＿＿＿＿医療体制の整備に関する県への協力

324 01　本編 3 1 1 5 2 397 修正

(6) 健康相談及び原子力災害医療体制の整備 (6) 健康相談及び＿＿＿＿＿医療体制の整備

325 01　本編 3 1 3 2 4 402 修正

(1) 飲食物摂取制限に関する指標
市及び県は、放射性物質等による汚染状況の調査の結果等により、次表の「飲食物摂
取制限に関する基準」を超え、又は超えるおそれがあると認められた場合は、汚染水
源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染飲食物の摂取制限等必要な措置
をとる。
■飲食物摂取制限に関する基準（初期設定値）

　　参考：原子力規制委員会「原子力災害対策指針」

(1) 飲食物摂取制限に関する指標
市及び県は、放射性物質等による汚染状況の調査の結果等により、次表の「飲食物摂
取制限に関する指標」を超え、又は超えるおそれがあると認められた場合は、汚染水
源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染飲食物の摂取制限等必要な措置
をとる。
■飲食物摂取制限に関する指標

核種
飲料水

牛乳・乳製品
野菜類、穀類、肉、

卵、魚、その他

放射性ヨウ素 300Bq／kg 2,000Bq／kg
※

放射性セシウム 200Bq／kg 500Bq／kg

プルトニウム及び超ウラ
ン元素のアルファ核種

1Bq／kg 10Bq／kg

ウラン 20Bq／kg 100Bq／kｇ

※根菜、芋類を除く野菜類が対象
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

326 01　本編 3 1 3 3 3 403 修正

(1) 市は、必要に応じて、市内の医療機関等の協力を得て、避難所等でのサーベイ
メータ等を用いた避難退域時検査、拭き取り＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等の簡易除
染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等を実施する。

(1) 市は、必要に応じて、市内の医療機関等の協力を得て、避難所等でのサーベイ
メータ等を用いた放射性物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除
染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等を実施する。

327
02　資料
編

- 2 9 31 修正

※最新版に更新 災害警戒本部業務細則

328
02　資料
編

- 3 1 2 42 修正

【削除】 3-1-2　熊本市職員等の災害現場における避難発令マニュアル
【略】

329
02　資料
編

- 3 2 3 49 修正

3-2-3 熊本市自主防災クラブ

令和８年４月１日現在　７３９団体
【略】

3-2-3 熊本市自主防災クラブ

令和７年４月１日現在　７３８団体
【略】

330
02　資料
編

- 3 2 3 55 修正

　No　　　　　自主防災クラブ名称　　　　　校区名
　754　高平台校区第3-2町内自主防災クラブ　高平台

　No　　　　　自主防災クラブ名称　　　　　校区名
【追加】

331
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】

332
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

333
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】

334
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】

335
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】

336
02　資料
編

- 3 2 5 56 修正

3-2-5　地区防災計画策定地区一覧 3-2-5　地区防災計画策定地区一覧
【追加】
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

337
02　資料
編

- 4 5 129 修正

4-5　がけ崩れ危険箇所 4-5　がけ崩れ危険箇所

338
02　資料
編

- 4 8 2 148 修正

４－８－２　重要水防施設一覧表（ダム・水門・堰） ４－８－２　重要水防施設一覧表（ダム・水門・堰）

339
02　資料
編

- 4 8 3 149 修正

４－８－３　水門等 ４－８－３　水門等

340
02　資料
編

- 4 8 4 150 修正

４－８－４　排水機場 ４－８－４　排水機場

341
02　資料
編

- 4 8 4 151 修正

４－８－４　排水機場 ４－８－４　排水機場

342
02　資料
編

- 4 8 5 152 修正

４－８－５　堰・樋門管理調書 ４－８－５　堰・樋門管理調書

343
02　資料
編

- 5 2 4 175 修正

344
02　資料
編

- 6 4 231 修正

6-4 防災倉庫・備蓄倉庫・分散備蓄倉庫に関する維持管理規程
※最新の規程に更新

6-4 防災倉庫・備蓄倉庫・分散備蓄倉庫に関する維持管理規程

～～

移動局（10W） くまもとしこうつう101

　　　　↓

移動局（10W） くまもとしこうつう142

移動局（10W） くまもとしこうつう144 電車搭載（２４０１号車）

移動局（10W） くまもとしこうつう145 電車搭載（２４０２号車）

移動局（10W） くまもとしこうつう146 電車搭載（０８０３号車）

電車搭載（42両）

移動局（10W）

くまもとしこうつう101～128

　　　　　　　　　131～142

　　　　　　　　　146～150

電車搭載（45両）
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

345
02　資料
編

6 5 263 修正

⑹　交通局
　適用　　種別　　用途　　台数　　　　その他
乗合電車　中型　　〃　　　60（45編成）〃

⑹　交通局
　適用　　種別　　用途　　台数　　　　その他
乗合電車　中型　　〃　　　56（45編成）〃

346
02　資料
編

‐ 7 5 341 修正

7-5 熊本市消防団組織
※最新版に更新

347
02　資料
編

8 3 351 修正

8-3　災害協定一覧
※令和８年度版に更新

8-3　災害協定一覧

348
02　資料
編

8 3 351 修正

8-3　災害協定一覧
※「災害時における被災者等の移動手段の確保に
関する協定（一般社団法人日本カーシェアリング協会）」の追記

8-3　災害協定一覧
【追加】

349
02　資料
編

- 8 3 353 修正

②　主に物資供給に関する協定（45）
57　災害救助物資の供給等に関する協定
WAQ株式会社
R7.4.25
防災用品（簡易ベッド、マット、寝袋、LEDランタンなど）等の供給

②　主に物資供給に関する協定（45）
57　災害救助物資の供給等に関する協定
WAQ株式会社
R7.4.25
次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資
(1)　防災用品（簡易ベッド、マット、寝袋、LEDランタン等）
(2)　その他甲が指定する物資

350
02　資料
編

- 8 3 353 新規

②　主に物資供給に関する協定（45）
58　災害救助物資の供給等に関する協定
加島商事株式会社
R7.8.1
防災用品（ポータブル電源など）等の供給

②　主に物資供給に関する協定（45）
【追加】

351
02　資料
編

- 8 4 360 修正

災害時協力企業井戸一覧
【東区】
18 アイ-ウッド（株）

【南区】
23 新産住拓株式会社
24 株式会社　中山ボーリング設備
25 株式会社　中山ボーリング設備

災害時協力企業井戸一覧
【追加】

352
02　資料
編

9 1 365 修正

避難所の供与
【略】
(3) 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃
金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費（法第４条第２項に規定する避難所について
は、災害が発生するおそれがある場合において必要となる別に定める経費）として、
1 人 1日当たり 360円以内とする。
(4) 法第２条第２項に基づき、福祉避難所（主として高齢者、障害者、乳幼児その他
の特に配慮を要する者を滞在させるものであって、災害対策基本法施行令（昭和３７
年政令第２８８号）第２０条の６第１号から第５号までに定める基準に適合する避難
所をいう。）を設置した場合は、(3)の金額に、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿特別な配慮の
ために必要な通常の実費を加算することができるものとする。

避難所の供与
【略】
(3) 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃
金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費（法第４条第２項に規定する避難所について
は、災害が発生するおそれがある場合において必要となる別に定める経費）として、1
人 1日当たり 350 円以内とする。
(4) 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であって避難所で
の生活において特別な配慮を必要とするものに供与する＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿避
難所をいう。）を設置した場合は、(3)の金額に、当該地域において当該特別な配慮の
ために必要な通常の実費を加算することができるものとする。
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

353
02　資料
編

9 1 365 修正

応急仮設住宅の供与
(1) 建設型応急住宅
イ 1 戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構
成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、
労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、7,089,000
円以内とする。
【略】
カ 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和 25 年法律
第
201 号）第 85 条第 3 項又は第 4 項に規定する期限＿＿＿＿＿＿までとする。

応急仮設住宅の供与
(1) 建設型応急住宅
イ 1 戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成
等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労
務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、6,883,000円以
内とする。
【略】
カ 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和 25 年法律第
201 号）第 85 条第 3 項又は第 4 項に規定する期限（2 年以内）までとする。

354
02　資料
編

9 1 366 修正

炊き出しその他による食品の給与
【略】
(3) 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食
及び燃料等の経費として 1 人 1 日当たり 1,390 円以内とする。

炊き出しその他による食品の給与
【略】
(3) 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食
及び燃料等の経費として 1 人 1 日当たり 1,330 円以内とする。

355
02　資料
編

9 1 366 修正

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
【略】
(3) 生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により 1
世帯当たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季（4 月
から 9 月までの期間をいう。以下同じ。）及び冬季（10 月から 3 月までの期間を
いう。以下同じ。）とし、災害発生の日をもって決定する。
ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
【略】
(3) 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により 1 世帯当
たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季（4 月から 9
月までの期間をいう。以下同じ。）及び冬季（10 月から 3 月までの期間をいう。以
下同じ。）とし、災害発生の日をもって決定する。
ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

356
02　資料
編

9 1 366 修正

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

357
02　資料
編

9 1 367 新規

福祉サービスの提供
(1) 福祉サービスの提供は、災害により現に被害を受け、避難生活において配慮

を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者（以下「災害時要配慮者」とい
う。）に対して、応急的に処置するものであること。

(2) 福祉サービスの提供は、都道府県知事等（法第３条に規定する「都道府県知
事等」をいう。）又は災害発生市町村等（法第１１条に規定する「災害発生市町村
等」をいう。）の長からの要請を受けて行うものであること。
　(3)　福祉サービスの提供は、次の範囲内において行うこと。
　　ア　災害時要配慮者に関する情報の把握
　　イ　災害時要配慮者からの相談対応
　　ウ　災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
　　エ　災害時要配慮者の避難所への誘導
　　オ　福祉避難所の設置（法第２条第２項に基づき設置する場合を除く。）

(4) 福祉サービスの提供のため支出できる費用は、前号アからエまでの場合は消
耗器材費又は器物の使用謝金、借上費若しくは購入費として当該地域における通常の
実費とし、同号オの場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費若
しくは購入費、光熱水費又は仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費
とすること。

(5) 福祉サービスの提供を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする
こと。

【新規】

季別
１人世帯

の額

２人世帯

の額

３人世帯

の額

４人世帯

の額

５人世帯

の額

世帯員数が6人以上1人

を増すごとに加算する額

夏季 19,800円 25,400円 37,700円 45,000円 57,000円 8,300円

冬季 32,800円 42,400円 59,000円 69,000円 87,000円 12,000円

季別 期間
１人世帯

の額

２人世帯

の額

３人世帯

の額

４人世帯

の額

５人世帯

の額

世帯員数が6人以上1人

を増すごとに加算する額

夏季 4月～9月 20,300円 26,100円 38,700円 46,200円 58,500円 8,500円

冬季 10月～3月 33,700円 43,500円 60,600円 70,900円 89,300円 12,300円

季別
１人世帯

の額

２人世帯

の額

３人世帯

の額

４人世帯

の額

５人世帯

の額

世帯員数が6人以上1人

を増すごとに加算する額

夏季 6,500円 8,700円 13,000円 15,900円 20,000円 2,800円

冬季 10,400円 13,600円 19,400円 23,000円 29,000円 3,800円

季別 期間
１人世帯

の額

２人世帯

の額

３人世帯

の額

４人世帯

の額

５人世帯

の額

世帯員数が6人以上1人

を増すごとに加算する額

夏季 4月～9月 6,700円 8,900円 13,400円 16,300円 20,500円 2,900円

冬季 10月～3月 10,700円 14,000円 19,900円 23,600円 29,800円 3,900円
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令和８年度　熊本市地域防災計画　新旧対照表（案）

No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

358
02　資料
編

9 1 367 修正

被災した住宅の応急修理
(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
【略】
イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、当該修理が必要な部分に対
し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、当該修理のために支
出できる費用は、1 世帯当たり 53,900 円以内とすること。

被災した住宅の応急修理
(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
【略】
イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、当該修理が必要な部分に対し、
合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、当該修理のために支出で
きる費用は、1 世帯当たり 51,500 円以内とすること。

359
02　資料
編

9 1 367 修正

(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理
【略】
イ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必
要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、当該修理のために支出できる
費用は、1 世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
 (ｱ) (ｲ)に掲げる世帯以外の世帯 739,000 円
 (ｲ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯358,000 円

(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理
【略】
イ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要
最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、当該修理のために支出できる費
用は、1 世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
 (ｱ) (ｲ)に掲げる世帯以外の世帯 717,000 円
 (ｲ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯348,000 円

360
02　資料
編

9 1 367 修正

学用品の給与
【略】
(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。
ア 教科書代
(ｱ) 小学校児童及び中学校生徒教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第
132 号）第 2 条第 1 項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届
け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費
(ｲ) 高等学校等生徒正規の授業で使用する教材を給与するための実費
イ 文房具費及び通学用品費
(ｱ) 小学校児童 1 人当たり 5,500 円
(ｲ) 中学校生徒 1 人当たり 5,800 円
(ｳ) 高等学校等生徒 1 人当たり 6,300 円

学用品の給与
【略】
(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。
ア 教科書代
(ｱ) 小学校児童及び中学校生徒教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第
132 号）第 2 条第 1 項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届
け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費
(ｲ) 高等学校等生徒正規の授業で使用する教材を給与するための実費
イ 文房具費及び通学用品費
(ｱ) 小学校児童 1 人当たり 5,200 円
(ｲ) 中学校生徒 1 人当たり 5,500 円
(ｳ) 高等学校等生徒 1 人当たり 6,000 円

361
02　資料
編

9 1 368 修正

埋葬
【略】
(3) 埋葬のため支出できる費用は、1 体当たり大人 232,200 円以内、小人 185,700
円以内とする。

埋葬
【略】
(3) 埋葬のため支出できる費用は、1 体当たり大人 226,100 円以内、小人 180,800
円以内とする。

362
02　資料
編

9 1 368 修正

死体の処理
【略】
(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。
ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、1 体当たり3,700 円以内とす
る。
イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用す
る場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合
は１体当たり 5,900 円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドラ
イアイスの購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算
することができるものとする。

死体の処理
【略】
(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。
ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、1 体当たり3,600 円以内とす
る。
イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する
場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は
１体当たり 5,700 円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライア
イスの購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算する
ことができるものとする。

363
02　資料
編

9 1 368 修正

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及
ぼしているものの除去
【略】
(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要
な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内に
おいて障害物の除去を行った 1 世帯当たりの平均が 143,900 円以内とする。

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及
ぼしているものの除去
【略】
(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要
な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内に
おいて障害物の除去を行った 1 世帯当たりの平均が 140,000 円以内とする。
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

364
02　資料
編

10 1 372 修正

(3) 指定緊急避難場所、指定避難所の箇所数（令和8年4月1日現在）
指定緊急避難場所
中央区　87
東区　　64
西区　　52
南区　　63
北区　　63
合計　 329

(3) 指定緊急避難場所、指定避難所の箇所数（令和7年4月1日現在）
指定緊急避難場所
中央区　79
東区　　62
西区　　51
南区　　63
北区　　64
合計　 319

365
02　資料
編

- 10 1
373～
385

修正

指定緊急避難場所
※最新の一覧に更新

指定緊急避難場所

366
02　資料
編

- 10 4
400～
426

修正
10-4 災害危険区域内の要配慮者利用施設
※別添「災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧」へ更新

10-4 災害危険区域内の要配慮者利用施設

367
02　資料
編

‐ 13 2 442 修正

368
02　資料
編

- 14 1 468 削除

【削除】

14-１　米穀の買入れ・販売等に関する基本要領
【略】
14-２　給水関係施設等
【略】

14-１　熊本市大規模災害時における物資供給計画対応マニュアル
【略】
14-２　米穀の買入れ・販売等に関する基本要領
【略】
14-３　給水関係施設等
【略】

369
02　資料
編

14 3 527 修正

(2)　応急給水設備 (2)　応急給水設備

数量 計 合計

1台

5台

1台

36,000袋
39,600袋

216,000ℓ
237,600ℓ

8組9組

11組

18組

32台

19組38組給水栓　3個付×2基

T型　消火用直結型 給水栓　2個付

緊 急 作 業 車 1.25 トン積 トラック

非 常 用 給 水 袋 容量　6 ℓ

応 急 給 水 装 置
C型 SUS製 65A

給水栓　4個付×2基

給　水　車 積載容量

3,400ℓ

15,100ℓ2,000ℓ

1,700ℓ

17,000ℓ

265,100ℓ
286,700ℓ

折りたたみ式
給水タンク

容量　1,000ℓ 17個 17,000ℓ

名　称 品　質・形　状

給 水 タ ン ク

アルミタンク 容量　1,000ℓ 17個台

数量 計 合計

1台

5台

1台

39,600袋 237,600ℓ

8組

11組

2台

給水栓　3個付×2基

緊 急 作 業 車 1.25 トン積 トラック

応 急 給 水 装 置 19組

非 常 用 給 水 袋 容量　6 ℓ

C型 SUS製 65A
給水栓　4個付×2基

給　水　車 積載容量

3,400ℓ

15,100ℓ2,000ℓ

1,700ℓ

17,000ℓ

286,700ℓ

折りたたみ式
給水タンク

容量　1,000ℓ 17個 17,000ℓ

名　称 品　質・形　状

給 水 タ ン ク

アルミタンク 容量　1,000ℓ 17台
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

370
02　資料
編

- 14 3 528 修正

(3)　配水系統図
【修正】（差し替え）

(3)　配水系統図

371
02　資料
編

- 17 4 592 修正

　（徴収猶予）
第２４条　市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより
その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合
においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限
度として、６箇月（ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保
険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長
１年）以内の期間を限って徴収猶予することができる。

　（保険料の減免）
第２５条　市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる
ものに対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者（被保険者の資格を取得した日（以下この号において
「資格取得日」という。）の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）の属
する世帯の納付義務者
ア　資格取得日において、65歳以上である者
イ　資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該資格取得日におい
て、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。）の被扶養者であっ
た者

１　 徴収猶予 /
第２４条　市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより
その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合
においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限
度として、６箇月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿以内の期間を限って徴収猶予することができる。

２ 保険料の減免 /
第２５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるも
のに対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の属
する世帯の納付義務者
ア　資格取得日において、65歳以上である者
イ　資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該資格取得日におい
て、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった
者

372
02　資料
編

- 17 5 594 修正

第９０条　次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生
労働大臣は、その指定する期間（次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期
間又は学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生
徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で
定めるもの（以下「学生等」という。）である期間若しくは学生等であつた期間を除
く。）に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要し
ないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定す
る保険料全額免除期間（第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつて
は、当該追納に係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又は配
偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

四　保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。

第９０条　次の各号のいずれかに該当する被保険者から申請があったときは、厚生労
働大臣は、その指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び
前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ただし、世帯主又は配
偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

　　保険料を納付することが著しく困難な＿＿場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。
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No 編 部 章 節 項 目 ページ 区分 「新」 「旧」

【別冊1】

373
02　資料
編

- 17 5 594 修正

第９０条の２　次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、
厚生労働大臣は、その指定する期間（前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定
の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。）に
係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要し
ないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定す
る保険料四分の三免除期間（第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあ
つては、当該追納に係る期間を除く。）に算入することができる。ただし、世帯主又
は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

三　保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。

第９０条の２ 第１、２、３項次の各号のいずれかに該当する被保険者から申請があっ
たときは、厚生労働大臣は、その指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納
付されたもの及び前納されたものを除き、その4分の3・半額・4分の1を納付すること
を要しないものとすることができる。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ただし、世帯主又
は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

　　保険料を納付することが著しく困難な場合として天災その他の厚生労働省令で定
める事由があるとき。
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02　資料
編

- 17 5 594 修正

第９０条の３ 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であ
つた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間（学生
等である期間又は学生等であつた期間に限る。）に係る保険料につき、既に納付され
たもの＿＿＿＿＿＿＿＿＿を除き、これを納付することを要しないものとし、申請の
あつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間
（第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期
間を除く。）に算入することができる。

三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令
で定める事由があるとき。

第９０条の３ 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等で
あった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に係る保険料につき、既に納付さ
れたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものと＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿することができる。

＿ 保険料を納付することが著しく困難な場合として天災その他の厚生労働省令で定
める事由があるとき。
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【所管課：熊本市医療対策課】

1 熊本中央病院 南区田井島１丁目５－１ ○ ○ ○ ○

2 森病院 南区近見１丁目１６番１６号 ○ ○

3 くまもと江津湖療育医療センター 東区画図町大字重富５７５ ○ ○ ○

4 医療法人社団　愛育会　福田病院 中央区新町２丁目２－６ ○ ○ ○ ○

5 御幸病院 南区御幸笛田６丁目７－４０ ○ ○ ○

6 西村内科・脳神経外科病院 中央区南熊本２丁目７－７ ○

7 桜十字病院くまなん病院 南区御幸笛田２丁目１５－６ ○ ○ ○ ○

8 悠愛病院 東区画図町下無田１１３９ ○ ○ ○

9 整形外科　井上病院 中央区本荘町６４４ ○

10 あきた病院 南区会富町１１２０ ○ ○ ○ ○ ○

11 嶋田病院 中央区練兵町２４番地 ○ ○ ○

12 済生会熊本病院 南区近見５丁目３－１ ○ ○ ○

13 川野病院 中央区大江６丁目２５－１ ○ ○ ○ ○

14 陣内病院 中央区九品寺６丁目２－３ ○

15 本庄内科病院 東区新外３丁目９番１号 ○

16 熊本泌尿器科病院 中央区新町４丁目７－２２ ○ ○ ○

17 田上心臓リハビリテーション病院 中央区南千反畑町１０－３ ○

18 熊本大学病院 中央区本荘１丁目１－１ ○

19 くまもと在宅支援病院 東区三郎１丁目１２－２５ ○ ○

20 自衛隊熊本病院 東区東本町１５－１ ○ ○

21 熊本赤十字病院 東区長嶺南２丁目１－１ ○ ○

22 熊本内科病院 中央区手取本町７－１ ○

23 江南病院 中央区渡鹿５丁目１－３７ ○ ○

24 くまもと青明病院 中央区渡鹿５丁目１－３７ ○ ○

25 九州記念病院 中央区水前寺公園３－３８ ○ ○ ○ ○

26 杉村病院 中央区本荘３丁目７－１８ ○

27 南熊本病院 中央区南熊本３丁目７－２７ ○

28 一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター 中央区本荘５丁目１６-１０ ○

29 桜十字病院 南区御幸木部１丁目１－１ ○ ○ ○

30 ニキ　ハーティー　ホスピタル 東区月出４丁目６－１００ ○ ○

31 日隈病院 中央区萩原町９－３０ ○

32 比企病院 東区尾ノ上３丁目１－３４ ○

33 成尾整形外科病院 中央区岡田町１２－２４ ○ ○

34 イエズスの聖心病院 西区上熊本２丁目１１-２４ ○ ○ ○ ○

35 表参道 吉田病院 中央区北千反畑町２－５ ○

36 龍田病院 中央区黒髪６丁目１２番５１号 ○

37 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 中央区二の丸１番５号 ○ ○

38 城山病院 西区上代９丁目２－２０ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 医療法人　金澤会　青磁野リハビリテーション病院 西区島崎２丁目２２番１５号 ○ ○ ○

40 熊本第一病院 南区田迎町田井島２２４ ○ ○ ○ ○

41 山口病院 西区田崎３丁目１－１７ ○ ○ ○ ○

42 上代成城病院 西区上代２丁目２番２５号 ○ ○ ○ ○ ○

43 くまもと成城病院 北区室園町１０－１７ ○ ○

44 医療法人　聖粒会　慈恵病院 西区島崎６丁目１番２７号 ○ ○

45 朝日野総合病院 北区室園町１２番１０号 ○ ○

46 出田眼科病院 中央区西唐人町３９番地 ○ ○ ○

47 くまもと乳腺外科病院 中央区南熊本４丁目３-５ ○
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48 サキサカ病院 中央区新町２丁目１０番２７号 ○ ○ ○

49 熊本県立こころの医療センター 南区富合町平原３９１ ○ ○ ○ ○ ○

50 十善病院 中央区南熊本３丁目６－３４ ○

51 伊東歯科口腔病院 中央区子飼本町４番１４号 ○

52 小林病院 南区城南町隈庄５７４ ○ ○

53 熊本整形外科病院 中央区新屋敷１丁目１７番１号 ○

54 熊本市立熊本市民病院 東区東町４丁目１番６０号 ○ ○

55 熊本脳神経外科病院 中央区本荘６丁目１－２１ ○

56 平成とうや病院 南区出仲間８丁目２－１５ ○

57 医療法人　憲和会　南部中央病院 南区南高江６丁目２番２４号 ○ ○ ○ ○

58 熊本託麻台リハビリテーション病院 中央区帯山８丁目２-１ ○

59 にしくまもと病院 南区富合町古閑１０１２番地 ○ ○ ○ ○ ○

60 ウィメンズクリニック　グリーンヒル 東区戸島西３丁目１番１００号 ○

61 ソフィアレディースクリニック水道町 中央区水道町９番５－１ ○

62 松元整形・外科 北区飛田４丁目１０－１０ ○

63 水本整形外科・内科クリニック 中央区国府２丁目１７－３４ ○ ○ ○ ○

64 田嶋外科内科医院 西区田崎２丁目２－４８ ○ ○ ○ ○

65 大隈整形外科医院 南区城南町千町２０５２－２ ○

66 あけぼのクリニック 南区白藤５丁目１－１ ○ ○ ○

67 水前寺大腸肛門科医院 中央区水前寺３－５－１１ ○ ○ ○

68 天神内科医院 中央区大江６－２２－２２ ○

69 日本赤十字社熊本健康管理センター 東区長嶺南２－１－１ ○ ○

70 桑原クリニック 中央区南熊本２－１１－２７ ○ ○

71 石川整形外科リウマチ科 南区田井島２丁目３-４７ ○

72 蛇島肛門科外科 中央区出水１－６－１３ ○ ○ ○

73 鳥谷医院 中央区九品寺５－７－１２ ○

74 熊本眼科医院 中央区九品寺２－２－１ ○

75 石原・伊牟田内科 中央区水前寺２－１９－８ ○

76 仁誠会クリニック新屋敷 中央区新屋敷１丁目１４－２ ○ ○

77 六反田内科・循環器科 南区島町４丁目１４－３０ ○ ○

78 柴田内科・柴田整形外科 中央区内坪井町２番５号 ○ ○

79 服部胃腸科 中央区新町２丁目１２－３５ ○ ○ ○

80 宮本内科小児科医院 中央区細工町４丁目２１番地 ○ ○ ○

81 小堀胃腸科外科 中央区黒髪２丁目３２番３号 ○ ○

82 稲葉内科医院 西区花園１丁目２０番６０号 ○ ○ ○ ○

83 上熊本内科 西区上熊本１丁目３－４ ○ ○ ○ ○

84 堀尾内科医院 西区河内町船津２９４５－１ ○ ○

85 東熊クリニック 東区戸島西三丁目７番１５号 ○

86 しみず整形外科内科クリニック 南区出仲間６丁目１１番１号 ○ ○

87 えず総合診療所 東区画図町重富５１０番１号 ○ ○ ○

88 外科内科　池田医院 中央区八王寺町１２－３１ ○ ○

89 熊本田崎クリニック 西区田崎２丁目５―３０ ○ ○ ○ ○

90 仁誠会クリニックながみね 東区戸島西２丁目３－１０ ○

91 大宮整形外科医院 南区南高江７－９－５２ ○ ○ ○ ○

92 アラキ整形外科 西区春日３丁目１番２０号 ○ ○

93 田代産婦人科医院 中央区大江４丁目５－５ ○

94 仁誠会クリニック黒髪 中央区黒髪６丁目２９－３７ ○ ○

95 森永上野胃・腸・肛門科 中央区坪井６丁目２２-１ ○ ○
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96 外間整形外科医院 西区上熊本２丁目１３－１２ ○ ○ ○

97 越山眼科医院 東区錦ヶ丘３２－２５ ○

98 上野クリニック 中央区本荘町６７１－１ ○ ○

99 村上クリニック 中央区迎町１丁目１－１３ ○

100 魚返クリニック 東区三郎２丁目１－１７ ○

101 ＡＲＴ女性クリニック 東区神水本町２５番１８号 ○ ○

102 福永耳鼻咽喉科医院 中央区新屋敷１－２１－７ ○

103 中嶋内科 北区硯川町１１３４ ○

104 くまもと令和クリニック 中央区新市街７－１７ ○

105 八木産婦人科医院 中央区水前寺１－１９－５ ○ ○ ○ ○

106 渡辺医院 東区画図町下無田１４６５－１ ○ ○ ○ ○

107 陸上自衛隊健軍駐とん地医務室 東区東町１－１－１ ○ ○

108 鶴田胃腸科内科医院 中央区坪井１丁目９－２６ ○ ○

109 良町ふくしまクリニック 南区良町４丁目１番８０号 ○ ○ ○

110 森川レディースクリニック 中央区水前寺６丁目３１－１ ○

111 ゆのはら産婦人科医院 中央区南熊本５－９－６ ○

112 末次内科 西区上高橋２丁目１３－６ ○ ○ ○ ○ ○

113 うちの産婦人科 南区八幡５丁目１０－１２ ○ ○ ○ ○

114 よしむら産婦人科皮ふ科クリニック 中央区子飼本町６－２０ ○ ○

115 うらさき檸檬助産院 東区江津１丁目１２-８ ○ ○ ○ ○ ○

116 夢眠ホスピタルくまもと 南区御幸笛田２丁目１５－６ ○ ○ ○ ○

117 水前寺とうや病院 中央区水前寺５丁目２－２２ ○

118 鶴田病院 東区保田窪本町１０－１１２ ○

119 医療法人　池田病院 北区打越町３６番４８号 ○

120 大腸肛門病センター高野病院 中央区大江３丁目２番５５号 ○

121 くまもと森都総合病院 中央区大江３丁目２番６５号 ○

122 ひかりテラス病院 南区城南町今吉野１０２０ ○

123 清田循環器科内科医院 東区沼山津３－６－３ ○

124 ひらやまクリニック 北区武蔵ヶ丘５丁目２３－７ ○

125 熊本バースクリニック 南区八幡５丁目１０-２３ ○ ○ ○ ○

126 中垣胃腸科医院 北区植木町植木８０番地 ○

127 えがみ小児科 北区楠８丁目１６－６３ ○

128 聖アンナレディスクリニック 中央区帯山４丁目２－８２ ○

129 みねとまクリニック 北区武蔵ヶ丘２丁目１－３０ ○

130 宇治歯科医院 中央区大江６-２５-２６ ○ ○ ○

【所管課：熊本市教育政策課】

131 碩台小学校 中央区井川淵町４番８号 ○

132 白川小学校 中央区新屋敷１丁目７番１３号 ○ ○

133 壺川小学校 中央区壺川１丁目４番５号 ○ ○ ○

134 城東小学校 中央区千葉城町５番１号 ○ ○

135 慶徳小学校 中央区山崎町７２番地 ○ ○ ○ ○

136 一新小学校 中央区新町３丁目１０番４５号 ○ ○ ○

137 五福小学校 中央区細工町２丁目２５番地 ○ ○ ○

138 向山小学校 中央区本山４丁目５番１１号 ○ ○

139 黒髪小学校 中央区黒髪２丁目２番１号 ○

140 本荘小学校 中央区本荘６丁目５番４７号 ○

141 春竹小学校 中央区琴平１丁目９番４３号 ○

142 古町小学校 西区二本木４丁目９番６５号 ○ ○ ○ ○ ○
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143 春日小学校 西区春日５丁目３番５号 ○ ○ ○ ○ ○

144 花園小学校 西区花園６丁目９番１５号 ○

145 池田小学校 西区池田１丁目２８番５号 ○

146 出水小学校 中央区出水１丁目１番７５号 ○ ○ ○

147 白坪小学校 西区蓮台寺４丁目４番１号 ○ ○ ○ ○ ○

148 画図小学校 東区下江津８丁目１番６号 ○ ○ ○ ○

149 日吉小学校 南区近見１丁目９番３０号 ○ ○

150 川尻小学校 南区川尻４丁目１番１号 ○ ○ ○ ○

151 力合小学校 南区刈草２丁目１０番１号 ○ ○ ○ ○

152 御幸小学校 南区御幸笛田７丁目１６番１号 ○ ○ ○

153 田迎小学校 南区出仲間８丁目３番３０号 ○ ○

154 高橋小学校 西区高橋町１丁目６番１号 ○ ○ ○ ○

155 池上小学校 西区池上町８５０番地 ○ ○ ○ ○

156 城山小学校 西区城山大塘１丁目２３番１号 ○ ○ ○ ○

157 秋津小学校 東区秋津３丁目９番２０号 ○

158 小島小学校 西区小島７丁目９番１号 ○ ○ ○ ○

159 中島小学校 西区中島町５３８番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

160 白山小学校 中央区菅原町９番１号 ○ ○ ○

161 尾ノ上小学校 東区尾ノ上２丁目８番１号 ○

162 月出小学校 東区月出６丁目２番４０号 ○ ○

163 出水南小学校 中央区出水４丁目１番１号 ○ ○ ○

164 健軍東小学校 東区東町４丁目１５番２号 ○

165 城南小学校 南区南高江４丁目２番７０号 ○ ○ ○ ○

166 田迎南小学校 南区田井島３丁目１２番１号 ○ ○ ○ ○

167 西里小学校 北区下硯川町１７８４番地 ○

168 芳野小学校 西区河内町野出１４１９番地 ○

169 河内小学校 西区河内町船津２５０５番地２ ○ ○ ○

170 飽田東小学校 南区砂原町１１５番地 ○ ○ ○

171 飽田南小学校 南区護藤町９９９番地 ○ ○ ○

172 飽田西小学校 南区並建町１００５番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

173 中緑小学校 南区美登里町８００番地 ○ ○ ○ ○ ○

174 銭塘小学校 南区銭塘町９９０番地 ○ ○ ○ ○ ○

175 奥古閑小学校 南区奥古閑町４０７２番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

176 川口小学校 南区川口町３０４５番地 ○ ○ ○ ○ ○

177 長嶺小学校 東区長嶺南７丁目２２番１号 ○

178 日吉東小学校 南区近見５丁目１番１号 ○ ○ ○

179 富合小学校 南区富合町清藤４７２番地 ○ ○ ○ ○ ○

180 杉上小学校 南区城南町永５０５番地１ ○ ○

181 菱形小学校 北区植木町円台寺１２４番地 ○

182 田迎西小学校 南区馬渡２丁目５番１号 ○ ○ ○

183 力合西小学校 南区荒尾１丁目１１番１号 ○ ○

184 出水中学校 中央区出水５丁目３番１号 ○ ○

185 白川中学校 中央区大江３丁目１番１２号 ○

186 藤園中学校 中央区千葉城町５番２号 ○ ○

187 花陵中学校 西区八島２丁目１４番１号 ○ ○ ○ ○ ○

188 城南中学校 南区八幡８丁目１番１号 ○ ○ ○

189 京陵中学校清水が丘分校 北区打越町３８番１号 ○

190 西山中学校 中央区島崎１丁目２７番１号 ○ ○ ○ ○
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191 江南中学校 中央区本山町７５番地 ○ ○

192 江原中学校 中央区琴平２丁目９番５９号 ○ ○

193 竜南中学校 中央区坪井４丁目１６番１号 ○ ○ ○

194 託麻中学校 南区出仲間６丁目４番１号 ○ ○

195 三和中学校 西区上高橋１丁目４番１号 ○ ○ ○ ○ ○

196 城西中学校 西区小島８丁目１７番１号 ○ ○ ○ ○ ○

197 東野中学校 東区東野３丁目６番５０号 ○ ○

198 東町中学校 東区東町４丁目１５番１号 ○

199 出水南中学校 中央区出水７丁目８６番１号 ○ ○ ○

200 井芹中学校 西区上熊本３丁目２７番１号 ○ ○ ○

201 河内中学校 西区河内町船津２４７０番地１ ○ ○ ○

202 飽田中学校 南区孫代町７２番地 ○ ○

203 天明中学校 南区奥古閑町２１４６番地１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

204 長嶺中学校 東区長嶺南７丁目２１番４０号 ○

205 力合中学校 南区島町５丁目８番１号 ○ ○ ○

206 龍田中学校 北区龍田７丁目８番１号 ○ ○

207 日吉中学校 南区近見５丁目５番１号 ○ ○ ○

208 富合中学校 南区富合町平原５６番地 ○ ○ ○ ○ ○

209 下益城城南中学校 南区城南町宮地１０２０番地１ ○

210 植木北中学校 北区植木町舟島４５５番地１ ○ ○ ○ ○

211 必由館高等学校 中央区坪井４丁目１５番１号 ○ ○ ○

212 千原台高等学校 西区島崎２丁目３７番１号 ○ ○ ○

213 碩台幼稚園 中央区南千反畑町１５番２３号 ○

214 一新幼稚園 中央区新町１丁目１０番３８号 ○ ○ ○

215 向山幼稚園 中央区本山４丁目５番２号 ○ ○

216 川尻幼稚園 南区川尻４丁目１番７０号 ○ ○ ○ ○

217 隈庄幼稚園 南区城南町宮地１００９番地 ○ ○ ○

218 平成さくら支援学校 南区平成２丁目２０番１号 ○ ○ ○

219 あおば支援学校 中央区千葉城町５番３号 ○ ○

220 総合ビジネス専門学校 西区上熊本３丁目２５番５号 ○ ○ ○

221 託麻原小学校 中央区渡鹿２丁目３番１号 ○

222 帯山小学校 中央区帯山４丁目１１番１１号 ○

223 東町小学校 東区東町３丁目３番１号 ○

224 帯山西小学校 中央区帯山１丁目２９番８号 ○

225 弓削小学校 北区弓削３丁目２０番１号 ○

226 山ノ内小学校 東区山ノ内４丁目１番１号 ○

227 西原中学校 東区保田窪４丁目９番１号 ○

228 武蔵中学校 北区武蔵ヶ丘４丁目１９番１号 ○

229 熊本五福幼稚園 中央区魚屋町１丁目９番地 ○ ○

【所管課：健康福祉政策課】

230 熊本市南部在宅福祉センター 南区日吉１丁目４−１５ ○ ○ ○

231 熊本市東部在宅福祉センター 東区健軍本町31番20号 ○

232 熊本市すこやか交流広場 南区御幸笛田８丁目1534番地１ ○ ○ ○ ○

【所管課：介護事業指導課】

233 ヴィラ・ながみね 東区長嶺南四丁目１２番６５号 ○

234 こぼり苑デイサービスセンター 南区護藤町１５８６番地 ○ ○ ○

235 社会福祉法人  聖母会  聖母の丘指定通所介護事業所 西区島崎六丁目１番２７号 ○ ○

236 三和荘通所介護事業所 西区城山大塘四丁目１番１５号 ○ ○ ○ ○
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237 リバーサイド熊本通所介護 西区河内町野出１９３６番地１ ○ ○

238 シルバー日吉デイサービスセンター 南区平成二丁目６番９号 ○ ○ ○

239 花みずき通所介護事業所 中央区出水七丁目９０番１号 ○ ○

240 みゆき園デイサービスセンター通所介護事業所 南区御幸笛田六丁目６番７１号 ○ ○ ○

241 ユーカリ苑デイサービスセンター 中央区黒髪五丁目２３番１号 ○

242 デイサービスセンターハーモニー 東区秋津町秋田１７１番地３ ○

243 デイサービスセンターなかよし 東区尾ノ上三丁目３番１号 ○ ○

244 デイサービスセンターなのはな 南区会富町１１２０番地 ○ ○

245 天寿園デイサービスセンター 南区奥古閑町４３７５番地１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

246 長寿の里デイサービスセンター 西区城山薬師二丁目１０番１０号 ○ ○ ○

247 秋津デイサービスセンター 東区秋津三丁目１７番１７号 ○

248 中央デイサービスセンター 中央区壺川二丁目３番８５号 ○ ○ ○

249 くまもとケアセンターそよ風 東区山ノ内三丁目９番２７号 ○ ○

250 デイサービスセンターヴィーヴルへいせい 南区田迎一丁目７番９号 ○ ○

251 生活リハビリ館 西区上代一丁目１９番１０号 ○ ○ ○ ○

252 デイサービスセンター すずめ 東区画図東一丁目８番４８号 ○ ○ ○ ○

253 インターケアデイサービスセンター 西区谷尾崎町９８５番地６ ○ ○ ○ ○

254 ヴィラ・九品寺 中央区九品寺三丁目９番３８号 ○ ○

255 デイサービスさんくす 南区南高江５丁目１-５６ ○ ○ ○ ○

256 リハビリケアセンター 中央区紺屋町二丁目２８番地 ○ ○

257 デイサービスセンターテラス江津湖 東区広木町６番１号 ○

258 三和苑デイサービスセンター 西区城山下代三丁目６番５号 ○ ○ ○

259 デイサービス刈草３丁目 南区刈草３丁目３番１５号 ○ ○ ○

260 デイサービス　ぽぽろ 中央区新大江一丁目９番２７号 ○ ○

261 ケアサポート　メロン 南区日吉二丁目３番地８４号 ○ ○ ○

262 ヒューマンライフケア細工町の湯
中央区細工町三丁目７番２号細工町ハイツ１
階

○ ○ ○ ○

263 ケアライフ春日デイサービスセンター 西区春日七丁目１６番１２号 ○ ○ ○

264 黒髪しょうぶ苑デイサービスセンター 中央区黒髪五丁目４番３０号 ○

265 デイサービスセンターみのりのさと 南区城南町六田５３５番地 ○ ○ ○ ○

266 笑みの樹デイサービスセンター 南区御幸笛田五丁目２番８号 ○ ○ ○

267 デイサービスおはな 中央区白山二丁目１１番１６号 ○ ○

268 リハビリテーション重視型デイサービスリハケアくまもと 南区幸田二丁目１番３２号 ○ ○ ○

269 マノリアル本荘通所介護 中央区本荘五丁目１０番２３号 ○

270 ケアサポートメロン３Ｒ 南区日吉二丁目３番８１号 ○ ○ ○

271 宮原温泉デイサービスだいち 北区植木町宮原３０６番地５ ○ ○

272 セントケア熊本せいら 東区下江津八丁目１０番１４号 ○ ○ ○ ○

273 リハビリデイみなみ 南区川尻四丁目４番２２号 ○ ○ ○

274 デイサービス　ヒルサイドガーデン大樹 南区城南町今吉野９８９番地 ○

275 リハビリテーション・スタジオ　ａｒｕｃｏ 東区新南部一丁目１番６１号 ○ ○

276 リハセンターみどりの樹　琴平 中央区琴平二丁目１番７号 ○

277 パピルス 西区横手五丁目４番１１号 ○ ○ ○

278 歩行リハビリセンター　ＨＯＫＯＲＵ　琴平 中央区琴平二丁目６番４４号 ○

279 リハスタジオ　Ａｓｍｏ 北区龍田町弓削６丁目２６番１号 ○

280 デイサービス　陽向　城南事業所 南区城南町下宮地９１８－２ ○ ○ ○

281 デイサービスセンター　みかんの花 西区池上町７７４番地 ○ ○ ○

282 デイサービスセンター昭和苑 北区植木町田底３３３ ○ ○

283 デイサービス　アルク 西区上代３丁目２番４５号 ○ ○ ○ ○

284 ヒルズ成城遊水公園デイサービスセンター 北区打越町４０番４６号 ○ ○ ○ ○
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285 デイサービスひこ 東区三郎二丁目２２番８号（１Ｆ） ○ ○

286
パナソニック　エイジフリーケアセンター上熊本・デイ
サービス

西区花園１丁目４番２号 ○ ○ ○

287 デイサービスぽぽろ八王寺 中央区八王寺町１２番３７号 ○ ○

288 ウェルフェア熊本　江津湖店 東区江津１丁目３０-１６ ○ ○ ○

289 デイサービスセンター　みかんの木 西区池上町５１６-１ ○ ○ ○ ○

290 エルダージム横手 西区横手４丁目１０-３３ ○ ○ ○ ○

291 Let’s リハ！近見店 南区日吉１-１-７ ○ ○ ○

292 デイサービスこころ 東区江津３丁目７-２９ ○ ○ ○

293 江津しょうぶ苑デイサービスセンター 東区画図町所島１０２３-１ ○ ○ ○ ○

294 つばき園デイサービスセンター 中央区本山３丁目５-１５ ○ ○

295 デイサービスセンターりんどう 中央区妙体寺町６番６号 ○

296 デイサービス５ 南区白藤２丁目５番１号 ○ ○ ○

297 ツクイ熊本坪井 中央区坪井６丁目３３－２０ ○ ○ ○

298 ツクイ熊本田井島 南区田井島２丁目１番６号 ○ ○

299 機能デイトレ 北区山室６丁目８－１ ○

300 リハビリテーション特化型デイサービス　Ｓｏｗａｋａ 東区月出２丁目４－４２ ○

301 フィットネスデイサービス流れ星 南区並建町５４９番地１ ○ ○ ○ ○ ○

302 デイサービス　ちひろ 南区良町５丁目１５番地２３号 ○ ○ ○

303 ケアサポートメロンＤＥＫＩＲＵ 南区日吉２丁目１４-１０ ○ ○ ○

304 生活リハビリテーション重視型デイサービス　四季彩
南区富合町南田尻４７１　グループホー
ムあゆみ

○ ○ ○ ○ ○

305 Ｌｅｔ’ｓヴォルリハ！熊本駅店
西区春日３丁目２４－１JR熊本春日北ビル２
階

○ ○

306 デイサービスセンター  ゆうとぴあ 南区富合町古閑９９４番地１ ○ ○ ○ ○ ○

307 祥麟館デイサービスセンター 南区城南町沈目１５１３番地 ○ ○

308 デイサービスセンターわらべ 南区富合町木原１４６０番地２ ○ ○ ○ ○ ○

309 デイサービス水前寺 中央区水前寺二丁目１９番８号 ○

310 水前寺しょうぶ苑 中央区水前寺三丁目１３番１０号 ○ ○

311 デイサービスセンター出水 中央区国府二丁目６番９１号 ○ ○ ○ ○

312 デイサービスあやめの里 中央区渡鹿五丁目１７番２６号 ○ ○

313 力合つくし庵デイサービスセンター 南区合志四丁目３番５０号 ○ ○ ○

314 デイサービスセンター創幸
中央区九品寺三丁目１７番２４号九品寺Ｍ・Ⅱビ
ル１階

○ ○

315 デイサービスこ・こ（Ｃo・Ｃo） 中央区坪井三丁目９番２７号 ○ ○

316 赤い実 中央区水前寺二丁目１８番１２号 ○

317 おとなの学校　花園校 西区花園２丁目１０番１６号 ○

318 てとて 北区西梶尾町３５１番地 ○

319 ほうむ熊本西 中央区島崎５丁目４-３２ ○ ○ ○

320 認知症高齢者グループホーム　銭塘アクア 南区銭塘町１１７０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

321 樹楽団らんの家白石 南区白石町６９８番地 ○ ○ ○

322 デイサービスセンター太陽 南区浜口町７６５番地３ ○ ○ ○ ○

323 デイサービス亀石別荘 西区池亀町１８番２４号 ○

324 デイサービスセンターファインテラス 西区島崎二丁目１１番１３号 ○ ○

325 デイサービスセンターゆるりの家・アクア 南区島町二丁目１３番６号 ○ ○

326 デイサービスセンター　和ごころ 西区八島２丁目４番１８号 ○ ○ ○ ○

327 デイサービス　フォーマルケア夢 南区御幸笛田２丁目２０番５６号 ○ ○ ○

328 デイサービス吾亦紅 南区良町５丁目１２番２８号 ○ ○ ○

329 上通りデイサービス 中央区南坪井町１番２９号高千穂荘１階 ○ ○

330 デイサービス　あい工房木村屋　新町店
中央区新町三丁目４番２号兵庫屋ビル２
階

○ ○ ○

331 デイサービス　グッドライフ熊本駅前 西区春日二丁目１番２４号 ○ ○ ○ ○

332 デイサービス　サペリア 中央区大江本町７番地９ビクトリアビル ○ ○
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333 デイサービス　サンフラワー 南区城南町隈庄４２２番地 ○ ○ ○ ○

334 エミタスデイサービス薬園町 中央区薬園町３番３２号 ○ ○

335 デイハウス　まきの木 南区城南町宮地１０４０番地 ○

336 デイサービス花スミレ 南区砂原町４４０番地４ ○ ○ ○

337 デイサービス土河原 南区土河原町１９９－１ ○ ○

338 デイサービスセンター流泳館 西区城山半田四丁目６番１８号 ○ ○ ○

339 小規模デイサービス　フクシア 南区良町五丁目１１番１２号 ○ ○ ○ ○

340 デイサービスななみ 南区富合町杉島１１２７番地 ○ ○ ○ ○ ○

341 デイサービスらくらく尾ノ上 東区尾ノ上１丁目８-１ ○

342 デイサービスかみくま 西区上熊本２丁目１５番２４号 ○ ○ ○

343 あじさいのもり九州 南区砂原町２００番地１ ○ ○

344 リハプライド・平成けやき通り 南区田迎５丁目１０－５ ○ ○

345 リハビリテーション強化型　デイサービスセンターあ・ふる～る 南区田井島３丁目３－１００ ○ ○ ○

346 デイサービスセンター元気もりもり 南区会富町８６－３ ○ ○

347 デイサービス　あいランド 中央区小沢町３８番地パティナ小沢町 ○ ○ ○

348 つなぐデイサービス 中央区出水７丁目５６－１２ ○ ○ ○

349 あさひデイサービスセンター御幸 南区御幸西一丁目１４番２３号 ○ ○ ○

350 Ｌｅｔ’ｓリハ！Iｎ ｔｈｅ ｍａｌｌ はません店
南区田井島１丁目２－１　ゆめタウン　はません
店

○ ○ ○ ○ ○

351 指定地域密着型通所介護　昭孝園 中央区薬園町１０-１７ ○ ○

352 新町フィットネスデイ 中央区新町３丁目８番１８号 ○ ○ ○

353 ゆほびか　デイサービスセンター 中央区国府１丁目３－１０ ○ ○ ○

354 早稲田イーライフ江津湖 中央区出水４－１５－２７ ○ ○ ○ ○ ○

355 Let´s　リハ！富合店 南区富合町清藤３８９ ○ ○ ○ ○ ○

356 ヒューマンライフケアあきつ
東区若葉２丁目１５番２５号モナーク秋津１
階

○ ○

357 Let´ｓリハ！神水店 東区健軍２-２-５ ○ ○

358 デイサービスセンターCocoa 東区新外２丁目１番１５号 ○

359 特養デイサービス琴平本町 中央区琴平本町１０-３２ ○ ○

360 おとなの学校　三郎校 中央区三郎１丁目１番８０号 ○ ○

361 デイサービスセンターまるもり 東区長嶺南四丁目１２－５ ○

362 リハライフ水前寺 中央区水前寺三丁目１２番１７号 ○

363 デイリハ　おもやい 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○

364 風流街もやい館　デイサービスセンター　五福 中央区細工町４-３４-１ ○ ○ ○ ○

365 デイサービスからいもさん 北区津浦町３０番５４号 ○ ○

366 海辺を歩けるデイサービス　ホームライフ 西区小島下町４５８９-１ ○ ○ ○ ○

367 永の郷デイサービスセンター 南区城南町永１２０９ ○ ○ ○

368 ディサービスくれよん 南区田井島２-２-１１６ ○ ○ ○

369 つなぐデイサービス渡瀬 中央区水前寺４丁目７－４０ ○

370 デイハウス　ほのか 中央区東京塚町５番４２－１号 ○

371 江津しょうぶ苑 東区画図町所島１０４０ ○ ○ ○ ○

372 デイサービスしんち 南区八分字町２９１８-１ ○ ○

373 デイサービスセンターなかよしパートⅡ 東区尾ノ上三丁目３番１号 ○ ○

374 青翔苑デイサービスセンター 西区島崎２丁目２１-１０ ○ ○ ○

375 認知症デイサービスセンター　青明 中央区渡鹿五丁目１番３７号 ○ ○

376 デイサービス　あん堵 西区池上町１１３９番地４ ○ ○

377 江津しょうぶ苑　グループホーム　認知症デイサービス 東区画図町所島１０４０番地 ○ ○ ○ ○

378 デイサービス今町ホーム 南区今町６７９番地１ ○ ○ ○ ○

379 ケアサポート　メロン３Ｒ 南区日吉二丁目３番８１号 ○ ○ ○

380 黒髪しょうぶ苑 中央区黒髪五丁目４番３０号 ○
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381 グッドスマイル　いずみの里　デイサービスセンター
中央区出水五丁目１１番３８号出水ガーデンハイ
ツ２棟１階

○ ○ ○

382 グループホーム　ヒューマンケア富合 南区富合町廻江８２９番地１ ○ ○ ○ ○ ○

383 デイサービスセンター　昭和 東区尾ノ上三丁目３番１０７号 ○ ○

384 デイサービス　オハナ 西区松尾２丁目２６－３３ ○ ○ ○ ○

385 そよ風エミテラス　くまもと 東区山ノ内３丁目９番２７号 ○ ○

386 グループホーム  三和の邑 西区城山大塘町四丁目１番１５号 ○ ○ ○ ○

387 グループホーム  あおばの家 西区島崎２－２９－５ ○ ○ ○

388 グループホーム萌 南区会富町１１２０番地 ○ ○ ○ ○ ○

389 グループホーム出水 中央区国府２丁目６番９１号 ○ ○ ○ ○

390 たんぽぽ 北区植木町宮原１７７番地 ○ ○

391 グループホーム　ほたる家 西区河内町野出１９３６番地１ ○ ○

392 グループホーム　虹の家 南区奥古閑町４２９６番地１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

393 江津しょうぶ苑グループホーム 東区画図町大字所島１０４０番地 ○ ○ ○ ○

394 グループホーム　ヴィーヴル 南区田迎１－７－２０ ○

395 グループホーム　こ・こ（Ｃｏ･Ｃｏ） 中央区坪井３丁目９番２７号 ○ ○

396 グループホーム　ひばり 南区南高江一丁目３番４６号 ○ ○ ○ ○

397 はなぞのケアセンター　グループホーム 西区花園７丁目２５番２３号 ○ ○

398 鈴の音 中央区国府１丁目３番１５号 ○ ○ ○

399 グループホーム響き 北区室園町１０番６７号 ○ ○ ○

400 グループホームレクエルド　のなか 西区野中三丁目７番２７号 ○ ○ ○ ○

401 グループホームほがらか 南区御幸笛田六丁目６番８８号 ○ ○ ○

402 黒髪しょうぶ苑グループホーム 中央区黒髪五丁目４番３０号 ○

403 グループホーム　こせん 中央区壺川二丁目３番７０号 ○ ○ ○

404 ほのぼの 西区河内町白浜イ２２３８番地 ○ ○

405 グループホーム　はけのみや 北区山室四丁目９番３０号 ○ ○ ○

406 グループホーム昭和 東区尾ノ上三丁目３番１０７号 ○ ○

407 グループホーム城南スマイル 南区城南町下宮地３９７番地２ ○ ○

408 グループホーム　グッドライフ熊本駅前 西区春日二丁目１番２４号 ○ ○ ○ ○

409 グループホーム　おりがえ 南区合志四丁目３番６０号 ○ ○ ○

410 認知症高齢者グループホーム　アクア 南区八分字町２２番地１ ○ ○

411 グループホーム聖母の丘 西区島崎六丁目１番２７号 ○ ○

412 グループホームハーモニー 東区秋津町秋田１７１番地２ ○

413 グループホーム画図こもれび 東区画図町所島２０５番地６ ○ ○ ○

414 グループホーム　聖徳苑 西区中原町５０４番地３ ○ ○

415 グループホーム八景水谷 北区八景水谷一丁目５番１号 ○

416 認知症対応型共同生活介護　ステラの風 南区並建町７５８ ○ ○ ○ ○ ○

417 グループホーム　響き　上代 西区城山上代町６０－１ ○ ○ ○ ○ ○

418 グループホーム　クオン 西区二本木５丁目２番１０号 ○ ○ ○ ○ ○

419 グループホームもねろ 南区富合町菰江２４６番地１ ○ ○ ○ ○

420 グッドスマイル　イズミノソラ　グループホーム 中央区出水七丁目９４番２０号 ○ ○ ○ ○

421 グループホーム　潤 西区戸坂町２３番３１号 ○ ○ ○ ○

422 グループホーム　夢眠くまもとにし 西区城山下代三丁目２番６号 ○ ○ ○

423 風流街もやい館　グループホーム　五福 中央区細工町４-３４-１ ○ ○ ○ ○

424 グループホーム永の郷 南区城南町永１２０９ ○ ○ ○

425 グループホーム　道標 南区中無田町６４９番地５ ○ ○ ○ ○

426 特別養護老人ホーム  みゆき園 南区御幸笛田６－６－７１ ○ ○ ○

427 特別養護老人ホーム  天寿園 南区奥古閑町４３７５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

428
小規模型ユニット型介護老人福祉施設  リデルホーム黒
髪

中央区黒髪５丁目２３番１号 ○
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429 特別養護老人ホーム  シルバー日吉 南区平成２－６－９ ○ ○ ○

430 特別養護老人ホーム  三和荘 西区城山大塘４丁目１番１５号 ○ ○ ○

431 特別養護老人ホーム  リバーサイド熊本 西区河内町野出１９３６－１ ○ ○

432 特別養護老人ホーム  聖母の丘 西区島崎６－１－２７ ○ ○

433 特別養護老人ホーム  ヴィラ・ながみね 東区長嶺南四丁目１２番６５号 ○

434 特別養護老人ホーム  こぼり苑 南区護藤町１５８６ ○ ○ ○

435 特別養護老人ホーム  花みずき 中央区出水７丁目９０番１号 ○ ○ ○

436 特別養護老人ホーム  ハーモニー 東区秋津町秋田１７１－３ ○

437 特別養護老人ホーム力合つくし庵 南区合志４丁目３番５０号 ○ ○ ○

438 特別養護老人ホーム　川尻ヒルズ 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○

439 特別養護老人ホーム　グッドライフ熊本駅前 西区春日２丁目１番２４号 ○ ○ ○ ○

440 特別養護老人ホーム　輝祥苑 西区戸坂町２３番３５号 ○ ○ ○ ○

441 特別養護老人ホーム　画図重富苑 東区画図町重富９６８番 ○ ○ ○

442 特別養護老人ホーム　琴平本町 中央区琴平本町１０番３２号 ○ ○

443 特別養護老人ホーム  祥麟館 南区城南町沈目１５１３ ○ ○

444 特別養護老人ホーム  ゆうとぴあ 南区富合町古閑９９４－１ ○ ○ ○ ○ ○

445 おとなの学校　八角堂校 西区花園２丁目１０番１６号 ○

446 向山つくし庵 中央区本山１丁目６番１７号 ○ ○

447 特別養護老人ホーム　上熊本苑 西区上熊本３丁目１２番２４号 ○ ○ ○ ○

448 特別養護老人ホーム　みゆき東館 南区御幸笛田６丁目６番７１号 ○ ○ ○

449
地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド熊本ユニッ
トホーム

西区河内町野出１９３６-１ ○ ○

450 特別養護老人ホーム　天寿園　青葉 南区奥古閑町４３７５番１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

451 地域密着型特別養護老人ホーム　天寿園ＮｅＯ 南区奥古閑町４３４５番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

452 地域密着型特別養護老人ホーム　かわしり御蔵 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○ ○

453 特別養護老人ホーム　小島苑 西区小島５丁目１５番４５号 ○ ○ ○ ○

454 指定短期入所生活介護事業所　ヴィラ・ながみね 東区長嶺南四丁目１２番６５号 ○

455 リバーサイド熊本短期入所生活介護 西区河内町野出１９３６番地１ ○ ○

456 こぼり苑短期入所生活介護事業所 南区護藤町１５８６番地 ○ ○ ○

457 ショートステイハーモニー 東区秋津町秋田１７１番地３ ○

458 みゆき園短期入所生活介護事業所 南区御幸笛田六丁目６番７１号 ○ ○ ○

459 介護付き有料老人ホーム　ローズヴィラマツモト 南区野田二丁目３１番６号 ○ ○ ○ ○

460 天寿園ショートステイ「ふれんど」 南区奥古閑町４３７５番１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

461 シルバー日吉ショートステイサービス 南区平成二丁目６番９号 ○ ○ ○

462 花みずき短期入所生活介護事業所 中央区出水七丁目９０番１号 ○ ○

463 三和荘短期入所生活介護事業所 西区城山大塘四丁目１番１５号 ○ ○ ○ ○

464
社会福祉法人聖母会聖母の丘指定短期入所生活介護事業
所

西区島崎六丁目１番２７号 ○ ○

465 力合つくし庵 南区合志４丁目３番５０号 ○ ○ ○

466 短期入所生活介護事業所　上熊本苑 西区上熊本３丁目１２番２４号 ○ ○ ○ ○

467 みゆき東館　短期入所生活介護事業所 南区御幸笛田６丁目６番７１号 ○ ○ ○

468 短期入所生活介護　川尻ヒルズ 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○

469 ショートステイ　グッドライフ熊本駅前 西区春日２丁目１番２４号 ○ ○ ○ ○

470 リバーサイド熊本　ユニットホーム　短期入所生活介護 西区河内町野出１９３６-１ ○ ○

471 くまもと龍田翔裕園 北区弓削６丁目６番３１号 ○ ○ ○

472 短期入所生活介護事業所　輝祥苑 西区戸坂町２３番３５号 ○ ○ ○ ○

473 画図重富苑ショートステイ 東区画図町重富９６８番 ○ ○ ○

474 短期入所生活介護　かわしり御蔵 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○ ○

475 短期入所生活介護事業所　小島苑 西区小島５丁目１５番４５号 ○ ○ ○ ○

476 祥麟館ショートステイ 南区城南町沈目１５１３番地 ○ ○
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477 ショートステイゆうとぴあ 南区富合町古閑９９４番地１ ○ ○ ○ ○ ○

478 ファインテラスせいじの 西区島崎２丁目１１-１３ ○ ○

479 ココファン神水 中央区神水本町１３－１ ○

480 はっぴぃはうす弐番館 東区尾ノ上４丁目１１番８３号 ○

481 高齢者複合支援施設　八景水谷昭和館 北区山室４丁目９-３０ ○ ○ ○

482 サービス付き高齢者向け住宅　ブロッサムはません 南区田迎４丁目９-１６ ○ ○

483 サンセリテ月出 東区月出２丁目４-２３ ○

484 ヒルサイドガーデン大樹 南区城南町今吉野９８９番地 ○

485 愛莉園・力合 南区刈草３丁目３番１５号 ○ ○ ○

486 西山の里　和 西区島崎２丁目１８番６４号 ○ ○ ○

487 あんのんらく 西区横手５丁目４-１５ ○ ○ ○

488 寿楽の里　輝 西区横手５丁目４-１３ ○ ○

489 サービス付き高齢者向け住宅　夢眠くまもとにし 西区城山大塘１丁目２４-８ ○ ○ ○ ○

490 吉祥苑　新外 東区新外２丁目１-１５ ○

491 ココファン水前寺 中央区出水１丁目８-２０ ○ ○ ○

492 サービス付き高齢者住宅　杉上 南区城南町高１０９９-３ ○ ○ ○

493 生活リハビリ村 西区上代１丁目１９番１５号 ○ ○ ○ ○ ○

494 サービス付き高齢者向け住宅　福朗 中央区新町１丁目７番９-１ ○ ○ ○

495 パピルス横手 西区横手５丁目４番１１号 ○ ○ ○

496
サービス付き高齢者向け住宅（特定施設）ホスピタウンハウ
ス

南区富合町古閑１０１２番地 ○ ○ ○ ○ ○

497 サンシティハウス 南区御幸笛田３丁目１７-１０ ○ ○ ○ ○

498 ココファン尾ノ上 東区尾ノ上１丁目２５-３０ ○

499 ほくと 西区八島２丁目１３番３９号 ○ ○ ○ ○

500 八王寺の杜 中央区国府３丁目１９-４２ ○ ○ ○

501 なでしこガーデン上熊本 西区上熊本２丁目１５-２４ ○ ○ ○

502 ココファン水前寺公園 中央区水前寺１丁目２４-１ ○ ○ ○

503 ココファン新町 中央区新町１丁目１０-３０ ○ ○ ○

504 ゆほびか水前寺 中央区国府１丁目３-１０ ○ ○ ○

505 サービス付き高齢者向け住宅　くまのしょう 南区城南町下宮地７２２-６ ○ ○

506 ぽぽろハウス 中央区八王寺町１２番３７号 ○ ○

507 ココファン藤崎の杜 中央区井川淵町２-１２ ○ ○

508 サン　あさひの 北区室園町８番１０号 ○ ○

509 サービス付き高齢者住宅・ハピネス 西区島崎２丁目１５-５ ○ ○

510 シニアマンションユートピア熊本 東区秋津１丁目１-８ ○ ○

511 ローズヴィラマツモト 南区野田２丁目３１-６ ○ ○ ○ ○

512 グランガーデン熊本 中央区城東町４-７ ○ ○ ○

513 特定施設入居者生活介護　すずめ 東区画図東１丁目８-４８ ○ ○ ○ ○

514 有料老人ホーム　ヴィーヴル 南区田迎１-７-２０ ○

515 住宅型有料老人ホームシルバーハウス爽苑 東区画図町重富２０４ ○ ○ ○

516 清祥庵 中央区萩原町９-５２ ○

517 ケアホーム創幸
中央区九品寺３丁目１７-２４九品寺Ｍ・
Ⅱビル２階

○ ○

518 水前寺有料老人ホーム 中央区国府１丁目３-１５（３階部分） ○ ○ ○

519 ホームホスピスあん堵 西区池上町１１３９-４ ○ ○

520 ホスピタルメントさくら西館 南区御幸木部１丁目１番１号 ○ ○ ○

521 山みずき 南区富合町木原１４６１番地１ ○ ○ ○ ○ ○

522 彩 南区富合町廻江５９９-１ ○ ○ ○ ○ ○

523 青い鳥・ミチルの家 南区御幸笛田１丁目２-１７ ○ ○ ○ ○

524 インターケア・シニアレジデンス上松尾 西区松尾１丁目７-３２ ○ ○ ○ ○
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525 有料老人ホームケアライフ春日 西区春日７丁目１６-１２ ○ ○ ○

526 黒髪しょうぶ苑介護付有料老人ホーム 中央区黒髪５丁目４番３０号 ○

527 介護付有料老人ホーム　稔の里 南区城南町六田５３５番地 ○ ○ ○ ○

528 介護付有料老人ホーム　のどか園 南区富合町榎津４９２番地１ ○ ○ ○ ○ ○

529 有料老人ホーム　江南の杜 中央区本山１丁目５番２０号 ○

530 住宅型有料老人ホーム　おはな 中央区白山２丁目１１番１６号 ○

531 介護付有料老人ホーム　ヒルサイドガーデン　山吹 南区城南町今吉野９８９番地 ○

532 ケアホーム　みやび苑 南区八幡８丁目４-２０ ○ ○ ○

533 有料老人ホーム　はふじ 南区八分字町２９１８-１ ○ ○

534 江津しょうぶ苑介護付有料老人ホーム 東区画図町所島１０３９番地 ○ ○ ○ ○

535 ループたつだ 北区龍田１丁目２番１０号 ○

536 有料老人ホーム高齢者住宅ひかり花園館 西区花園５丁目１１-１６ ○ ○ ○

537 住宅型有料老人ホームマノリアル本荘 中央区本荘五丁目１０番２３号 ○

538 ニチイケアセンター熊本飽田東 南区八分字町４９-１ ○ ○

539 ホスピタルメント桜十字 南区御幸笛田７丁目１３番２１号 ○ ○ ○

540 フォーマルケア　夢 南区御幸笛田２丁目２０番５６号 ○ ○ ○

541 ルームス・富合 南区富合町新４２７番地２ ○ ○ ○ ○ ○

542 ルームス・鶴羽田 北区鶴羽田町１０４０番地 ○

543 むつみ・近見 南区近見８丁目１３番８８号 ○ ○ ○ ○

544 ホスピタルメントさくら東館 南区御幸笛田７丁目１５番３号 ○ ○ ○

545 湧水の郷　壱番館 東区江津３丁目７番２９号 ○ ○ ○ ○

546 住宅型有料老人ホーム　ハーベストライフ 南区城南町六田５３９番地１ ○ ○ ○

547 介護付有料老人ホーム　ヴィラ・九品寺 中央区九品寺３丁目９番３号 ○ ○

548 陽向のおうち 南区城南町下宮地９１８-１ ○ ○ ○ ○ ○

549 幸ハウス野中 西区野中３丁目３番２０号 ○ ○ ○ ○ ○

550 介護付き有料老人ホーム川尻ヒルズ 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○

551 有料老人ホーム　東宮 東区尾ノ上３丁目１番３４号 ○

552 有料老人ホーム　メディケアホーム　ヒルズ成城 北区飛田４丁目５-２０ ○ ○

553 木彩（きいろ） 西区松尾２丁目２２番３４号 ○ ○ ○ ○

554 エミタスガーデン薬園町 中央区薬園町３－３３ ○ ○

555 レジデンス北熊本 北区飛田四丁目３番８１号 ○

556 住宅型有料老人ホーム　ななみ 南区富合町杉島１１２７番地 ○ ○ ○

557 ケアホーム蓮台寺 西区蓮台寺３丁目４番５号 ○ ○

558 有料老人ホーム　ひかり 西区池上町７７４番地 ○ ○ ○

559 住宅型有料老人ホーム　ケアホーム三郎一丁目 東区三郎１丁目１０番１８号 ○

560 有料老人ホームてる照２ 南区八分字町２６５６ ○ ○

561 有料老人ホーム赤とんぼ長嶺 東区長嶺南６丁目２５-９７ ○

562 住宅型有料老人ホーム　大瑠璃 東区画図東１丁目１１番１５号 ○ ○ ○ ○

563 住宅型有料老人ホーム　ケアホーム暖家～花梨館 西区二本木２丁目６-６ ○ ○ ○ ○

564
有料老人ホーム　メディケアホーム　ヒルズ成城　遊水
公園

北区打越４０-４６番地 ○ ○ ○ ○

565 住宅型有料老人ホーム　ピュアート良町 南区良町５丁目１５番２２号 ○ ○ ○ ○

566 有料老人ホーム　樹希 南区富合町清藤４２４－１ ○ ○ ○ ○ ○

567 有料老人ホーム　ぷらす御幸笛田 南区御幸笛田１丁目２－１４６ ○ ○ ○

568 メディケアホーム　ヒルズ成城　上代 西区城山上代町６０番１ ○ ○ ○ ○ ○

569 有料老人ホーム　リユニオン田崎 西区田崎２丁目５番３１号 ○ ○ ○ ○

570 福寿庵 南区田迎２丁目１４番１号 ○ ○

571 有料老人ホームつばき園 中央区本山３丁目５番１５号 ○ ○

572 セカンドライフななみ 南区富合町杉島１１５２-１ ○ ○ ○
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573
メディケアホーム
ヒルズ成城α　室園

北区室園町１０番１４号 ○ ○ ○

574 住宅型有料老人ホームリビングケアあきたの杜 南区砂原町４６１番地 ○ ○ ○

575 住宅型有料老人ホーム湧水の郷　弐番館 東区江津３丁目７番３０号 ○ ○ ○ ○ ○

576 城南陽気ホーム 南区城南町下宮地５９２－１ ○ ○

577 住宅型有料老人ホーム桜テラス 南区南高江５丁目１－５６ ○ ○ ○ ○ ○

578 住宅型有料老人ホームてる照 南区富合町小岩瀬字天神免２１６－１ ○ ○ ○ ○

579 有料老人ホームりんどう 中央区妙体寺町６番６号 ○ ○

580 介護付有料老人ホーム　夢眠くまもとみなみ 南区御幸西３丁目９番３６号 ○ ○ ○ ○ ○

581 有料老人ホーム　メディケア癒やしDX京町台 西区津浦町４番１３号 ○ ○

582 高齢者介護施設　ケアホーム八王寺通り 中央区国府三丁目２７番３０号 ○

583 介護付き有料老人ホーム　和らく 南区御幸笛田町１２０２番地 ○ ○ ○

584 はっぴぃはうす 東区三郎１丁目１１番１１号 ○

585 有料老人ホーム　木春熊本東 中央区三郎一丁目６－１３ ○

586 ケアサポートメロンほーむ 南区日吉二丁目１４番１０号 ○ ○ ○

587 住宅型有料老人ホーム　湧水の郷　参番館 東区江津三丁目７－３３ ○ ○ ○ ○ ○

588 小春ケアパークそよ風 南区島町２丁目１８番３６号 ○ ○ ○

589 有料老人ホームみのりの家 南区城南町永１２００ ○ ○ ○

590 夢眠くまもとにし２号館おしま 西区小島９丁目１番４０号 ○ ○ ○ ○ ○

591 夢眠くまもとにし２号館 西区小島９丁目１番５０号 ○ ○ ○ ○ ○

592 住宅型有料老人ホーム　愛の郷 南区城南町東阿高１６４４番地 ○

593 メディケア癒やし花園 西区花園一丁目１２番８号 ○ ○ ○ ○

594 メディケア癒やしDX長嶺 東区長嶺東２丁目１４－３８ ○ ○

595 プライマリケアホームひゅうが熊本はません 南区田迎３丁目１１番１８号 ○ ○

596 メディカル・リハビリホームグランダ水前寺 中央区白山１丁目１番１１号 ○ ○ ○ ○

597 介護医療院　心ほか 東区新外３丁目９番１号 ○

598 介護医療院　ゆずりは 南区城南町高１０９９番地 ○ ○ ○

599 悠愛病院　介護医療院 東区画図町下無田１１３９番地 ○ ○ ○

600 介護医療院　あきた 南区会富町１１２０ ○ ○ ○ ○ ○

601 末次介護医療院 西区上高橋２丁目１３番６号 ○ ○ ○ ○ ○

602 介護医療院せいじの 西区島崎２丁目２２－１５ ○ ○ ○

603 小林病院　介護医療院 南区城南町隈庄５７４番地 ○ ○

604 みこころ介護医療院 西区上熊本２－１１－２４ ○ ○ ○ ○

605 表参道吉田病院介護医療院 中央区北千反畑町２番５号 ○

606 くまもと成城介護医療院 北区室園町１０番１７号 ○ ○ ○

607 九州記念病院　介護医療院 中央区水前寺公園３番３８号 ○ ○ ○ ○

608 介護老人保健施設  ケアセンター赤とんぼ 東区戸島西二丁目３番１０号 ○

609 介護老人保健施設  清雅苑 北区山室６－８－１ ○

610 介護老人保健施設  青翔苑 西区島崎２－２１－１０ ○ ○ ○

611 介護老人保健施設  南楓苑 中央区南熊本二丁目１１番１号 ○ ○

612 介護老人保健施設  湧心苑 中央区出水４－１５－３０ ○ ○ ○

613 介護老人保健施設  ぼたん園 南区御幸笛田六丁目８番１号 ○ ○ ○

614 介護老人保健施設  白藤苑 南区白藤白藤５丁目１番１号 ○ ○ ○

615 介護老人保健施設  のぞみ 中央区本荘３－７－１８ ○

616 老人保健施設  フォレスト熊本 中央区渡鹿五丁目１番３７号 ○ ○

617 介護老人保健施設  なすび園 西区沖新町３３５３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

618 介護老人保健施設 なでしこ 中央区北千反畑町２番５号 ○

619
介護老人保健施設　高齢者支援センター　コスモピア熊
本

東区尾ノ上１丁目３番１２号 ○

620
介護老人保健施設　総合ケアセンター　第二コスモピア
熊本

東区尾ノ上１丁目８番８号 ○
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621 介護老人保健施設　レ・ハビリス桜十字熊本東 東区三郎１丁目１２番３０号 ○

622 介護老人保健施設  光乃里 南区城南町今吉野１０２０ ○ ○

623 江津しょうぶ苑　小規模多機能ホーム 東区画図町所島１０４０番地 ○ ○ ○ ○

624 小規模多機能ハウス　ほがらか 南区御幸笛田６丁目６番８８号 ○ ○ ○

625 セントケア看護小規模おぜき
東区新南部１丁目２番１２号 みなみグ
ローバルコミュニティセンター内

○ ○ ○

626 はなぞのケアセンター　小規模多機能ホーム 西区花園７丁目２５番２３号 ○ ○

627 黒髪しょうぶ苑小規模多機能ホーム 中央区黒髪５丁目４-３０ ○

628 小規模多機能ホーム　はけのみや 北区山室４丁目９番３０号 ○ ○ ○

629
小規模多機能型居宅介護事業所　ヒルサイドガーデン
ひなぎく

南区城南町今吉野９８９番地 ○

630 小規模多機能ホーム　おひさま 中央区世安町３９７－２ ○

631 小規模多機能型居宅介護事業所　上熊本苑 西区上熊本３丁目１２番２３号 ○ ○ ○ ○

632 小規模多機能型居宅介護事業所　水前寺きらら 中央区水前寺１丁目１１番２２号 ○ ○ ○

633 小規模多機能型居宅介護事業所　ヴィラ・九品寺 中央区九品寺３丁目９番５号 ○ ○

634 小規模多機能型居宅介護施設　もねろ 南区富合町菰江２４５番地 ○ ○ ○ ○

635 銀座通りハウス 中央区中央街５番３ ○

636 小規模多機能ホーム　アクア 南区八分字町１９番地 ○ ○

637 小規模多機能型居宅介護事業所　楽しい家飽田南 南区護藤町１５９９ ○ ○ ○

638 小規模多機能ホーム赤とんぼ長嶺 東区長嶺南６丁目２５-９７ ○

639 小規模多機能型居宅介護事業所　かがやき 西区戸坂町２３番３５号 ○ ○ ○ ○

640 小規模多機能型居宅介護　くまのしょう 南区城南町下宮地７２２番地６ ○ ○

641 小規模多機能型居宅介護事業所ゆう 中央区黒髪６丁目７番７号 ○

642 小規模多機能型居宅介護事業所　道標 南区中無田町御供田６４９－１ ○ ○ ○ ○

643 小規模多機能型居宅介護　夢眠くまもとにし 西区城山大塘１丁目２２番１１号 ○ ○ ○ ○

644 小規模多機能型居宅介護よかひより 南区富合町廻江５９９－１ ○ ○ ○ ○ ○

645 看護小規模多機能型居宅介護事業所　とりい 南区薄場１丁目１０番２８号 ○ ○

646 看護小規模多機能型居宅介護事業所　八王寺の杜 中央区国府３丁目１９－４２ ○ ○ ○

647 丸ごとセンター月出 東区月出8丁目3－151 ○ ○

648 さくらの苑デイサービスセンター 西区松尾町近津1361番地 ○ ○

649 グループホーム　さくらの里 西区松尾町近津１３６４番地 ○ ○

650 グループホーム　ひまわりの里 西区松尾町近津１３５９番地 ○ ○

651 特別養護老人ホーム　さくらの苑 西区松尾町近津１３６１番地 ○ ○

652 さくらの苑短期入所生活介護事業所 西区松尾町近津１３６１番地 ○ ○

653 介護老人保健施設　葵の森 西区松尾町近津１４８０番地 ○ ○

654 ニチイケアセンター保田窪 東区保田窪４丁目１０番６８号 ○

655 デイサービス錦ヶ丘 東区錦ケ丘２６番１１号 ○

656 デイサービスむさしの 北区武蔵ケ丘二丁目２０番６号 ○

657 くるみの村 東区渡鹿八丁目１番７０号 ○

658 Let’s リハ！　in the mall　サンピアン店 東区上南部２丁目２－２ゆめタウン　サ
ンピアン　３階

○

659 デイサービスセンター　せせらぎ 東区八反田３-２３-１３ ○ ○

660 デイサービスセンター花あかり 東区長嶺南１丁目１－１１０ ○

661 あおぞらの里　西原デイサービスセンター 東区西原２丁目３５番４１号 ○

662 デイサービス長嶺南 東区長嶺南６丁目９番３３号 ○

663 シルバーピア東町デイサービスセンター 東区東町３丁目６番 ○

664 リハライフ武蔵ヶ丘 北区武蔵ケ丘五丁目２番２４号 ○

665 Ｌｅｔ’ｓリハ！熊本中央店 中央区本荘６-１７-２１ ○ ○

666 デイサービス夢眠おしま 西区小島９-１-５０ ○ ○ ○ ○

667 御領ケアセンター 東区御領一丁目３番４３号 ○

668 リノクプナ紅い華 南区元三町３丁目２番１３号 ○ ○ ○
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669 風の木苑デイサービスセンター 東区西原一丁目１１番６３号 ○

670 デイサービスらくらく八反田 東区八反田三丁目７番８号 ○ ○

671 かたーれデイサービスえず 東区下江津６丁目１０－３０ ○ ○ ○ ○

672 デイサービス　たいじゅ 北区下硯川２１１１-３フェリーチェ進栄
１階

○

673 Ｌｅｔ’ｓリハ！Iｎ ｔｈｅ ｍａｌｌ はません店 南区田井島１丁目２－１　ゆめタウン
はません店

○ ○ ○ ○

674 デイサービス　幸の家 中央区帯山７丁目９番６９号 ○

675 通所介護事業所つるのはら 北区梶尾町１７７９番７ ○

676 リハビリケアセンター　すまいる　新地 北区清水新地１－５－８ ○

677 デイサービス　ワンステップ 東区長嶺東８丁目１２番１２号 ○

678 デイサービス　ぽかぽかの家 北区鹿子木町１９６ ○

679 Let’sリハ！ シュロアモール長嶺店 東区長嶺西１－５－１ ○

680 デイサービスセンター　小島苑 西区小島５丁目１５－４５ ○ ○ ○

681 デイサービス　みんなのいえ 北区植木町舞尾字石佛５９７－１ ○

682 いこいいこ 南区川口町２１１８-４ ○ ○ ○ ○ ○

683 Care Station SOWAKA長嶺 東区長嶺東４丁目１５-３３ ○ ○

684 デイサービス　すこあ 北区龍田９-１-８４ ○

685 笑顔の広場水前寺 中央区水前寺５丁目１８－１３フレール
水前寺１Ｆ

○

686 デイ　木乃庭 西区中原町１２８０ ○

687 共用型デイサービス　はるの里 南区城南町舞原２５３番地１ ○

688 あやの里デイサービスセンター 東区山ノ内二丁目１-４ ○

689 グループホームにれのき荘 北区龍田四丁目１２番２２号 ○

690 グループホーム やすらぎの郷 たつだ 北区弓削一丁目８番４７号 ○

691 グループホーム錦ヶ丘 東区錦ケ丘２６番１１号 ○

692 グループホーム　あそうだ 北区麻生田二丁目５番４１号 ○

693 ほのぼの 西区河内町白浜イ２２３８番地 ○

694 グループホームあそうだⅡ 北区麻生田２丁目５番４５号 ○

695 特別養護老人ホームさくらの苑 西区松尾町近津１３６１番地 ○ ○

696 地域密着型介護老人福祉施設　風の木苑 東区西原一丁目１１番６３号 ○

697 地域密着型介護老人福祉施設　はるの里 南区城南町舞原２５３番地１ ○

698 特別養護老人ホームつるのはら 北区梶尾町１７７９番７ ○

699 風の木苑 東区西原一丁目１１番６３号 ○

700 はるの里　短期入所生活介護事業所 南区城南町舞原２５３番地１ ○

701 短期入所生活介護事業所つるのはら 北区梶尾町１７７９番７ ○

702  ふくろうの森和み館 東区長嶺西１丁目６-９３ ○

703 夢眠くまもとにし 西区城山大塘１丁目２４-８ ○ ○ ○ ○

704 特定施設入居者生活介護事業所　安穏の里 北区植木町滴水２１２ ○

705 ココファン麻生田 北区麻生田１-５-２６ ○

706 ココファン上水前寺 中央区上水前寺１丁目１０-７ ○

707 住宅型有料老人ホーム  シルバーハウス爽苑 東区画図町重富２０４ ○ ○ ○

708 有料老人ホーム　ひなたの家保田窪事業所 東区保田窪本町２１-３２ ○

709 赤とんぼ　黒髪 中央区黒髪６丁目２９番３７号 ○ ○

710 シルバーハウス爽苑２番館 中央区萩原町９番１０号 ○

711 住宅型有料老人ホームケアホーム田原坂 北区植木町一木５８２番地１ ○

712 住宅型有料老人ホーム御領庵 東区御領１丁目３番４６号 ○

713 ケアサポートメロン３R 南区日吉２丁目３番８１号 ○ ○ ○

714 レガロアコンフォート熊本 南区田迎３丁目６-２５ ○

715 幸の家 中央区帯山７丁目９番６９号 ○

716 生活リハビリ村　有料老人ホーム 西区上代１丁目１９番１５号 ○ ○ ○ ○ ○
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717 介護付き有料老人ホーム　川尻ヒルズ 南区南高江７丁目３番 ○ ○ ○ ○

718 住宅型有料老人ホーム　海盛 西区中原町１１３５番地１ ○

719 笑顔ホーム健軍 東区健軍三丁目２４番８号 ○

720 有料老人ホーム　たいじゅ四方寄 北区四方寄町１６７２番地２ ○

721 有料老人ホーム　ラウレアハレ 東区八反田３丁目２３番１３号 ○

722 有料老人ホーム　メディケアホーム　ヒルズ成城　遊水公園 北区打越町４０-４６番地 ○ ○ ○

723 有料老人ホーム　花あかり 東区長嶺南１丁目１番１１０号 ○ ○

724 エミアスケアホーム 東区長嶺東８丁目１２番１２号 ○

725 アリビオ長嶺南Ⅱ 東区長嶺南６丁目９番３３号 ○

726 メディケアホーム  ヒルズ成城α　室園 北区室園町１０番１４号 ○ ○ ○

727 住宅型有料老人ホーム  リビングケアあきたの杜 南区砂原町４６１番地 ○ ○

728 住宅型有料老人ホーム  湧水の郷　弐番館 東区江津３丁目７番３０号 ○ ○ ○ ○

729 江津しょうぶ苑  介護付有料老人ホーム 東区画図町所島
１０２３－１

○ ○ ○

730 住宅型有料老人ホーム  桜テラス 南区南高江５丁目
１－５６

○ ○ ○

731 ナーシングホームわかば 東区若葉二丁目１３-１６ ○ ○

732 メディケアホームヒルズ成城上代令和館 西区上代二丁目３番５５号 ○ ○ ○ ○ ○

733 メディケア癒やし花園 西区花園一丁目１２番８号 ○ ○ ○ ○

734 介護老人保健施設  メディエイト鶴翔苑 東区保田窪本町１０番地１１２ ○

735 小規模多機能居宅介護事業所　まきの里 東区小山１丁目１１番５３号 ○

736 小規模多機能型居宅介護　和の郷 西区中原町５０４ ○

737 小規模多機能型居宅介護事業所　つるのはら 北区梶尾町１７７９番７ ○

738 小規模多機能ホーム　ひむき 東区戸島６丁目１６番３３号 ○

739 小規模多機能型居宅介護事業所　小島 西区小島５丁目１５番３５号 ○ ○ ○ ○

740 ブロッサムわかば 東区若葉１丁目３３番１６号 ○

【所管課：熊本市こども支援課】

741 西原公園児童館 熊本市中央区九品寺4丁目24-4 ○

742 秋津児童館
熊本市東区秋津3丁目15-1

○

743 西部児童館
熊本市西区小島2丁目7-1

○ ○ ○

744 花園児童館
熊本市西区花園5丁目8-3

○ ○

745 幸田児童館
熊本市南区幸田2丁目4-1

○ ○ ○

746 南部児童館
熊本市南区南高江6丁目7-35

○ ○ ○ ○

747 清水児童館
熊本市北区清水亀井町14-7

○ ○ ○

【所管課：熊本市こども家庭福祉課】

748 菊水学園 中央区渡鹿５丁目９－１２ ○

749 熊本乳児院 中央区本荘２-３-８ ○

750 はばたきホーム 中央区壺川２丁目１-５７ ○ ○ ○ ○

751 きらきら星レジデンス 東区尾ノ上４丁目１１-６０ ○

752 みずほ 中央区新町３丁目９-２０ ○ ○ ○

753 熊本市民病院 東区東町４-１-６０ ○ ○

754 慈恵病院 西区島崎６-１-２７ ○ ○

755 福田病院 中央区新町２-２-６ ○ ○ ○

756 りんどうホーム 北区龍田陳内１丁目１３-３１ ○ ○

757 画図ホーム 東区画図東2丁目3－8 ○ ○ ○

758 こどもの居場所「大江の杜」 中央区大江3丁目6番8号 ○

759 龍山学苑（地域小規模児童養護施設青葉） 北区龍田６丁目２番１１号 ○

760 藤崎台童園（地域小規模児童養護施設さざんか） 中央区新町３丁目５番７号 ○ ○ ○ ○

761 藤崎台童園（地域小規模児童養護施設しゃくやく） 中央区横手３丁目２６-５７ ○ ○ ○ ○

762 菊水学園（地域小規模児童養護施設さくら） 中央区渡鹿５丁目１５番１０号 ○ ○

91



国 県 国 国 国 県 県 県 県 県 県 国 県 国 県 県 県 県 県 県

白
川

白
川

緑
川

浜
戸
川

加
勢
川

浜
戸
川

天
明
新
川

潤
川

木
山
川

健
軍
川

藻
器
掘
川

菊
池
川

豊
田
川

合
志
川

坪
井
川

井
芹
川

堀
川

除
川

千
間
江
湖

河
内
川

菊
池
川
水
系

坪
井
川
水
系

そ
の
他

津
波

高
潮

雨
水
出
水

【別添】災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

緑
川
水
系

番号 施設名称 所在地

土
砂
災
害

白
川
水
系

763 夢ぽーとⅠ 南区八幡６丁目５番１号 ○ ○ ○ ○

764 夢ぽーと? 中央区小沢町１９-３ ○ ○ ○ ○

765 熊本赤十字病院 東区長嶺南２-１-１ ○

766 こどもの居場所「きぼう」 北区龍田６丁目２番１１号 地域小規模児
童養護施設青葉ホーム併設

○

767 シェリール　ラ　メゾン 東区若葉４丁目１-１０ ○

768 ファミリーホームスマイル 東区小山１丁目３-２６ ○

769 熊本県中央母子・父子福祉センター 東区錦ヶ丘３４－２３ ○ ○

770 母子・父子休養ホームしらゆり 東区錦ヶ丘３４－２３ ○ ○ ○ ○

【所管課：熊本市児童相談所】

771 児童相談所 中央区大江５丁目１番５０号 ○ ○

772 里親支援センター　アグリ 中央区九品寺６丁目８番３号 ○ ○

【所管課：熊本市障がい福祉課】

773 熊本市障がい者福祉センター希望荘 熊本市中央区大江5丁目1番15号 ○

【所管課：熊本市保育幼稚園課】

774 画図幼稚園 中央区出水８丁目７－４０ ○ ○ ○

775 白山幼稚園 中央区菅原町６－１１ ○ ○ ○

776 暁幼稚園 西区島崎５丁目４７－４１ ○

777 YMCA熊本五福幼稚園 中央区魚屋町１丁目９ ○

778 熊本聖母愛児幼稚園 西区島崎６丁目１－１８ ○ ○

779 YMCA水前寺幼稚園 中央区出水３丁目１２番１号 ○ ○ ○ ○

780 熊本音楽幼稚園 南区出仲間６丁目１４番４０号 ○ ○

781 王栄幼稚園 中央区九品寺２丁目２番４４号 ○

782 坪井幼稚園 中央区内坪井町４－１９ ○ ○ ○

783 ルンビニー幼稚園 南区近見２丁目７－２ ○ ○ ○

784 幼保連携型認定こども園九州学院みどり幼稚園 中央区大江５丁目３－３６ ○

785 第一幼稚園 中央区坪井４丁目２０－２２ ○ ○

786 幼保連携型認定こども園西部音楽幼稚園 西区中原町６８６ ○ ○

787 城山幼稚園 西区城山大塘１丁目２１－１ ○ ○ ○ ○

788 幼保連携型認定こども園城山保育園 西区上代６丁目９－１ ○ ○ ○

789 田迎こども園 南区良町１丁目２２－１ ○ ○ ○

790 幼保連携型認定こども園恵水幼稚園 南区御幸笛田３－１３－１２ ○ ○ ○

791 出水幼稚園 中央区国府２－１０－３９ ○ ○ ○ ○

792 認定こども園わかくさ幼稚園 南区南高江７－９－３６ ○ ○ ○ ○

793 寺原保育園 中央区坪井５丁目１３－６ ○ ○

794 幼保連携型認定こども園シオン 中央区新町４丁目７－３５ ○ ○ ○

795 幼保連携型認定こども園くほんじこども園 中央区八王寺町５１－３５ ○ ○

796 なぎさこども園 東区江津１丁目７－２５ ○ ○ ○

797 幼保連携型認定こども園こずえ保育園 西区新土河原１丁目７－２０ ○ ○ ○ ○ ○

798 かおるこども園 西区中島町２０５６－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

799 仁愛幼育園 南区薄場１丁目１４－１０ ○ ○

800 幼保連携型認定こども園力合さくら子ども園 南区合志３丁目６－２６ ○ ○ ○

801 幼保連携型認定こども園こじか園 南区南高江７丁目９－３０ ○ ○ ○ ○

802 幼保連携型認定こども園モロナイ保育園 南区八分字町６１８ ○ ○ ○

803 高平幼稚園 北区高平２丁目２０－３２ ○ ○ ○

804 ゆたか幼稚園 南区今町１６１－１ ○ ○ ○ ○

805 きよめこども園 中央区国府２丁目６－３１ ○ ○ ○ ○

806 幼保連携型認定こども園誠櫻幼愛園 西区春日６丁目２２－１ ○

807 認定こども園第一幼育園 南区富合町新２５６－１ ○ ○ ○ ○ ○
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808 そよかぜこども園 南区南高江１丁目１１－１２６ ○ ○ ○

809 こぐまこども園 北区四方寄町３９－１ ○

810 力合幼稚園 南区白藤１丁目２２番７号 ○ ○ ○

811 幼保連携型認定こども園城高保育園 西区城山大塘２丁目１－２４ ○ ○ ○ ○

812 出仲間こども園 南区出仲間３丁目１－１１ ○ ○ ○

813 かわしりこども園 南区川尻５丁目４－２４ ○ ○ ○

814 済生会しらふじ子ども園 南区白藤３丁目２－７０ ○ ○ ○

815 幼保連携型認定こども園第二桜ヶ丘こども園 中央区世安３丁目１０番７号 ○ ○

816 幼保連携型認定こども園愛保育園 南区近見３－１３－３０ ○ ○ ○ ○

817 幼保連携型認定こども園たから子ども園 南区富合町小岩瀬６８６ ○ ○ ○ ○

818 古町幼稚園 西区二本木４丁目４－１３ ○ ○ ○

819 幼保連携型認定こども園青いほしこども園 南区近見７丁目１２番３３号 ○ ○ ○ ○ ○

820 幼保連携型認定こども園千草保育園 中央区平成３丁目２番１２号 ○

821 幼稚園型認定こども園ときわ幼稚園 中央区本荘町６８３番地２ ○

822 認定こども園九州音楽京塚幼稚園 東区尾ノ上１丁目４７番９号 ○ ○

823 幼保連携型認定こども園出水みなみこども園 中央区出水８丁目４３－５ ○ ○ ○ ○

824 鳳鳴こども園 中央区世安町３９３番地２ ○

825 幼保連携型認定こども園御幸こばと保育園 南区御幸笛田７丁目１５－３０ ○ ○ ○

826 なないろこども園 南区荒尾１丁目１７－１５ ○ ○

827 さくらまちこども園 中央区新市街１３－１９ ○ ○

828 からたちこどもえん 西区河内町河内２９４６ ○ ○

829 認定こども園　えずほいくえん 東区下江津２丁目２－１ ○ ○ ○ ○

830 カトレア保育園 東区若葉６丁目１３－５２ ○ ○

831 幼保連携型認定こども園　なかよしこども園 南区幸田２丁目１－８０ ○ ○ ○

832 幼保連携型認定こども園　おびほ 東区月出２丁目４－２７ ○

833 まつおこども園 西区西松尾町４９７１ ○ ○ ○

834 幼保連携型認定こども園　日吉保育園 南区十禅寺２丁目９－１ ○ ○

835 幼保連携型認定こども園　和光こども園 南区城南町隈庄７３６ ○ ○

836 黒髪幼愛園 中央区黒髪２丁目９－２０ ○

837 みのり保育園 中央区本荘３丁目６－１９ ○ ○

838 双葉保育園 中央区本荘２丁目３－１５ ○

839 友愛会保育園 中央区壺川２丁目１－５７ ○ ○ ○ ○

840 のぞみ保育園 東区若葉２丁目１２－１ ○

841 ひかり幼児園 中央区大江２丁目３－２ ○

842 旭保育園 南区近見６丁目１１－１１ ○ ○ ○ ○

843 ひまわり保育園 中央区新大江１丁目７－３９ ○ ○

844 若葉幼愛園 西区上代１丁目１１－２ ○ ○ ○

845 有明保育園 西区小島下町４２２３ ○ ○ ○ ○

846 つぼみ保育園 中央区国府本町１２－７３ ○

847 KASUGAよんちょうめ保育園 西区春日４丁目３０－１１ ○ ○ ○ ○

848 すぎのこ保育園 西区二本木４丁目２２－２５ ○ ○ ○

849 大光保育園 東区画図町所島７５５－３ ○ ○ ○ ○

850 光輪保育園 東区沼山津４丁目８－２９ ○

851 つくし保育園 西区花園５丁目２－１１ ○ ○ ○

852 やまびこ保育園 東区尾ﾉ上２丁目２５－１８ ○

853 熊本すみれ保育園 西区池亀町２０－４１ ○ ○ ○

854 リズム幼育園 南区御幸笛田３丁目１２－１ ○ ○ ○

855 月出保育園 東区月出６丁目３－５ ○ ○
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856 畠口みのり保育園 南区畠口町２１３７－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

857 熊本藤富保育園 南区護藤町９７３ ○ ○ ○

858 リリー保育園 南区並建町８３９－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

859 中緑保育園 南区美登里町４５４ ○ ○ ○ ○ ○

860 銭塘保育園 南区銭塘町９７６－２ ○ ○ ○ ○

861 奥古閑保育園 南区奥古閑町１５６２－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

862 海路口保育園 南区海路口町６１７ ○ ○ ○ ○ ○ ○

863 川口保育園 南区川口町１０９９－２ ○ ○ ○ ○ ○

864 さくらんぼ保育園 東区広木町２９－３５ ○

865 出水南保育園 中央区出水６丁目１５－２１ ○ ○ ○

866 雁回まこと保育園 南区富合町木原１４１０－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

867 城南慈光保育園 南区城南町坂野２０９０－１ ○

868 城南ふたば保育園 南区城南町丹生宮６６７ ○ ○ ○ ○

869 くすのき保育園 南区城南町六田４７５－２ ○ ○ ○ ○

870 美心幼愛園 西区中島町５６０ ○ ○ ○

871 くろかみ保育園 中央区黒髪２－３６－３３ ○

872 本荘保育園 中央区本荘６丁目１６－２４ ○

873 横手保育園 中央区横手２丁目１－１１ ○ ○ ○

874 白山保育園 中央区白山２丁目１２－３ ○ ○ ○

875 京塚保育園 東区尾ノ上３丁目１３－２６ ○

876 城東保育園 中央区九品寺１丁目１３－２０ ○

877 池上保育園 西区池上町１２２６－１ ○ ○ ○

878 小島保育園 西区小島７丁目６－７ ○ ○ ○ ○

879 春日保育園 西区春日３丁目１１－１ ○ ○ ○

880 中島保育園 西区沖新町６７５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

881 幸田保育園 南区良町２丁目５－１ ○ ○ ○

882 西里保育園 北区硯川町１１３３ ○

883 ハッピー保育園 南区田迎６丁目１１－１ ○ ○

884 平成さくら保育園
南区江越１丁目１７－１２
フローラル江越１０３

○ ○ ○ ○

885 力合・ひまわり保育園 南区刈草３丁目２－４０　Sビル１F ○ ○ ○ ○

886 ことな保育園 南区富合町清藤３８３－１ ○ ○ ○ ○ ○

887 からしま保育舎　ぴーかーぶー
中央区辛島町６－２
ペアレントビル２F

○ ○

888 保育所　きっず・ひろば 中央区本荘６－４－１ ○ ○

889 みらい保育園 南区城南町下宮地４２９－１ ○ ○

890 あーす保育園力合西 南区野口３－１９－４６ ○ ○

891 ムジカ保育園 中央区本荘６－７－１８ ○

892 夢ママ保育園 東区尾ノ上４－２０－１－２ ○

893 立町・におうさん通り保育園 中央区坪井４－１－１ ○ ○

894 つばさ保育園 中央区大江１－１１－１０ ○

895 とろく保育舎　ぴーかーぶー 中央区渡鹿７－８－５３ ○ ○

896 ニチイキッズおのうえ保育園 東区尾ノ上３－６－２－１０２ ○ ○

897 小規模保育所ふわにっこ 東区昭和町６－９ ○

898 古町げんきの森保育園 西区二本木２－７－２０ ○ ○ ○ ○

899 白坪・ひまわり保育園
西区田崎１－５－１１５　ホワイト
キャッスル田崎１０１

○ ○ ○ ○ ○

900 かみのごう保育園プチ 南区近見２－２－１ ○ ○

901 にじいろ保育園 南区近見２－１６－６ ○ ○ ○ ○

902 とことこ保育園 南区近見６－１９－１１ ○ ○ ○

903 けやき通り　みそら保育園
南区出仲間１－３－１　ウッディマン
ションけやき通り１０３－A

○ ○ ○
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904 世安・ひまわり保育園
中央区世安町３６１－２　エステージア
世安１F－１０１

○ ○

905 第二平成さくら保育園 南区江越１丁目２－１０ ○ ○

906 みいな保育園 南区江越１丁目８－２０ ○ ○ ○

907 メイプル保育園 南区日吉２丁目１１－６８ ○ ○ ○ ○

908 ドレミ保育園 東区秋津３丁目１４－４８ ○

909 つっぴー 東区長嶺南７丁目７－２０ ○

910 ブルービーの森 南区田迎６丁目６－４０ ○ ○

911 わくわく家庭保育室　唐人町 中央区上鍛冶屋町８－２ ○ ○ ○

912 えづこスマイルキッズ 東区画図町重富５６８－２ ○ ○ ○

913 鶴屋保育園スマイリア 中央区手取本町６－１ ○

914 西方ハロー保育園 東区東本町１５－１ ○ ○

915 おうえい附属保育園 中央区九品寺２丁目２番49号 ○

916 御幸保育園 南区御幸笛田４丁目１９番４３号 ○ ○ ○ ○

917 ロンドンブリッジインターナショナルスクール 南区田迎町田井島２３６番地４ ○ ○ ○

918 ぶどうの木体育英語幼児園
南区田迎５丁目１２番５０号　みなみグ
ローバルコミュニティセンター内

○ ○ ○ ○

919 ＩＱキッズスクール
中央区安政町４番１３号　Ｍ.Ｋ.ＢＬＤ.
２Ｆ

○ ○

920 花畑保育園 中央区花畑町１０番３号 ○ ○ ○

921 長嶺あい保育園 東区長嶺南３丁目８番６５号 ○ ○

922 ハーもニー保育園
中央区水道町１番９号　イーストンビル
２Ｆ

○ ○

923 チャイルドハウスＬＥＧＯ保育園
中央区坪井２丁目３－３０THE SECOND藤
崎宮１階

○ ○

924 わんぱく保育園 南区御幸木部１丁目１番１号 ○ ○ ○

925 熊本医療センター二の丸保育園 中央区二の丸１番５号 ○

926 ナーサリーコアラ 中央区新町２丁目２番６号 ○ ○ ○ ○

927 青磁野リハビリテーション病院　エンゼル保育室 西区島崎２丁目２０番１０号 ○ ○

928 熊本大学こばと保育園 中央区九品寺４丁目２４番１号 ○ ○

929 朝日野総合病院　職員用託児所 北区室園町１２番１０号 ○ ○ ○

930 城山病院　ニューキッズルーム すくすく 西区上代９丁目２番２０号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

931 西方ハロー第二保育園 東区東本町１５番１号 ○ ○

932 はあとランド 南区近見５丁目３番１号 ○ ○ ○

933 八福園 中央区水前寺公園３番３８号 ○ ○ ○ ○

934 熊本大学病院　院内保育所
中央区本荘１丁目１番１号（医学部附属
病院看護師宿舎１Ｆ）

○ ○

935 ホスピタウンKIDS 南区富合町古閑１０１２番地 ○ ○ ○ ○ ○

936 ひごっ子の森保育園 中央区水前寺３丁目１２番２４号 ○ ○

937 熊本市医師会　保育所　メディッコクラブ 中央区本荘３丁目３番３号 ○ ○

938 ちいキッズ 中央区本荘３丁目３番３号 ○ ○

939 コツヨシKIDS出水の里保育園 中央区出水５丁目１１－４３ ○ ○ ○ ○ ○

940 鶴屋保育園エンジェリア 中央区手取本町５－８　WING館５階 ○ ○ ○

941 赤とんぼ保育園 東区長嶺南６丁目２５－９７ ○ ○

942 都市型保育園ポポラー熊本水前寺公園 中央区出水１丁目６－５大進第５ビル１F ○ ○ ○ ○

943 コアラ保育園 中央区新町２丁目４－３７ ○ ○ ○ ○

944 キッズスクールおんがくの森 南区出仲間９丁目７－１４ ○ ○ ○ ○ ○

945 Three Lions International School 東区秋津２丁目６－２２ ○ ○

946 成城キッズランド 北区室園町１０番１４号 ○ ○ ○

947 ゆうすい保育園 中央区水前寺２丁目３番１号 ○ ○ ○

948 保育所ちびっこランド神水園 東区湖東２丁目１－３ＲＯＳＹ１Ｆ ○ ○

949 かごまち保育舎ぴーかーぶー 中央区安政町１番６号桑本ビル５階 ○ ○ ○

950 チャレッジ保育園 南区出仲間９丁目２番１５号 ○ ○ ○ ○ ○

951 企業主導型保育事業りんな保育園 南区馬渡２丁目１７番５号 ○ ○ ○ ○
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952 くまのこ保育園 東区下江津４丁目１０番５号 ○ ○ ○ ○ ○

953 大同スマイル保育園 西区春日７丁目２２番１８号 ○ ○ ○ ○ ○

954 らっこ保育園 西区谷尾崎町４３９番地１ ○ ○ ○

955 あいぐらん保育園熊本 東区尾ノ上１丁目１０番１号 ○ ○

956 Emile Internatinal school 中央区坪井１丁目３番４３号 ○ ○

957 星の子保育園
中央区下通１丁目１０番１３号マリンタ
ワービル１Ｆ

○ ○

958 ＬＥＧＯ第２保育園
中央区上鍛冶屋町１２番１号コアマン
ション慶徳１０４号

○ ○ ○ ○

959 わんぱくかるがも保育園　錦ヶ丘 東区錦ヶ丘１９番２２号 ○

960 CloveR　House 北区室園町５番１１号 ○ ○

961 熊本信愛女学院幼稚園つぼみ組 中央区上林町２番２０号 ○ ○ ○

962 熊本聖母愛児幼稚園エンゼル保育所 西区島崎６丁目１番１８号 ○ ○ ○

963 ぷにっと保育園
中央区花畑町１３番１０号セカンドサイ
トビル5F

○ ○ ○

964 くまもと城下町保育園
中央区桜町3番10号　SAKURAMACHI　Ｋｕ
ｍａｍｏｔｏ５Ｆ

○ ○ ○ ○

965 ココロネ保育園 南区城南町下宮地４９７番１号 ○ ○ ○

966 スマイル保育園 南区上ノ郷２丁目８番２８号 ○ ○ ○

967
ＮＰＯ法人ひかるつめくさ やまなみこども園　ポラン
のひろば

東区湖東２丁目４７番１７号 ○ ○

968 新屋敷キッズガーデン
中央区新屋敷１丁目１７番１号管理棟１
Ｆ

○ ○

969 えみなる保育園 南区護藤町１５５９－２ ○ ○ ○

970 クロワッサン保育園 中央区坪井４丁目２０番１７号 ○ ○ ○

971 はなしょうぶ保育園 東区画図町所島１０２３－１ ○ ○ ○ ○

972 おひさま保育園 中央区本荘２丁目１１番１２号 ○ ○

973 れんだいじ保育舎ぴーかーぶー 西区蓮台寺２丁目４番１号 ○ ○ ○ ○

974 よやす保育園 中央区世安町３丁目６番３９号 ○ ○

975 Emile International School　九品寺園 中央区九品寺１丁目１番３号１階 ○ ○

976 ニチイキッズ熊本駅前保育園
西区春日３丁目２６番４７号ＪＲ熊本春
日南ビル１F

○ ○ ○

977 あいわ保育園 西区二本木２丁目１０番１８号 ○ ○ ○ ○

978 コスモピア保育園 東区尾ノ上１丁目８番８号 ○ ○

979 TERRABAL　KIDS　つぼいの森保育園 中央区坪井５丁目２番２４号 ○ ○ ○

980 湧水の郷　こども園 東区江津３丁目７番１７号 ○ ○ ○ ○ ○

981 ひごっ子の森北熊本保育園 中央区黒髪３丁目６番２０号 ○ ○ ○

982 琴平そらいろ保育園 中央区本荘町６９２－３泰明ビル１F ○ ○

983 保育園　こくあ 中央区通町３３ ○ ○

984 新町ひだまり保育園 中央区新町４丁目１番１８号 ○ ○ ○

985 院内保育所すずらん 中央区萩原町９番５２号 ○ ○

986 サポートハウスぴよぴよ 中央区万町１丁目１３番地 ○ ○

987 ぼくらのひみつきち 南区城南町宮地５４２－１ ○ ○ ○

988 亀の子幼稚園 西区谷尾崎町４３９－１ ○ ○ ○

989 Sunny 中央区本荘５丁目13-15 ○

990 明日花保育園 南区良町４丁目1-53 ○ ○ ○

991 大窪幼稚園 北区大窪３丁目２－２５ ○ ○ ○ ○

992 幼保連携型認定こども園にしばる 東区新南部３丁目３－５１ ○

993 認定こども園東海大学付属かもめ幼稚園 中央区帯山７丁目１３－４１ ○

994 武蔵ヶ丘こども園 北区武蔵ヶ丘５丁目１５－８ ○

995 やまばとこども園 東区御領２丁目１２－２０ ○

996 幼保連携型認定こども園亀の子幼稚園 西区谷尾崎町４１５ ○ ○ ○

997 くすの実こども園 北区楠４丁目３－１５ ○

998 幼保連携型認定こども園えのみこども園 東区榎町３－１０ ○

999 天使の園保育園 中央区渡鹿１丁目１７－５２ ○
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1000 小山保育園 東区小山２丁目２４－２０ ○

1001 こまどり保育園 東区八反田２丁目２１－１７ ○

1002 さつきヶ丘保育園 北区龍田１丁目４－３０ ○

1003 飽田東保育園 南区砂原町２５ ○ ○

1004 明星保育園 南区出仲間２丁目１?２０ ○

1005 麻生田保育園 北区麻生田４丁目－１０－２３ ○

1006 ニチイキッズ熊本すぎかみ保育園 南区城南町今吉野６１８ ○

1007 みんなの保育園　くれよん 東区長嶺西１－５－１ ○

1008 第２さくら園 東区戸島西６－２－７２ ○

1009 太陽の子保育園 北区麻生田４丁目２－６０ ○

1010 みんなの保育園ぱれっと 東区長嶺西１丁目５－１　シュロアモー
ル長嶺ハ棟１Ｆ

○

1011 保育室ちょうちょ　くるみの森 東区渡鹿８丁目１－７０ ○

【所管課：熊本市保護管理援護課】

1012 熊本授産場 中央区本荘２丁目３番８号 ○ ○

1013 友愛会銀杏寮 西区春日５－１７－３６ ○ ○ ○ ○

【所管課：熊本県学校安全・安心推進課】

1014 第二高等学校 東区東町3丁目13番1号 ○ ○

1015 熊本農業高等学校 南区元三町5丁目1番1号 ○ ○ ○ ○

1016 熊本西高等学校 西区城山大塘5丁目5番15号 ○ ○ ○ ○

1017 湧心館高等学校 中央区出水4丁目1番2号 ○ ○ ○

1018 盲学校 東区東町3丁目14番1号 ○

1019 熊本支援学校 中央区出水5丁目5番16号 ○ ○ ○

【所管課：熊本県健康福祉政策課】

1020 熊本県福祉総合相談所 東区長嶺南２丁目３－３ ○ ○

【所管課：熊本県私学振興課】

1021 尚絅高等学校・中学校 中央区九品寺２－６－７８ ○

1022 熊本信愛女学院高等学校・中学校 中央区上林町３－１８ ○ ○

1023 熊本中央高等学校 中央区内坪井町４－８ ○ ○ ○

1024 鎮西高等学校 中央区九品寺３－１－１ ○

1025 真和高等学校・中学校 中央区九品寺３－１－１ ○

1026 九州学院高等学校・中学校 中央区大江５－２－１ ○ ○

1027 慶誠高等学校 中央区大江４－９－５８ ○ ○

1028 熊本国府高等学校 中央区国府２－１５－１ ○ ○ ○ ○

1029 勇志国際高等学校（通信）熊本学習センター 中央区九品寺１－２－２０ ○

1030 九州工科自動車専門学校 中央区本荘町６５７ ○

1031 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 中央区段山本町４－１ ○ ○ ○

1032 専門学校湖東カレッジ 東区湖東１－１２－２６ ○

1033 熊本電子ビジネス専門学校 中央区九品寺２－２－３８ ○

1034 九州技術教育専門学校(熊本校) 中央区細工町５－３５－１ ○ ○ ○ ○

1035 熊本デザイン専門学校 中央区大江本町２－５ ○

1036 熊本看護専門学校 西区上熊本１－１０－８ ○ ○ ○ ○

1037 熊本歯科技術専門学校 中央区本荘３－１－６ ○

1038 熊本市医師会看護専門学校 中央区本荘３－３－３ ○

1039 熊本歯科衛生士専門学院 中央区坪井２－３－６ ○

1040 九州中央リハビリテーション学院 中央区本山３－３－８４ ○

1041 熊本駅前看護リハビリテーション学院 西区春日２－１－１５ ○ ○ ○ ○

1042 シェフパティシエ学院 中央区春竹町４８１番地 ○ ○

1043 九州美容専門学校 中央区南坪井町１０－２８ ○
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1044 熊本ベルェベル美容専門学校 中央区紺屋今町２－１８ ○

1045 熊本高等理容学校 中央区白山２－１３－２０ ○ ○ ○

1046 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ 中央区本山４－１－４６ ○

1047 専門学校湖東カレッジ唐人町校 中央区上鍛冶屋町８－２ ○ ○ ○

1048 熊本保育医療スポーツ専門学校 西区春日２－２－３５ ○ ○ ○

1049 専門学校東京ＣＰＡ会計学院熊本校 西区春日２－４－５ ○ ○ ○ ○ ○

1050 大原ビジネス公務員専門学校熊本校 西区春日２－２－３５ ○ ○ ○

1051 ヒロ･デザイン専門学校 中央区紺屋今町３－１４ ○ ○

1052 和洋学園専門学校 中央区大江６－２９－２１ ○ ○

1053 専修学校熊本壺溪塾 中央区内坪井町５－１０ ○ ○ ○

1054 熊本外語専門学校 中央区辛島町８－１４ ○

1055 専門学校公務員ｾﾞﾐﾅｰﾙ熊本校 西区池亀町５－５ ○ ○ ○ ○

1056 北九州予備校熊本校 西区春日２－３－２６ ○ ○ ○

1057 九州動物学院 中央区本荘６－１６－３４ ○

1058 熊本情報ITクリエイター専門学校 西区春日２－２－３５ ○ ○ ○

1059 寺原自動車学校 中央区壺川２－３－７８ ○ ○ ○

1060 文徳高等学校・中学校 西区池田４－２２－２ ○ ○

1061 九州測量専門学校 北区龍田７－３６－８０ ○

1062 熊本インターナショナルスクール 東区戸島西４－２－６１ ○

【所管課：熊本市放課後児童育成課】

1063 春竹小児童育成クラブ 中央区琴平１丁目９－３９ ○ ○

1064 白坪小児童育成クラブ 西区蓮台寺４丁目４－１ ○ ○ ○ ○ ○

1065 黒髪小児童育成クラブ 中央区黒髪２丁目２−１ ○

1066 白山小児童育成クラブ 中央区菅原町９－１ ○ ○ ○

1067 日吉小児童育成クラブ 南区近見１丁目９－３０ ○ ○

1068 川尻小児童育成クラブ 南区川尻４丁目１－１ ○ ○ ○ ○

1069 本荘小児童育成クラブ 中央区本荘６丁目５－２２ ○

1070 田迎南小児童育成クラブ 南区田井島３丁目１２－１ ○ ○ ○ ○

1071 御幸小児童育成クラブ 南区御幸笛田７丁目１６－１ ○ ○ ○

1072 花園小児童育成クラブ 西区花園６丁目９－１５ ○

1073 画図小児童育成クラブ 東区下江津８丁目１－６ ○ ○ ○ ○

1074 春日小児童育成クラブ 西区春日５丁目３－５ ○ ○ ○ ○ ○

1075 出水南小児童育成クラブ 中央区出水４丁目１－１ ○ ○ ○

1076 古町小児童育成クラブ 西区二本木４丁目９－６２ ○ ○ ○ ○ ○

1077 力合小児童育成クラブ 南区刈草２丁目１０－１ ○ ○ ○ ○

1078 尾ノ上小児童育成クラブ 東区尾ノ上２丁目８－１ ○

1079 健軍東小児童育成クラブ 東区東町４丁目１５－２ ○

1080 月出小児童育成クラブ 東区月出６丁目２－４０ ○ ○

1081 田迎小児童育成クラブ 南区出仲間８丁目３－３０ ○ ○

1082 秋津小児童育成クラブ 東区秋津３丁目９－２０ ○

1083 池上小児童育成クラブ 西区池上町８５０ ○ ○ ○ ○

1084 城山小児童育成クラブ 西区城山大塘１丁目２３－１ ○ ○ ○ ○

1085 向山小児童育成クラブ 中央区本山４丁目５－２７ ○ ○

1086 長嶺小児童育成クラブ 東区長嶺南７丁目２２－１ ○

1087 白川小児童育成クラブ 中央区新屋敷１丁目７－１３ ○ ○

1088 城南小児童育成クラブ 南区南高江４丁目２－７０ ○ ○ ○ ○

1089 飽田東小児童育成クラブ 南区砂原町１１５ ○ ○ ○

1090 日吉東小児童育成クラブ 南区近見５丁目１－１ ○ ○ ○
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1091 一新小児童育成クラブ 中央区新町３丁目１０－４５ ○ ○ ○

1092 出水小児童育成クラブ 中央区出水１丁目１－７５ ○ ○ ○

1093 銭塘小児童育成クラブ 南区銭塘町９９０ ○ ○ ○ ○ ○

1094 壺川小児童育成クラブ 中央区壺川１丁目４－５ ○ ○ ○

1095 小島小児童育成クラブ 西区小島７丁目９－１ ○ ○ ○ ○

1096 河内小児童育成クラブ 西区河内町船津２４７０－１ ○ ○ ○

1097 碩台小児童育成クラブ 中央区井川淵町４－８ ○ ○

1098 城東小児童育成クラブ 中央区千葉城町５－１ ○ ○

1099 五福小児童育成クラブ 中央区細工町２丁目２５ ○ ○ ○

1100 中島小児童育成クラブ 西区中島町５３８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1101 慶徳小児童育成クラブ 中央区山崎町７２ ○ ○ ○ ○

1102 奥古閑小児童育成クラブ 南区奥古閑町４０７２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1103 高橋小児童育成クラブ 西区高橋１丁目６－１ ○ ○ ○ ○

1104 川口小児童育成クラブ 南区川口町３０４５ ○ ○ ○ ○ ○

1105 田迎西小児童育成クラブ 南区馬渡２丁目５－１ ○ ○ ○

1106 芳野小児童育成クラブ 西区河内町野出１４１９ ○

1107 力合西小児童育成クラブ 南区荒尾１丁目１１－１ ○ ○

1108 杉上小児童育成クラブ 南区城南町永５０５－１ ○ ○

1109 飽田西小児童育成クラブ 南区並建町１００５ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1110 中緑小児童育成クラブ 南区美登里町８００ ○ ○ ○ ○ ○

1111 隈庄校区児童育成クラブ 南区城南町隈庄３３３－１ ○ ○ ○

1112 ひしっこクラブ 北区植木町円台寺１２４ ○

1113 帯山小児童育成クラブ 中央区帯山４丁目１１－１１ ○

1114 帯山西小児童育成クラブ 中央区帯山１丁目２９－８ ○

1115 日吉小児童育成クラブ 南区近見１丁目９－２０（コミセン内） ○ ○

1116 東町小児童育成クラブ 東区東町３丁目３－１ ○

1117 託麻原小児童育成クラブ 中央区渡鹿２丁目３－１ ○

1118 山ノ内小児童育成クラブ 東区山ノ内４丁目１－１ ○

1119 御幸小児童育成クラブ 南区御幸笛田７丁目１６－２（コミセン
内）

○ ○ ○

1120 大江小児童育成クラブ 中央区大江３丁目５－３１ ○

1121 画図小児童育成クラブ 東区下江津８丁目１－１０（コミセン
内）

○ ○ ○ ○

1122 向山小児童育成クラブ 中央区本山４丁目５－１１ ○ ○

1123 飽田南小児童育成クラブ 南区護藤町９９９ ○ ○ ○

【所管課：熊本市高齢福祉課】

1124 聖母の丘 西区島崎6-1-27 ○

1125 養護老人ホーム長寿の里 西区城山薬師2-10-10 ○ ○ ○

1126 富貴苑 南区御幸笛田６－６－７０ ○ ○ ○

1127 三和荘 西区城山大塘4丁目1番15号 ○ ○ ○ ○

1128 ピオニーガーデン 南区御幸笛田６－８－２ ○ ○ ○

1129 こぼり苑 南区護藤町１５８６ ○ ○ ○

1130 花水木 中央区出水７－９０－1 ○ ○

1131 ケアハウスハーモニー 東区秋津町秋田１７１－３ ○

1132 まほろば 東区尾ノ上３－３－１ ○ ○

1133 ゆいの家 東区尾ノ上４－１１－７０ ○

1134 宝光庵 南区奥古閑町４３７５－９ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1135 ケアハウス下通り 中央区下通２－１－４ ○

1136 アメニティ富合 南区富合町古閑９９４番地１ ○ ○ ○ ○ ○

1137 北老人福祉センター 北区八景水谷１丁目２－６ ○ ○ ○
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1138 天明老人福祉センター 南区銭塘町２１７２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1139 富合老人福祉センター 南区富合町木原２３１９ ○

1140 お達者文化会館 南区馬渡1丁目7-1 ○ ○ ○

1141 東部はつらつ交流会館 東区秋津3丁目17-23 ○

1142 南部万年青会館 南区八幡6丁目9-25 ○ ○ ○

1143 高齢者技能習得センター 西区島崎4丁目2-95 ○ ○ ○

1144 長寿の里 西区城山薬師2-10-10 ○ ○ ○

1145 東老人福祉センター 東区健軍本町31-20 ○

【所管課：熊本市子ども未来課】

1146 花陵幼稚園 熊本市西区田崎3-1-52 ○ ○ ○ ○ ○

1147 熊本信愛女学院幼稚園 熊本市中央区上林町2-20 ○ ○

【所管課：熊本大学】

1148 熊本大学教育学部付属幼稚園 熊本市中央区城東町5-9 ○ ○ ○

1149 熊本大学教育学部附属幼稚園 熊本市中央区城東町５ー９ ○ ○ ○

1150 熊本大学教育学部附属小学校 熊本市中央区京町本丁５ー１２ ○

1151 熊本大学教育学部附属特別支援学校 熊本市中央区黒髪５丁目１７－１ ○ ○ ○

【所管課：熊本市妊娠内密相談センター】

1152 社会福祉法人熊本市社会福祉協会　熊本乳児院 中央区本荘2丁目3番8号 ○ ○

【所管課：熊本市障がいサービス課】

1153 森病院 南区近見一丁目３番３２号 ○ ○

1154 やまびこ福祉会グループホーム事業 中央区帯山四丁目２３番４５号 ○

1155 しょうぶの里　グループホーム事業所 小島九丁目１４番５８号 ○ ○ ○ ○ ○

1156 明和学園グループホーム事業所 南区中無田町１００７番地６ ○ ○ ○ ○

1157 ゆたか学園グループホーム事業所 西区中島町７５７番２号 ○ ○ ○ ○

1158 つばき学園グループホーム事業所 西区花園七丁目５９番１７号 ○ ○ ○

1159 グループホームこばと 中央区国府一丁目１８番２５号 ○ ○ ○

1160 もみの木ホーム 東区長嶺東五丁目６番１２３号 ○

1161 指定共同生活援助事業所　いこい計画 中央区渡鹿一丁目１番１号 ○ ○

1162 グループホーム自立応援団 西区池田三丁目４５番２３号 ○ ○

1163 「はなのいえ」 西区島崎二丁目２６番４６号 ○ ○

1164 熊本県コロニー協会グループホーム 西区二本木三丁目１２番３７号 ○ ○ ○

1165 グループホーム　すまいる１ 南区島町一丁目４－３ ○ ○

1166 グループホームしんせい 西区沖新町３９９５番地４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1167 共同生活援助事業所　グループホームきづな 中央区九品寺六丁目６番７９－４０５号 ○

1168 シェアハウス　Gondo 南区護藤町１５８６番地４ ○ ○ ○

1169 グループホーム　すまいる２ 南区薄場町二丁目１０番５３号 ○ ○ ○

1170 グループホームひなた園 東区花立六丁目３番７号 ○

1171 共同生活援助　ここのわ 中央区出水六丁目４１番１４４号 ○ ○

1172 めぐみ一号館 中央区国府四丁目１０番８４号　２ ○ ○ ○

1173 グループホーム『みらい』 中央区坪井二丁目１番２９号 ○

1174 グループホーム　轍 中央区坪井一丁目７番６号 ○ ○ ○

1175 エミエル
中央区保田窪一丁目４番３５号１０１号
室

○

1176 グループホーム　サニーハウス
中央区黒髪六丁目１番１５号　エレイネ
黒髪１０１

○

1177 グループホーム　イル・レクト 中央区本山二丁目７番１１号 ○ ○

1178 グリーンリーフ
中央区国府二丁目６番９１号　チェリー
ハイツ２０２号

○ ○ ○ ○

1179 グループホーム　わっしょい 中央区横手一丁目２番９０号 ○ ○ ○ ○

1180 グループホーム　ひまわり縁 中央区出水六丁目４１番１３８号 ○

1181 グループホーム☆AQUA 南区荒尾一丁目１６番１６号 ○ ○
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1182 クライスハイム熊本八幡事業所 南区八幡６－９－４８ ○ ○ ○

1183 グループホーム湖南荘 東区下江津５－８－１０ ○ ○ ○

1184 詩の郷　熊本駅東 西区二本木二丁目６－１９ ○ ○ ○ ○

1185 グループホーム　クラフトケア
中央区国府本町５-４７　国府ハイツ１０
２号

○

1186 熊本県ひばり園 東区長嶺南２丁目３ー２ ○ ○

1187 済生会なでしこ園 南区白藤三丁目２－７１ ○ ○ ○ ○

1188 すきるらぼアロアロ黒髪 中央区黒髪六丁目２９番４号 ○ ○

1189 ひなた事業所　月出 東区月出６丁目５－１０ ○ ○

1190 ぶーやん城山 西区城山大塘一丁目１６番１５号 ○ ○ ○ ○

1191 すきるらぼアロアロ尾ノ上 東区尾ノ上三丁目３番９７号 ○ ○

1192 こども発達支援ステーション　キャンバス 二本木四丁目９番３５号 ○ ○ ○

1193 ぽこあぽこ熊本 南区荒尾三丁目２番１号 ○ ○ ○

1194 しまさきの森
西区島崎五丁目４６番１０号　北野ハイ
ツ

○

1195 たんぽぽ江津 東区江津二丁目２０番１号 ○ ○ ○

1196 りんごの木　尾ノ上 東区尾ノ上二丁目３番３－２号 ○ ○

1197 さくら学院 中央区南熊本五丁目１１番１３号 ○

1198 児童発達支援事業所　パレット新屋敷 中央区新屋敷二丁目１５番１２号 ○

1199 ＬＳＪ江越 南区江越１丁目６番２７号 ○ ○ ○ ○

1200 そらひろ　あさひのいえ
薬園町１２番５号　ライフサポート薬園
１階１００号

○ ○

1201 トレサポ 中央区平成３丁目１７番２８号 ○ ○

1202 らしっく 西区蓮台寺五丁目３番３３号 ○ ○ ○ ○ ○

1203 りんごの木　神水
中央区神水一丁目３３－２２　末永ビル
５　１Ｆ

○ ○

1204 ＫＯＢウィッシュ
南区江越一丁目１７番１２号　フローラ
ル江越１０１

○ ○ ○ ○

1205 子どもケアハウスＰＲＡＢＡ 東区下江津八丁目９番１号 ○ ○ ○ ○ ○

1206 放課後等デイサービス　杉島　組曲 南区富合町杉島８８８番地 ○ ○ ○

1207 ららゆ 西区蓮台寺一丁目１番２２号 ○ ○ ○

1208 運動・学習療育　放課後等デイサービス　ＱＵＩＬＬ 東区長嶺南三丁目４番１５９号 ○ ○

1209 ＬＳＪ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ　ＳＩ 南区江越二丁目１３番５号 ○ ○ ○ ○

1210 にじいろの木 中央区新町四丁目３番５２号１階 ○ ○ ○

1211 まなびの広場ホープ 西区城山下代３丁目６番１号 ○ ○

1212 子ども支援通所事業所　つみき 西区新土河原２丁目３番１８号 ○ ○ ○ ○

1213 ぽこあぽこ御幸 南区御幸笛田三丁目１－３－１－２Ｆ ○ ○ ○ ○

1214 放課後等デイサービスセンターあした 西区二本木三丁目１２番３７号 ○ ○ ○

1215 さくら江津 東区江津一丁目２４番１２号 ○ ○ ○ ○ ○

1216 子どもセンター
東区健軍二丁目２番地５　ＮＫビル　２
階

○ ○

1217 放課後等デイサービス　やまと 中央区宮内１番地７ ○ ○ ○

1218 重症児多機能型　あゆみガーデン 中央区帯山三丁目２０番１４号 ○ ○

1219 児童発達支援事業所アロット 中央区白山２丁目８ー１２ ○ ○ ○

1220 親と子サポートセンター 西区松尾一丁目２番２３号 ○ ○ ○ ○ ○

1221 ＹＭＣＡ自由なイルカたち 中央区段山本町４番１号 ○ ○ ○

1222 サポートⅡ
中央区内坪井町１番６７号　ホルンハイ
ツ１０１

○ ○

1223 修明くらぶ 東区長嶺南３丁目８番９７－1号 ○ ○

1224 子ども育ちの家「て・い・く」 西区上高橋一丁目６番１９号 ○ ○ ○ ○

1225 桜十字の子ども発達支援所Ｌｅｔ’ｓリハ！ジュニア 南区江越二丁目１－９ ○ ○

1226 ぴーすクラブ　うすば 南区薄場一丁目１４－２８ ○ ○

1227 放課後等デイサービス　いろいろ 南区田井島三丁目１１番１１号 ○ ○ ○

1228 児童発達支援　アンダンテ・サポート　ハピネス 南区荒尾一丁目１５番５号 ○ ○

1229 Ｌｏｖｅ　ｉｔ 南区近見一丁目2番1号 ○ ○
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1230 Ｓｍｉｌｅ　ｒｉｎｇ 南区近見一丁目2番2号 ○ ○

1231 Ｒｅｎｇｅ～れんげ～ 江越一丁目１４番８号 ○ ○ ○ ○

1232 Ｌｅａｆ　～葉～ 馬渡二丁目１３番５号 ○ ○ ○

1233 アトリエＫＩＤＳ平成南
南区良町二丁目４番８号　パールハイム
３階Ａ

○ ○ ○

1234 ぽこあぽこ川尻 南区八幡九丁目１－１２ ○ ○ ○ ○

1235 ぱんぷきん 北区山室五丁目３番２０号 ○

1236 放課後等デイサービス　のぞみ
中央区大江一丁目１０番２５号　大江望
星ビル２階

○

1237 放課後等デイサービス　ライトアップ
中央区黒髪１丁目１２－７　地建ビル２
階

○ ○ ○

1238 コネクト 西区横手五丁目１３番２７号 ○ ○

1239 マルク
東区若葉三丁目１５番１６号　ビュー
ティ若葉１階

○ ○

1240 ここぷらす日赤通り 東区月出七丁目１－１５ ○ ○

1241 ふぁみさぽここ日赤通り 東区月出七丁目１－１５ ○ ○

1242 こども発達サポートこもれび
東区尾ノ上一丁目１２－３　ファインパ
レス尾ノ上２０１号

○ ○

1243 ハナソラ 南区幸田一丁目７番２号 ○ ○ ○

1244 児童デイサービスＫｏｉｒｏ 中央区島崎一丁目２２番１９号 ○ ○ ○ ○

1245 さくら学院　国府校 中央区国府４丁目１番４０号 ○

1246 ふりーだむ　子ども支援センター 中央区神水一丁目２７番５号 ○

1247 ＬＳＪ　ＧＬＥＥ 南区江越一丁目１５－７ ○ ○ ○ ○

1248 ハッピーテラス尾ノ上教室
東区尾ノ上四丁目１１番４７号　クオリ
ア尾ノ上１０１号

○

1249 華倶楽部　子ども支援 西区春日七丁目２０－２７ ○ ○ ○ ○

1250 子育て支援センター　サンライズ 東区下江津八丁目６番１８　Ｃ号室 ○ ○ ○ ○

1251 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本西
上熊本一丁目９－４３　コープ野村上熊
本Ｂ棟１Ｆ

○ ○ ○

1252 でぃあきっず 西区城山下代二丁目７番１５号 ○ ○ ○ ○

1253 聴覚障がい児支援かいじゅうの森くまもと 東町三丁目１４番２号 ○

1254 放課後等デイサービス　ｌａｐｏａｌｅ
出仲間１丁目３－１ウッディマンション
けやき通り１０４号

○ ○ ○

1255 かなで 南区島町一丁目８番１１号 ○ ○

1256 ＬＳＪ　ｎｉｋｏｒｉ 東区長嶺南四丁目１１番１２６号 ○

1257 アトリエＫＩＤＳ平成中央 南区馬渡二丁目１２番２６号 ○ ○ ○ ○

1258 ＳＡＩ平田教室 南区平田二丁目２０－５ ○ ○

1259
児童発達支援・放課後等ディサービス　ＬＥＧＯ　ｋｏ
ｄｏｍｏ　ＬＡＢＯ

中央区九品寺一丁目５番３号　熊本第２
ビル１階　１０３

○

1260 放課後等デイサービス　かなた
中央区大江一丁目１０番２５号大江望星
ビル４階

○

1261 児童発達支援　アンダンテ・サポート　スマイル 南区荒尾一丁目１５番５号 ○ ○

1262 多機能型支援事業所　たくまだい熊本 中央区帯山八丁目２番１号 ○

1263 放課後等デイサービス　ゆめ・はぐ 南区並建町５１８ ○ ○ ○ ○

1264 irodori 南区出仲間四丁目２番４６号 ○ ○ ○

1265 児童発達支援事業所　さくらんぼ 西区二本木三丁目１１－１８ ○ ○ ○ ○

1266 にじいろの木　すみれ 中央区新町四丁目３番３号２階 ○ ○ ○

1267 こどもサポート教室「あいあい」熊本新町校 中央区新町二丁目１１－３５ ○ ○ ○

1268 総合育成カレッジ未来館 西区春日七丁目２０－２７ ○ ○ ○ ○

1269 ＹＭＣＡりとるすてっぷ 中央区魚屋町１丁目９ ○ ○ ○

1270 児童発達支援☆放課後等デイサービス　ＡＱＵＡ 南区荒尾一丁目１６番１６号 ○ ○

1271 放課後等デイサービス　アン・サポ　ぷらす 南区荒尾一丁目１５-１０ ○ ○

1272 放課後等デイサービス LEGO kodomo LABO 星組
中央区坪井二丁目３番３０号
THE SECOND藤崎宮１階

○

1273 e-キッズひろば尾ノ上 東区尾ノ上三丁目６番８号　１階 ○ ○

1274 放課後等デイサービスARCH 南区島町三丁目１１番２６号 ○ ○ ○

1275 サポートピュア 津浦町３５番１３号　サポートビル２階 ○ ○

1276 こどもの発達支援支援センターPAXT 田崎二丁目２－３８アメニティ田崎１階 ○ ○ ○ ○

1277 療育ステーションsol 南区八幡５丁目１-１ ○ ○ ○
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1278 放課後等デイサービス　ウィズ・ユー力合 合志二丁目８番４５号 ○ ○ ○

1279 nichi nichi 帯山６丁目７－１１８ ○ ○

1280 ことばと子どもの支援室ぷれいず 新土河原一丁目１１番地１ ○ ○ ○ ○

1281 熊本県身体障害者能力開発センター 東区長嶺南２丁目３－２ ○ ○

1282 ゆたか学園 西区中島町１８７４番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1283 大江学園　短期入所事業所 東区渡鹿八丁目１６番４６号 ○

1284 障害者支援施設　しょうぶの里 西区小島九丁目１４番５８号 ○ ○ ○ ○

1285 済生会グループホーム事業所 南区内田町３５５２番地１ ○ ○ ○ ○

1286 かぼちゃんクラブ 北区飛田三丁目９番２０号 ○

1287 グループホーム心陽 南区富合町木原字新御堂１０１番地 ○

1288 のっぽさん 西区上熊本二丁目１０番５号 ○ ○ ○ ○

1289 障がい者ホームあゆみ 西区中原町３７０番地１ ○ ○

1290 にじいろの里 西区横手三丁目７番３５号 ○ ○ ○ ○

1291 障がい者グループホーム　てる照３　ショートステイ 南区富合町小岩瀬３７９-３ ○ ○ ○

1292 短期入所　熊本小島 西区小島八丁目９番６号 ○ ○ ○ ○

1293 くまむた荘 熊本市南区城南町沈目１５０２番地 ○ ○

1294 ヴィーデリアン島崎 熊本市西区花園三丁目２番５４号 ○ ○

1295 就労センター　すずらん 西区上高橋一丁目３番１５号 ○ ○ ○ ○

1296 ワークセンターやまびこ 中央区新大江一丁目１２番１５号 ○ ○

1297 熊本コロニー作業所 西区二本木三丁目１２番３７号 ○ ○ ○

1298 トライハウス 東区画図町下無田１５６２番地１ ○ ○ ○ ○

1299 熊本きぼう福祉センター 南区南高江七丁目８－７７ ○ ○ ○ ○

1300 デイサービスセンター　紅い華 南区元三町二丁目９番２２号 ○ ○ ○

1301 第二ぎんなん作業所 中央区新屋敷三丁目９番７号 ○

1302 熊本県あかね荘 東区戸島西三丁目４番１５０号 ○

1303 熊本県あかねワークセンター 東区戸島西三丁目４番１５０号 ○

1304 なずな工房 南区富合町清藤８８番地２ ○ ○ ○ ○ ○

1305 ｅ・ワーク 南区近見九丁目１０番５０号 ○ ○ ○ ○

1306 就労支援センター　ピーターパン 西区河内町野出３番地１ ○ ○ ○

1307 犬のマック 西区蓮台寺五丁目３番３３号 ○ ○ ○ ○ ○

1308 済生会ウイズ 南区内田町３５６１－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1309 熊本福祉工場 西区二本木三丁目１２番３７号 ○ ○ ○

1310 ハッピーエコワーク 南区富合町杉島字長江９８３番地１ ○ ○ ○ ○

1311 １，２の３ 東区健軍三丁目３０番１５号　１Ｆ ○ ○ ○

1312 いちにのさん 東区健軍三丁目３０番１５号　１Ｆ ○ ○ ○

1313 明和学園 南区中無田町６４８番地 ○ ○ ○ ○

1314 友愛育成園 中央区壺川二丁目１番５７号 ○ ○ ○ ○

1315 くまもと江津湖通園センター 東区画図町重富５７５番地 ○ ○ ○

1316 カサ・チコ 南区御幸西二丁目６５９番地３ ○ ○ ○ ○

1317 ゆうワークス 南区平成二丁目２番８号 ○

1318 就労サポートすまいる 西区上高橋一丁目１０番１５号 ○ ○ ○ ○

1319 そよ風 南区馬渡二丁目３番２９号 ○ ○ ○

1320 旦過園 西区二本木三丁目１２番３７号 ○ ○ ○

1321 障がい者ビジネススクール 中央区南坪井町５番２７－１号 ○

1322 ささえあいの若葉 東区若葉三丁目１５番８号 ○

1323 ワークショップ熊本 中央区本荘二丁目３番８号 ○ ○

1324 済生会ほほえみ 南区内田町３５６０－１ ○ ○ ○ ○

1325 済生会かがやき 南区内田町３５５５－１ ○ ○ ○
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1326 平成学園 西区小島九丁目１４番３３号 ○ ○ ○ ○ ○

1327 オール　サポート 中央区出水四丁目２３番１号 ○ ○ ○ ○ ○

1328 障害者多機能型施設　しんせい学園 西区沖新町３９９４番地１ ○ ○ ○ ○ ○

1329 えづこランド 東区画図町重富５７５番地 ○ ○ ○

1330 Ｄ．Ｐワークサービス 中央区八王寺町１４番２－１０３号 ○

1331 アグリサポートセンター 西区松尾一丁目２番２３号 ○ ○ ○ ○ ○

1332 らぷらんどカフェ 中央区水道町１４番２６号 ○

1333 多機能型事業所　ワークサポート未 南区城南町下宮地４９８番３ ○ ○

1334 それいゆ　田井島 南区田井島二丁目２－１１６ ○ ○ ○

1335 さくらワーク熊本 西区城山半田三丁目３番１号 ○ ○ ○

1336 コロロ遥風 東区若葉三丁目１５－１６ ○ ○

1337 生活介護支援センターあゆみ 西区中原町３７０－４ ○ ○

1338 障害者就労支援センター　虹
中央区大江六丁目７番８－１０１・１０
２・２０２号

○

1339 えがお 南区土河原町６７０番１ ○ ○

1340 味楽亭 中央区子飼本町３番２３号 ○

1341 ファイブシュガー 西区城山上代町１２８番地２ ○ ○ ○ ○

1342 就労支援センター　一歩 北区改寄町２３５０番地 ○

1343 就労定着支援事業所　ウェルビー熊本水道町センター 中央区水道町８－２　秀匠苑ビル４階 ○

1344 ふとりねこ焙煎所 中央区東子飼町８番４３号 ○

1345 自立の店ひまわりパン工房・カフェ 中央区国府一丁目１３番８号 ○ ○ ○

1346 障害福祉サービス事業所　季の庭 南区護藤町１５８０番地 ○ ○ ○

1347 大夢 中央区出水一丁目７番６９号 ○ ○ ○ ○

1348 就労継続支援Ａ型事業所　翔 西区野中一丁目４番１号 ○ ○ ○ ○

1349 ウェルビー熊本水前寺センター
中央区水前寺一丁目１７番３２号　石本
ビル２階

○ ○ ○ ○

1350 みらいねっとワークス 中央区大江四丁目９番１３号 ○ ○

1351 サンクスラボ・熊本オフィス
中央区安政町４番１９号　ＴＭ１０ビル
４階

○

1352 生活介護　ゆめかど 東区小峯二丁目１番７５号 ○

1353 ハピネス 南区鳶町二丁目５番１号 ○ ○ ○ ○

1354 就労継続支援Ａ型事業所　ここちゃれ 中央区出水七丁目５６－１０ ○ ○

1355 ワークステージつばさ　熊本 東区月出二丁目５番６１号 ○

1356 トイロハンドワークス 東区若葉一丁目４３番２２号 ○ ○

1357 就労支援Ｂ型事業所　シャイニング 南区城南町今吉野６００番地１４ ○ ○

1358 就労継続支援Ｂ型事業所なぎさの風 西区池上町２９５６ ○

1359 カレッジくまもとＲｉｎ
中央区白山二丁目１１番１５号　ＯＦＦ
ＩＣＥ　Ｍ

○ ○ ○

1360 にじいろワーク 中央区新町一丁目６番１８号 ○ ○ ○

1361 ディーキャリア熊本オフィス
中央区新屋敷一丁目１４番３５号　６F－
B

○

1362 ＫＤＳネクストカレッジ＠熊本駅前
西区春日三丁目２４番２０号　春日三丁
目事務所２階

○ ○

1363 クラフトステージ 東区沼山津一丁目２３番２１号 ○

1364 ウェルビー熊本駅前センター
西区春日一丁目１４番３号　くまもと森
都心Ｃ棟１階２号室

○ ○ ○

1365 デイサービス昭和クラブ 熊本市南区城南町下宮地４２９番地１ ○

1366 コミュニティの学校１００年ボンド 西区花園７丁目５６-４１ ○ ○

1367 minori 西区城山大塘一丁目１１番２号 ○ ○ ○ ○ ○

1368 就労移行ＩＴスクール熊本水前寺
中央区水前寺一丁目１７番３２号　石本
ビル３階

○ ○ ○ ○

1369 リハスワーク熊本東 東区尾ノ上一丁目１０番４号 ○ ○

1370 八景水谷テラス 北区八景水谷四丁目７番２１号 ○ ○

1371 サック就労移行支援センター 西区池上町１１４９番地 ○ ○ ○

1372 LITALICOワークス熊本
中央区水道町８番６号　朝日生命熊本ビ
ル２階

○

1373 生活介護事業所めりい 東区沼山津三丁目１３番２５号 ○ ○
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1374 SOCIALSQUARE上乃裏 中央区水道町３番５号　上通Ｋビル１階 ○ ○

1375 ゆうing 中央区平成三丁目７番１０号 ○

1376 山ノ内ベーカリー 東区山ノ内三丁目９番１号 ○ ○

1377 ウィルチャレンジ
中央区安政町８番１６号　村瀬海運ビル
６０１号

○

1378 ティオくまもと新市街
中央区新市街１２番３号　グリーンノッ
トビル２階

○ ○

1379 移行支援ステージアップ 西区春日七丁目２０番２７号 ○ ○

1380 くまもと江津湖療育医療センター 東区画図町大字重富５７５番地 ○ ○ ○

1381 Tha Good Life 西区上熊本3丁目16番17号　無限ビル2－B ○ ○ ○ ○

1382 就労移行支援事業所　サテライトセンター 東区下南部1丁目2番94号 ○ ○

1383 ABUW熊本南 南区近見6丁目16－29 ○ ○ ○ ○

1384 kids i おびやま 東区帯山3－20－17　メゾン帯山102 ○

1385 訪問支援sol 南区八幡5丁目1－1 ○ ○ ○ ○

1386 アンドホーム八王子I 中央区八王寺町17－10 ○ ○

1387 熊本市西児童発達支援ルーム　かもめさんくらぶ 西区沖新町６７５ ○ ○ ○ ○

1388 短期入所しんせい 西区沖新町３９９６番地１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1389 オレンジホーム 西区河内町船津２７１１番地２ ○ ○

1390 医療法人横田会グループホーム事業所 北区植木町投刀塚３１５番地１（１階） ○

1391 きらら 西区河内町船津２７０９番地９８ ○

1392 てらすハウス 中央区本山一丁目７番５号　メゾン本山
１０１

○ ○

1393 イドコロ 南区野田三丁目９番９６号 ○ ○ ○ ○

1394 エントリィはうす 東区健軍本町２８番５０号　ボヌール
シャトー健軍２０１号

○ ○

1395 メゾンくまポン 東区下南部二丁目１８番２１号 ○

1396 グループホームヴォルファート 中央区坪井六丁目２６番３号 ○ ○ ○

1397 らぷらんどハウス 西区花園五丁目１０番１２号メイン２３
‐１１８

○ ○ ○

1398 きゅあはうす 中央区新屋敷二丁目２０番２９号 ○ ○

1399 障害者グループホーム　ファミリン 東区健軍三丁目４８番１５号 ○

1400 グループホーム　ぽっかぽか 南区並建町５１８番地 ○ ○ ○ ○

1401 つきの家 東区長嶺東九丁目１４番２８号　メゾン
ＲＹＵ

○

1402 グループホーム　リバティ 中央区黒髪二丁目３０－４ ○ ○

1403 ロ・ハス 西区蓮台寺５丁目３番３号 ○ ○ ○ ○

1404 障がい者グループホーム　てる照３ 南区富合町小岩瀬３７９-３ ○ ○ ○ ○

1405 ワンステップ渡鹿 東区渡鹿８丁目１８-５０　ファミール渡
鹿１０１

○ ○

1406 クライスハイム熊本清水新地事業所 北区清水新地４-７-５０ ○

1407 ソーシャルインクル－ホーム熊本小島 西区小島八丁目９番６号 ○ ○ ○ ○

1408 えづこホットクラブ 画図町大字重富５７５ ○ ○ ○ ○

1409 熊本市北児童発達支援ルーム　ぺんぎんさんくらぶ 麻生田四丁目１０－２３ ○

1410 ふぁみさぽここ 中央区八王寺町５２番１号 ○ ○ ○

1411 コラゾン熊本 若葉１－１３－７ ○

1412 アトリエＫＩＤＳ 出仲間一丁目３番１号　ウッディマン
ションけやき通り１０６－Ａ号

○ ○

1413 リアン八景水谷 八景水谷一丁目２２番１２号 ○

1414 キッズリハ北区 楡木一丁目１番２０号 ○

1415 子ども支援室みらい　花立教室 花立五丁目１４番５３号 ○

1416 アトリエＫＩＤＳ平成さくら通り 南区江越１丁目18－1 ○ ○

1417 スマイルホーム　ひまわり（桜木） 桜木五丁目３番１８号 ○

1418 どんぐり 西区河内町船津２７１１番地２ ○ ○

1419 じょうなんの森 城南町今吉野字道上６００番地１ ○ ○

1420 きらりはーと健軍 健軍四丁目１８番２１号 ○

1421 児童発達支援事業所　ぽると　花立園 花立五丁目１－３９ ○
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1422 キイランド 東区八反田１丁目７－３８ ○

1423 ふぁみさぽここ桜通り 馬渡二丁目９番１３号 ○ ○ ○

1424 Leaf　～葉～ 馬渡二丁目１３番５号 ○ ○ ○

1425 子ども支援通所事業所　つみき　富合 南区富合町大町１０２８ ○ ○ ○ ○

1426 サンクスラボ・アフタースクール熊本 帯山七丁目２番２４号 ○

1427 多機能型子ども支援センター　たんぽぽ下江津 東区下江津4丁目10番6号 2F ○ ○ ○ ○

1428 児童発達支援事業所　ケ・セラ 東区沼山津三丁目１４－３２ ○ ○

1429 クイルクラブ 長嶺東二丁目１番５号 ○

1430 シュシュ 近見九丁目１２番４０号 ○ ○ ○ ○

1431 ＮＰＯ法人　えん 子飼本町３番２３号 ○ ○

1432 果実の木　アクティブ楠 楠一丁目１番３３号１ ○

1433 放課後等デイサービス事業所　陽 北区清水亀井町４６－９ ○

1434 果実の木　幸田 幸田二丁目１番１号 ○ ○ ○

1435 ユニバース 若葉６丁目３番４８号
リバージュ若葉２０２号室

○ ○ ○

1436 児童発達支援・放課後等デイサービス～こころめ～ 中央区菅原町７番２７号　第３３三共ラ
フォーレビル２階

○ ○

1437 すきるらぼアロアロ清水 北区清水本町１８番１７号 ○

1438 果実の木　城南 南区城南町隈庄５９１ ○

1439 まめのき 清水新地四丁目７番４６号 ○

1440 才想館 楠一丁目１１－１ ○

1441 放課後等デイサービス  ライト・アップⅡ 壺川一丁目８番６４号
コスモビル２０３号

○ ○ ○

1442 にじのそら神園 神園二丁目１０番５ ○

1443 ＡＲＫ（アーク）セカンド 龍田二丁目１８番３１号 ○

1444 うさぎと亀 下江津２丁目１３－８号 ○ ○ ○ ○

1445 熊本県身体障害者能力開発センター 東区長嶺南２丁目３－２ ○ ○

1446 共同生活援助　みのりホーム 南区砂原町５４番地 ○ ○

1447 にこりんキッズ 南区馬渡一丁目５番５号 ○ ○

1448 短期入所　ファミリン 東区健軍三丁目４８番１５号 ○

1449 ショートステイ☆AQUA 南区荒尾一丁目１６番１６号 ○ ○

1450 短期入所クライス熊本八幡 南区八幡６－９－４８ ○ ○ ○

1451 短期入所クライス熊本清水新地 北区清水新地４-７-５０ ○ ○

1452 しょうぶの里日中一時支援事業所 熊本市西区小島九丁目１４番５８号 ○ ○ ○ ○

1453 未来館南 熊本市南区江越二丁目１９番１１号 ○ ○ ○ ○

1454 日中一時支援　ハナソラ 南区幸田一丁目６番２１号 ○ ○

1455 オレンジワーク 西区河内町船津２７１１－２ ○ ○ ○

1456 アス・トライ 東区若葉一丁目６番３号 ○

1457 障害者多機能型施設　  しんせい学園 西区沖新町３９９４番地１ ○ ○ ○ ○ ○

1458 ハピネスワーク 北区山室三丁目５－２５仁和ビル２Ｆ ○

1459 就労支援センター  Ｔａｓｕｋｉ 東区長嶺東五丁目７番３１号 ○

1460 就労定着支援事業所　ウェルビー熊本水前寺センター 中央区水前寺一丁目１７番３２号　石本
ビル２階

○ ○ ○ ○

1461 ワークスタジオ熊本 中央区白山二丁目１番１号　白山堂ビル
２階２０２号室

○ ○ ○ ○

1462 就労支援事業所ゆめいろワークス 中央区神水一丁目１７番１５－１０２号 ○ ○

1463 ＳＯＣＩＡＬＳＱＵＡＲＥ水前寺 中央区水前寺公園３番４号　土山天祐堂
ビル２Ｆ

○ ○ ○ ○

1464 就労継続支援Ｂ型事業所からふる 中央区九品寺三丁目１５番１２号 ○ ○

1465 生活介護　水彩 南区富合町南田尻４７１番地 ○ ○ ○ ○ ○

1466 就労継続支援Ｂ型事業所　煌 西区野中一丁目４番１号 ○ ○ ○ ○

1467 就労継続支援B型Worka熊本 中央区琴平2丁目6番44号２F ○ ○

1468 ゆいまーる熊本 北区八景水谷四丁目５番３３号　１F・２
F

○

1469 ＳＯＣＩＡＬＳＱＵＡＲＥ　上熊本 西区上熊本三丁目１番３２号 ○ ○ ○ ○ ○
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加
勢
川

浜
戸
川

天
明
新
川

潤
川

木
山
川

健
軍
川

藻
器
掘
川

菊
池
川

豊
田
川

合
志
川

坪
井
川

井
芹
川

堀
川

除
川

千
間
江
湖

河
内
川

菊
池
川
水
系

坪
井
川
水
系

そ
の
他

津
波

高
潮

雨
水
出
水

【別添】災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

緑
川
水
系

番号 施設名称 所在地

土
砂
災
害

白
川
水
系

1470 Ｓ＆Ｋワーキング 中央区水前寺六丁目６番４５号 ○

1471 ワークスタイル『樹』 北区武蔵ヶ丘一丁目２番３０号 ○
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